
 

 

 

 

 
国立研究開発法人防災科学技術研究所の 

令和２年度における業務の実績に関する評価 

 

 

 
令和３年 

文 部 科 学 大 臣 

  



 

 

国立研究開発法人防災科学技術研究所 年度評価 目次 

 

２－１－１    評価の概要                                                   ・・・ｐ１ 

２－１－２    総合評定                                                    ・・・ｐ２ 

２－１－３    項目別評定総括表                                                ・・・ｐ５ 

２－１－４－１  項目別評価調書（研究開発成果の最大化その他業務の質の向上に関する事項）                     ・・・ｐ８ 

項目別評価調書 No.Ⅰ―１ 防災科学技術研究におけるイノベーションの中核的機関の形成              ・・・ｐ８ 

項目別評価調書 No.Ⅰ―２ 防災科学技術に関する基礎研究及び基盤的研究開発の推進                ・・・ｐ52 

２－１－４－２  項目別評定調書（業務運営の効率化に関する事項）                                 ・・・ｐ92 

項目別評価調書 No.Ⅱ―１ 柔軟かつ効率的なマネジメント体制の確立                       ・・・ｐ92 

項目別評価調書 No.Ⅱ―２ 業務の効率化                                    ・・・ｐ103 

２－１－４－３  項目別評定調書（財務内容の改善に関する事項）                                  ・・・ｐ115 

項目別評価調書 No.Ⅲ 財務内容の改善に関する事項                               ・・・ｐ115 

２－１－４－４  項目別評定調書（その他業務運営に関する重要事項）                                ・・・ｐ122 

項目別評価調書 No.Ⅳ その他業務運営に関する重要事項                             ・・・ｐ122 

別添       中長期目標・中長期計画・年度計画                                        ・・・ｐ132 

中長期目標・中長期計画・年度計画                                       ・・・ｐ132 

 

 

 
  



1 

 

２－１－１ 国立研究開発法人防災科学技術研究所 年度評価 評価の概要 

 

１．評価対象に関する事項 

法人名 国立研究開発法人防災科学技術研究所 

評価対象事業年度 年度評価 令和２年度 

中長期目標期間 平成 28年度～令和４年度（第４期） 

 

２．評価の実施者に関する事項 

主務大臣 文部科学大臣 

 法人所管部局 研究開発局 担当課、責任者 地震・防災研究課、鎌田俊彦 

 評価点検部局 科学技術・学術政策局 担当課、責任者 企画評価課評価・研究開発法人支援室、佐野多紀子 

 

３．評価の実施に関する事項 

令和３年６月 30日 文部科学省国立研究開発法人審議会防災科学技術研究所部会（以下「部会」という。）（第 25回）において、防災科学技術研究所（以下「防災科研」という。）による自己評価の結果につい

て、理事長等による説明を含む第１回ヒアリングを実施するとともに、委員から主務大臣の評価を実施するにあたっての科学的知見等に即した助言を受けた。 

令和３年７月６日 部会（第 26回）において、防災科研による自己評価の結果について第２回ヒアリングを実施するとともに、委員から主務大臣の評価を実施するにあたっての科学的知見等に即した助言を受け

た。 

令和３年７月 21日 部会（第 27回）において、評価結果案を諮り、委員から、主務大臣の評価を実施するにあたっての科学的知見等に即した助言を受けた。 

令和３年８月４日 文部科学省国立研究開発法人審議会（第 21回）において、評価結果案を諮り、委員から、主務大臣の評価を実施するにあたっての科学的知見等に即した助言を受けた。 

 

４．その他評価に関する重要事項 

○平成 31年３月１日 第４期中長期目標変更 

○令和３年３月１日 第４期中長期目標変更 

○令和３年３月 25日 第４期中長期計画変更 
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２－１－２ 国立研究開発法人防災科学技術研究所 年度評価 総合評定 

 

１．全体の評定 

評定 

（Ｓ、Ａ、Ｂ、Ｃ、

Ｄ） 

Ａ 平成 28

年度 

平成 29

年度 

平成 30

年度 

令和元年

度 

令和２年

度 

令和３年

度 

令和４年

度 

Ｂ Ｂ Ａ Ａ Ａ   

評定に至った理由 法人全体に対する評価に示すとおり、国立研究開発法人の目的・業務、中長期目標等に照らし、法人の活動による成果、取組等について諸事情を踏まえて総合的に勘案した結果、適正、

効果的かつ効率的な業務運営の下で「研究開発成果の最大化」に向けて顕著な成果の創出や将来的な成果の創出の期待等が認められるため。 

 

２．法人全体に対する評価 

以下に示すとおり、国立研究開発法人の目的・業務、中長期目標等に照らし、法人の活動による成果、取組等について諸事情を踏まえて総合的に勘案した結果、適正、効果的かつ効率的な業務運営の下で「研究

開発成果の最大化」に向けて顕著な成果の創出や将来的な成果の創出の期待等が認められる。 

 

○中核的機関としての産学官連携の推進については、イノベーション共創本部の設置や、防災科研が創出する情報のレベル分けを的確に行い、分かりやすい形で外部への成果発信の準備・検討を推進したこと等

は、高く評価できる。「p19参照」 

 

○基盤的観測網・先端的研究施設の運用・共用促進については、陸海統合地震津波火山観測網「MOWLAS」の適切な運用や機器の維持管理・更新を確実に実施することにより、目標の 95％を上回り 97.5％の観測網

の稼働率を達成したこと等は、高く評価できる。「p23参照」 

 

○研究開発の国際的な展開については、新型コロナウイルス感染症の感染拡大により国境を越える往来が制限される中、オンラインツールを活用した国際ワークショップ等を積極的に開催するなど積極的に活動

を行ったこと等は、高く評価できる。「p43、44参照」 

 

○防災行政への貢献については、令和２年、３年にかけ発災した各種豪雨時や地震時において、SIP4Dを活用して幅広い情報収集や集約を行い防災行政に大きく貢献したこと等は、高く評価できる。「p50、51参

照」 

 

○災害をリアルタイムで観測・予測するための研究開発の推進については、津波予測システム構築で整備・蓄積したデータとソフトウェアの公開を開始し、研究成果の還元を進展させたこと等は、高く評価でき

る。「p60、61参照」 
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○社会基盤の強靭性の向上を目指した研究開発の推進については、コロナ禍で実験を実施することが困難である環境下、創意工夫により、利用計画通り E-ディフェンスを無事故で運用し、無事故・無災害時間が

累計 230万時間を超えたこと等は、高く評価できる。「p28参照」 

 

○災害リスクの低減に向けた基盤的研究開発の推進については、全国地震動予測地図について、公表した結果が保険業界において来年度の地震保険の料率改定の基本データや、地域の防災対策及び内閣府防災で

の被害想定などの基盤的情報として、有効に利活用されていること等は、高く評価できる。「p77参照」 

 

○業務運営の効率化に関する目標を達成するためにとるべき措置については、適正かつ効率的な業務運営を行うほか、理事長のリーダーシップの下、職員が能力を発揮できる研究環境の維持に努め、現状の評価

に甘んじることなく、常に上昇志向で研究開発成果の最大化に向けて顕著な成果の創出や将来的な特別な成果の創出に向けて取り組んでいること等は、高く評価できる。「p93、94参照」 

 

○研究開発の成果の最大化その他の業務の質の向上に関する目標を達成するためとるべき措置の全般について、理学・工学系の研究に加え、社会科学分野の研究力が徐々に強化され、その成果としてエンドユー

ザーとの意思疎通を図りながらの研究が活性化されてきたことは高く評価できる。「p57、77、87参照」 

 

○理事長のリーダーシップと事務部門も一体となった改善を進め、全職員に公開される拡大役員会議などのテレビ会議システムの導入や、テレワーク制度化、法人携帯番号導入など、防災科研に相応しい業務運

営の効率化が図られたことは、高く評価できる。「p112、113参照」 

 

○業務全般を通じて、コロナ禍という事態の中で、着実な成果を上げることすら困難な中で、計画を上回る成果を各所で上げていることは、高く評価できる。「p44、98、112、113参照」 

 

３．項目別評価の主な課題、改善事項等 

○災害過程を社会現象として捉え、レジリエントな社会の構築に向けた社会科学的研究については、発足したばかりのプロジェクトもあることから、今後の卓越した成果の創出を期待したい。「p84参照」 

 

○防災科学技術の特性や、防災科研として力を入れている情報プロダクツの観点も踏まえつつ、社会実装・運用を考えるのか、その前の研究開発段階で一定の成果をまとめるのか等のフェーズや、横展開の可能

性等を明確するよう、一層の努力を期待したい。 「p72参照」 

 

４．その他事項 

研究開発に関する審議

会の主な意見 

特になし 

監事の主な意見 特になし 
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※評定区分は以下のとおりとする。（「文部科学省所管の独立行政法人の評価に関する基準（平成 27 年 6 月 30日文部科学大臣決定、平成 29 年 4 月 1 日一部改定、以降「旧評価基準」とする）」p28） 

Ｓ：国立研究開発法人の目的・業務、中長期目標等に照らし、法人の活動による成果、取組等について諸事情を踏まえて総合的に勘案した結果、適正、効果的かつ効率的な業務運営の下で「研究開発成果の最大化」に向けて特に顕著な成

果の創出や将来的な特別な成果の創出の期待等が認められる。 

Ａ：国立研究開発法人の目的・業務、中長期目標等に照らし、法人の活動による成果、取組等について諸事情を踏まえて総合的に勘案した結果、適正、効果的かつ効率的な業務運営の下で「研究開発成果の最大化」に向けて顕著な成果の

創出や将来的な成果の創出の期待等が認められる。 

Ｂ：国立研究開発法人の目的・業務、中長期目標等に照らし、法人の活動による成果、取組等について諸事情を踏まえて総合的に勘案した結果、「研究開発成果の最大化」に向けて成果の創出や将来的な成果の創出の期待等が認められ、

着実な業務運営がなされている。 

Ｃ：国立研究開発法人の目的・業務、中長期目標等に照らし、法人の活動による成果、取組等について諸事情を踏まえて総合的に勘案した結果、「研究開発成果の最大化」又は「適正、効果的かつ効率的な業務運営」に向けてより一層の

工夫、改善等が期待される。 

Ｄ：国立研究開発法人の目的・業務、中長期目標等に照らし、法人の活動による成果、取組等について諸事情を踏まえて総合的に勘案した結果、「研究開発成果の最大化」又は「適正、効果的かつ効率的な業務運営」に向けて抜本的な見

直しを含め特段の工夫、改善等を求める。 
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２－１－３ 国立研究開発法人防災科学技術研究所 年度評価 項目別評定総括表 

 

中長期目標 年度評価 項目別

調書№ 

備考 

 

 中長期目標 年度評価 項目別

調書№ 

備考 

 平

成

28

年

度 

平

成

29

年

度 

平成

30

年度 

令和

元年

度 

令和

２年

度 

令

和

３

年

度 

令

和

４

年

度 

  平

成

28

年

度 

平

成

29

年

度 

平

成

30

年

度 

令和

元年

度 

令和

２年

度 

令

和

３

年

度 

令

和

４

年

度 

Ⅰ．研究開発の成果の最大化その他の業務の質の向上に関する事項  Ⅱ．業務運営の効率化に関する事項  

 １．防災科学技術研究におけ

るイノベーションの中核的機

関の形成 

― ― Ａ Ａ Ａ ― ― Ⅰ－１  

  １．柔軟かつ効率的なマネジメ

ント体制の確立 ― ― ― Ａ Ａ ― ― Ⅱ－１  

 （１）中核的機関として

の産学官連携の推進 
Ｂ Ａ (Ａ) (Ａ) (Ａ) ― ―   

   （１）研究組織及び事業の

見直し 
Ｂ Ｂ Ａ (Ａ) (Ａ) ― ―   

（２）基盤的観測網・先

端的研究施設の運用・共

用促進 

Ａ Ｓ (Ａ) (Ｓ) (Ｓ) ― ―   

   （２）内部統制 

Ｂ Ｂ Ｂ (Ａ) (Ａ) ― ―   

（３）研究開発成果の普

及・知的財産の活用促進 
Ｂ Ａ (Ａ) (Ａ) (Ａ) ― ―   

   （３）研究開発等に係る評

価の実施 
Ｂ Ｂ Ｂ (Ｂ) (Ｂ) ― ―   

（４）研究開発の国際的

な展開 
Ｂ Ｂ (Ａ) (Ａ) (Ａ) ― ―   

  ２．業務の効率化 
― ― ― Ｂ Ａ ― ― Ⅱ－２  

 （５）人材育成 
Ｂ Ｂ (Ｂ) (Ａ) (Ａ) ― ―   

   （１）経費の合理化・効率

化 
Ｂ Ｂ Ｂ (Ｂ) (Ａ) ― ―   

（６）防災行政への貢献 
Ｓ Ｓ (Ｓ) (Ｓ) (Ｓ) ― ―   

   （２）人件費の合理化・効

率化 
Ｂ Ｂ Ｂ (Ｂ) (Ｂ) ― ―   

 ２．防災科学技術に関する基

礎研究及び基盤的研究開発の

推進 

― ― Ａ Ａ Ａ ― ― Ⅰ－２  

  （３）契約状況の点検・見

直し Ｂ Ｂ Ｂ (Ｂ) (Ｂ) ― ―   
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  （１）災害をリアルタイ

ムで観測・予測するため

の研究開発の推進 

Ｂ Ａ (Ａ) (Ａ) (Ａ) ― ―   

   （４）電子化の推進 

Ｂ Ｂ Ｂ (Ｂ) (Ａ) ― ―   

 （２）社会基盤の強靱性

の向上を目指した研究開

発の推進 

Ｂ Ｂ (Ａ) (Ａ) (Ａ) ― ―   

 Ⅲ．財務内容の改善する事項 

 
Ｂ Ｂ Ｂ Ｂ Ｂ ― ― Ⅲ  

 

(3)災害リスクの低減に向

けた基盤的研究開発の推

進 

Ｂ Ａ (Ａ) (Ａ) (Ａ) ― ―   

 Ⅳ．その他業務運営に関する重要事項 

 
Ｂ Ｂ Ｂ Ｂ Ｂ ― ― Ⅳ  

 

※１ 重要度を「高」と設定している項目については、各評語の横に「○」を付す。 

※２ 難易度を「高」と設定している項目については、各評語に下線を引く。 

※３ 重点化の対象とした項目については、各標語の横に「重」を付す。 

※４ 「項目別調書 No.」欄には、本評価書の項目別調書 No.を記載。 

※５ 評定区分は以下のとおりとする。 

【研究開発に係る事務及び事業（Ⅰ）】（旧評価基準 p24～25） 

Ｓ：国立研究開発法人の目的・業務、中長期目標等に照らし、法人の活動による成果、取組等について諸事情を踏まえて総合的に勘案した結果、適正、効果的かつ効率的な業務運営の下で「研究開発成果の最大化」に向けて特に顕著な

成果の創出や将来的な特別な成果の創出の期待等が認められる。 

Ａ：国立研究開発法人の目的・業務、中長期目標等に照らし、法人の活動による成果、取組等について諸事情を踏まえて総合的に勘案した結果、適正、効果的かつ効率的な業務運営の下で「研究開発成果の最大化」に向けて顕著な成果

の創出や将来的な成果の創出の期待等が認められる。 

Ｂ：国立研究開発法人の目的・業務、中長期目標等に照らし、法人の活動による成果、取組等について諸事情を踏まえて総合的に勘案した結果、「研究開発成果の最大化」に向けて成果の創出や将来的な成果の創出の期待等が認めら

れ、着実な業務運営がなされている。 

Ｃ：国立研究開発法人の目的・業務、中長期目標等に照らし、法人の活動による成果、取組等について諸事情を踏まえて総合的に勘案した結果、「研究開発成果の最大化」又は「適正、効果的かつ効率的な業務運営」に向けてより一層

の工夫、改善等が期待される。 

Ｄ：国立研究開発法人の目的・業務、中長期目標等に照らし、法人の活動による成果、取組等について諸事情を踏まえて総合的に勘案した結果、「研究開発成果の最大化」又は「適正、効果的かつ効率的な業務運営」に向けて抜本的な

見直しを含め特段の工夫、改善等が求められる。 

 

【研究開発に係る事務及び事業以外（Ⅱ以降）】（旧評価基準 p25） 

Ｓ：国立研究開発法人の活動により、中長期計画における所期の目標を量的及び質的に上回る顕著な成果が得られていると認められる（定量的指標においては対中長期計画値（又は対年度計画値）の 120％以上で、かつ質的に顕著な成

果が得られていると認められる場合）。 

Ａ：国立研究開発法人の活動により、中長期計画における所期の目標を上回る成果が得られていると認められる（定量的指標においては対中長期計画値（又は対年度計画値）の 120％以上とする。）。 

Ｂ：中長期計画における所期の目標を達成していると認められる（定量的指標においては対中長期計画値（又は対年度計画値）の 100％以上 120％未満）。 
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Ｃ：中長期計画における所期の目標を下回っており、改善を要する（定量的指標においては対中長期計画値（又は対年度計画値）の 80％以上 100％未満）。 

Ｄ：中長期計画における所期の目標を下回っており、業務の廃止を含めた抜本的な改善を求める（定量的指標においては対中長期計画値（又は対年度計画値）の 80％未満、又は主務大臣が業務運営の改善その他の必要な措置を講ずるこ

とを命ずる必要があると認めた場合）。 

 

なお、「財務内容の改善に関する事項」及び「その他業務運営に関する重要事項」のうち、内部統制に関する評価等、定性的な指標に基づき評価せざるを得ない場合や、一定の条件を満たすことを目標としている場合など、業務実績を定

量的に測定し難い場合には、以下の要領で上記の評定に当てはめることも可能とする。 

Ｓ：－ 

Ａ：難易度を高く設定した目標について、目標の水準を満たしている。 

Ｂ：目標の水準を満たしている（「Ａ」に該当する事項を除く。）。 

Ｃ：目標の水準を満たしていない（「Ｄ」に該当する事項を除く。）。 

Ｄ：目標の水準を満たしておらず、主務大臣が業務運営の改善その他の必要な措置を講ずることを命ずる必要があると認めた場合を含む、抜本的な業務の見直しが必要。 
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２－１－４－１ 国立研究開発法人防災科学技術研究所 年度評価 項目別評価調書（研究開発成果の最大化その他業務の質の向上に関する事項） 

 

１．当事務及び事業に関する基本情報 

Ⅰ―１ 防災科学技術研究におけるイノベーションの中核的機関の形成 

関連する政策・施策 政策目標９ 未来社会に向けた価値創出の取組と経済・社会的課題へ

の対応 

施策目標９－２ 環境・エネルギーに関する課題への対応 

施策目標９－４ 安全・安心の確保に関する課題への対応 

当該事業実施に係る根拠（個別

法条文など） 

国立研究開発法人防災科学技術研究所法第 15条 

当該項目の重要度、難易

度 

 関連する研究開発評価、政策評

価・行政事業レビュー 

令和３年度行政事業レビューシート番号 0256 0272 0273 

 

 

２．主要な経年データ 

 ①主な参考指標情報  ②主要なインプット情報（財務情報及び人員に関する情報） 

  基準値

等 

平成 28

年度 

平成 29

年度 

平成 30

年度 

令和元

年度 

令和２

年度 

令 和

３ 年

度 

令 和

４ 年

度 

 平成 28 年

度 

平成 29 年

度 

平成 30 年

度 

令和元年度 令和２年度 令 和

３ 年

度 

令 和

４ 年

度 

 

共 同 研 究

（件） 

770 件

以上 

122件 138件 128件 143件 128件 ― ― 予算額（千円） 7,207,707 10,202,592 9,995,119 13,343,896 14,889,326 ― ― 

受託研究件

数（件） 

140 件

以上 

42件 46件 49件 47件 38件 ― ― 決算額（千円） 9,817,602 6,830,165 10,328,097 13,918,011 11,911,982 ― ― 

クロスアポ

イントメン

ト制度の適

用者数（人） 

28人 

以上 

3人 5人 6人 9人 8人 ― ― 経常費用（千

円） 

11,825,251 10,961,290 13,842,477 13,811,611 13,383,307 ― ― 

客員研究員

の受入等の

件数（件） 

420 件

以上 

85件 101件 117件 125件 137件 ― ― 経常利益（千

円） 

52,217 △143,752 △138,086 △355,193 △132,512 ― ― 

観測網の稼 95％ 99.5％ 99.3％ 98.7％ 98.4% 97.5% ― ― 行政サービス 16,005,545 14,495,640 17,223,185 ― ― ― ― 
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働率（％） 以上 実 施 コ ス ト

（千円） 

先端的研究

施設の共用

件数（件） 

― 51件 57件 48件 43件 40件 ― ― 行 政 コ ス ト

（千円） 

― ― ― 17,086,683 16,247,601 ― ― 

知的財産の

出願（件） 

28件 

以上 

5件 9件 12件 8件 6件 ― ― 従 事 人 員 数

（人） 

334 346 359 392 396 ― ― 

 

シンポジウ

ム・ワークシ

ョップ開催

数（回） 

140 回

以上 

75回 71回 61回 75回 46回 ― ― 

 

― ― ― ― ― ― ― ― 

 
プレスリリ

ース等（件） 

175 件

以上 

33件 36件 40件 33件 21件 ― ― 
 

― ― ― ― ― ― ― ― 

 
論文数（編/

人） 

7 編 /

人以上 

1.2 編 /

人 

1.3 編 /

人 

1.2 編 /

人 

1.6 編

/人 

1.1 編

/人 

― ― 
 

― ― ― ― ― ― ― ― 

 

学会等での

口頭発表（件

/人） 

42 件/

人以上 

6.7 件 /

人 

6.2 件 /

人 

6.1 件 /

人 

6.1 件

/人 

2.8 件

/人 

― ― 

 

― ― ― ― ― ― ― ― 

 

公開ウェブ

のアクセス

件数（千件） 

― 17,408

件 

13,101

件 

11,686

件 

8,707

件 

10,654

件 

― ― 

 

― ― ― ― ― ― ― ― 

 

海外の研究

機関・国際機

関等との共

同研究（件） 

56件 

以上 

13件 14件 17件 24件 28件 ― ― 

 

― ― ― ― ― ― ― ― 

 

海外からの

研修生等の

受入数（人） 

280 人

以上 

657人 546人 448人 333人 49人 ― ― 

 

― ― ― ― ― ― ― ― 
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論文数（SCI

対象誌等）

（編） 

336 編

以上 

63編 66編 60編 82編 61編 ― ― 

 

― ― ― ― ― ― ― ― 

 

国際学会等

での口頭発

表（件/人） 

７ 件 /

人以上 

1.5 件 /

人 

1.7 件 /

人 

1.3 件 /

人 

1.2 件

/人 

0.8 件

/人 

― ― 

 

― ― ― ― ― ― ― ― 

 

地方公共団

体等の協定

数（件） 

98件 

以上 

43件 74件 62件 51件 51件 ― ― 

 

― ― ― ― ― ― ― ― 

 

災害調査の

実施・支援等

（件） 

― 128件 25件 80件 87件 37件 ― ― 

 

― ― ― ― ― ― ― ― 

 

国や地方自

治体等への

情報提供・協

力等（件） 

― 1,581件 1,117件 1,043件 680 

件 

519 

件 

― ― 

 

― ― ― ― ― ― ― ― 

 

３．中長期目標、中長期計画、年度計画、主な評価軸、業務実績等、年度評価に係る自己評価及び主務大臣による評価 

 中長期目標、中長期計画、年度計画 

主な評価軸（評価の視点）、 

指標等 

法人の業務実績等・自己評価 
主務大臣による評価 

主な業務実績等 自己評価 

１．防災科学技術研究にお

けるイノベーションの中核

的機関の形成 

１．防災科学技術研究におけるイノベーションの中核的機関の形成 

 

 

 

 

 

 

１．防災科学技術研究におけるイノベーションの中核

的機関の形成 

 

<自己評価> 

評定：Ａ 

 

<評定に至った理由> 

評定 Ａ 

＜評定に至った理由＞ 

以下に示すとおり、国立研究開発法人の目的・

業務、中長期目標等に照らし、法人の活動によ

る成果、取組等について諸事情を踏まえて総

合的に勘案した結果、適正、効果的かつ効率的

な業務運営の下で「研究開発成果の最大化」に
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・令和２年７月、防災科学技術における研究成果の社会実装を戦略的に

推進し、防災科研を中核的機関とした産学官民連携によるイノベーシ

ョンの共創を全所的に推進するため、理事長を本部長とするイノベー

ション共創本部を設置した。イノベーション共創本部においては、「社

会のニーズをふまえた研究」及び「社会を変える効果的な研究」とそれ

らの研究成果の社会実装の促進のため、①産学官民のステークホルダ

ーとの連携の仕組み（Customer Relationship）、②マーケットイン型の

研究開発の推進（Market-in-Research Design）、③外部法人の設立によ

る「情報プロダクツ」の作成・民間企業等への提供体制（Product Manag-

ment）の３つの柱の構築に向け取組を開始した。 

防災科研の目的・業務、中長期目標等に照らし、防災科

研の活動による成果、取組等について諸事情を踏まえ

て総合的に勘案した結果、適正、効果的かつ効率的な業

務運営の下で「研究開発成果の最大化」に向けて顕著な

成果の創出や将来的な成果の創出の期待等が認められ

るため、評定をＡとする。 

 

（Ａ評定の根拠） 

○「中核的機関としての産官学連携の推進」として、民

間企業や地方公共団体との防災・減災対策に関する共

創の推進による我が国全体の防災科学技術の水準の向

上を図った以下の実績は、顕著な成果として高く評価

できる。 

・第４期中長期計画における前半の４年間で、防災科研

では共創に向けた試行、挑戦として、極端気象では「気

象災害軽減イノベーションハブ」、地震では「首都圏を

中心としたレジリエンス総合力向上プロジェクト」と

いう二つの大きなプロジェクトを推進してきたが、多

くの学術分野で構成され、成果の社会実装が強く求め

られる防災分野として、防災が成果をあげるために社

会そのものをよく知り、社会を構成する様々なステー

クホルダーが真に必要とする研究成果を提供する「共

創」を防災科研全体の方向性とするため、令和２年７月

にイノベーション共創本部を設置し、社会的期待発見

研究の制度設計、共同研究・共同利用的機能の仕組みの

検討、民間事業者と連携した「21 世紀前半の国難を乗

り越えるだけのレジリエンスを有する社会」の実現に

向けたワークショップの実施、防災科研の研究成果で

ある情報プロダクツを提供する外部法人の設立準備を

向けて顕著な成果の創出や将来的な成果の創

出の期待等が認められるため。 

 

・中核的機関としての産学官連携の推進とし

て実質的に顕著な成果を出していることは高

く評価できる。 

・令和２年７月にイノベーション共創本部を

設置し、民間企業や地方公共団体を巻き込み、

防災・減災対策に向けた取り組みを強化し、

SIP 事業では 12 課題中第３位の総合評価を受

けたことは高く評価できる。 

・イノベーション推進室の設置により、各プロ

ジェクトリーダーのサポートが期待されてお

り、成果を最大化する戦略として高く評価で

きる。 

＜今後の課題＞ 

― 

＜その他事項＞ 

― 
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行うなど、産学官民によるイノベーションの共創を全

所的に推進した。情報プロダクツについては、今後の防

災科研の成果発信に向けて、「研究開発としての新たな

情報プロダクツの開発」、「災害時の災害対応機関向け

情報」、「一般向けに公開するハザード・リスク情報」、

「ユーザーニーズに応じたカスタマイズ情報」といっ

たレベル分けを行い、今後の外部法人を通じた成果発

信のための準備・検討を進めた。 

・「国家レジリエンス研究推進センター」では、内閣府

の「戦略的イノベーション創造プログラム（SIP）」にお

いて、防災科研の研究開発項目について研究開発のフ

ォローや関係省庁を含めた社会実装の具体化のための

推進体制を構築するとともに、「戦略的イノベーション

推進室」では、管理法人としてプログラムディレクター

の活動の支援、研究開発の円滑な推進を行い、その結果

として令和２年度の SIP における課題評価において 12

課題中第３位の総合評価を受け、さらに、防災分野の研

究開発の全体俯瞰に関する調査研究を行い、総合的か

つマルチハザードでの被害・影響・対策に関わる研究の

推進が必要である等の防災研究のあるべき姿を提示し

た。 

・首都圏のリアルタイム極端気象情報（雨・風・雷・ひ

ょう）を地図に重ねて表示するシステム「ソラチェク」

を開発して令和２年６月に公開、令和３年２月に雪氷

災害情報を追加掲載し、「気象災害軽減コンソーシア

ム」（令和３年３月末 375会員）においてソラチェクを

活用した防災・減災対策に関する連携・協働のための活

動を実施した。 
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○「基盤的観測網・先端的研究施設の運用・共用促進」

として、防災・減災の基幹インフラである観測網の着実

な整備と安定的な運用、品質性能の向上の努力を関係

機関と連携して取り組み、防災行政や、社会的な利用に

つなげ、防災・減災へ寄与した以下の実績等は、特に顕

著な成果として高く評価できる。 

・陸海統合地震津波火山観測網(MOWLAS)の運用におい

て、迅速な障害対応復旧や老朽化した機器の更新を確

実に実施することにより、令和２年度も基盤的地震火

山観測網を安定して運用することで、その稼働率が中

長期計画で定められた目標値である 95%超を達成した。 

・日本海溝海底地震津波観測網(S-net)の整備と運用に

ついて、地震津波監視業務の改善に寄与した功績によ

り令和２年６月に気象庁から感謝状を受けた。また、広

帯域地震観測網（F-net）データを活用した関東地方の

地殻及び上部マントルのトモグラフィー研究が日本地

震学会の 2019年度論文賞を、近地津波記録から推定し

た 2012年プレート内ダブレット地震断層モデルの研究

が日本地震学会の 2020年度論文賞を受賞した。 

・25 年以上に渡り蓄積してきた MOWLAS による日本全

国の大量の強震データを詳細に解析することで、緊急

地震速報に実装可能な迅速性と確度を持つ長周期地震

動の予測手法を初めて開発し、令和２年９月の長周期

地震動の予報業務許可制度の開始と長周期地震動に関

する即時予測情報の社会実装に大きく貢献した。 

・MOWLAS データは、気象庁一元化震源カタログの震源

計算に多数使用されることで全国の地震の震源の高精

度化に貢献してきた。更に S-net の海域観測網のデー

タが新たに加わったことで当該領域の海域で発生する
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地震の震源精度が向上し、地震本部の地震調査委員会

における評価等の精緻化に大きく寄与した。 

・令和３年２月の福島県沖や３月の宮城県沖の地震の

際には、緊急参集してデータ解析を行い、臨時開催され

た政府の委員会に資料提供するとともに、Webサイトを

通じて国民に広く情報を提供した。 

・高知県沖から日向灘の海域に構築中のケーブル式観

測網（南海トラフ海底地震津波観測網：N-net）は、外

部有識者の技術的な助言や評価を受けながら、開発担

当企業と定期的に会議を設けて逐次進捗管理してお

り、機器の開発と現地施設の整備が着実に進捗した。観

測機器試験結果等を踏まえて N-net に組み入れる主要

センサの一つである水圧計を選定するとともに、海底

ケーブルについても製造が完了した。また、難工事が予

想された誘導式水平ボーリング掘削工事については、

新型コロナウイルス感染症の感染拡大により現地入り

がままならない中であったが、事前の調査と工事担当

企業との密な連携により、大きな問題もなく１本目が

完成した。 

・大型降雨実験施設では、悪天候下での自動走行実験や

IoT センサーの検証等の民間企業との共同研究が増え

た。その中でも実大木造２階建て住宅を用いた「耐水害

住宅」の検証実験にて、令和２年度気候変動アクション

環境大臣表彰を受賞した。 

 

○「研究開発成果の普及・知的財産の活用促進」として、

研究成果の普及、防災科研への国民の理解・信頼・支持

の獲得を推進した以下の実績等は、顕著な成果として

高く評価できる。 
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・成果発表会は、成果発表会当日の会場参加者だけでな

く、事前の研究者による成果発表動画作成・公開、当日

のオンライン配信及びアーカイブ映像公開を組み合わ

せ、より多くの方に防災科研の成果を発信するなど、新

たなターゲット層の獲得と研究成果の普及を推進し

た。 

・大型降雨実験施設では、木造住宅の耐水害実験、悪天

候下における自動走行等、民間企業との共同研究が増

加した。木造建築の耐水害実験については、その結果を

活用し、標準化を行うため建材試験センターと連携し

たほか、住宅の業界団体や建築学会とのネットワーク

についても新たに構築され、対策技術の標準化を推進

する取組が始まった。 

・新型コロナウイルス感染症の感染拡大対策等の影響

により、対外的なシンポジウム・ワークショップ等の開

催数は 46件と令和元年度と比べて減少したものの、上

記成果発表会を始め、リモートによる参加形式を加え

たことにより、個別のシンポジウム・ワークショップに

おける参加者は増加した。また、令和２年度より新たに

役員と記者会との懇談会（NIEDCafé）を開始し、さらに、

新たな生活様式を踏まえ、ターゲットを絞った報道対

応及び民間企業との共同発表、共同実験等を報道発表

等に取り上げられ易いような情報発信に努めたこと

で、これまで以上に多数のテレビ・新聞等に取り上げら

れた。 

・防災科研クライシスレスポンスサイト（NIED-CRS）に

ついては、気象災害版を通年公開するとともに、雪氷災

害版を構築し、冬季継続公開とした。これを踏まえ、今

後、災害種別やフェーズを超えた総合的・一元的な情報
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発 信 を 目 指 す こ と と し 、 防 災 ク ロ ス ビ ュ ー

（bosaiXview）としてリニューアル公開した。 

 

○「研究開発の国際的な展開」として、新型コロナウイ

ルス感染症の感染が拡大する中、海外の研究機関等と

の連携を推進した以下の実績等は、顕著な成果として

高く評価できる。 

・新型コロナウイルス感染症の感染拡大により国境を

越える往来が制限される中、令和元年度に協力協定を

締結した米国テキサス大学との間でオンラインを活用

して合同ワークショップを開催するなど、オンライン

ツールを活用した国際ワークショップ等を積極的に開

催することにより、海外との研究協力を推進した。 

 

○「人材育成」として、つくば地区における防災に関わ

る人材育成に対して、筑波大学をはじめ産学官の連携

協働の枠組みの構築と討議の進展にリーダーシップを

発揮したことなどが契機となり、筑波大学との協働大

学院方式による学位プログラムが開始され、以下の実

績等につながったことは顕著な成果であり、また、今後

の防災科学技術に関わる人材育成を、組織として継続

的に進める方向性を示す具体的な取組として高く評価

できる。 

・筑波大学及び民間企業等で構成される「レジリエンス

研究教育推進コンソーシアム」により実践される協働

大学院方式による人材育成プログラム「リスク・レジリ

エンス工学学位プログラム」を令和２年４月に開始し、

防災科研においては、インターンシップによる学生の

受け入れに加え、防災科研職員が筑波大学の教授とな
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り講義を行うとともに、防災科研職員が当プログラム

により業務を行いながら学位を受けることができる環

境を整備し、リスクレジリエンス分野で国際的に活躍

できる研究者・高度専門職業人を育成する体制を構築

した。 

 

○「防災行政への貢献」として、基盤的防災情報流通ネ

ットワーク（SIP4D）を活用して現地での情報収集・集

約及び情報共有を行い防災行政に貢献した以下の実績

等は、特に顕著な成果として高く評価できる。 

・SIP4D と連接するシステムが順調に拡張してきてお

り、SIP4Dは国会において内閣総理大臣への質問を含め

５回質問が出され、内閣官房「データ戦略タスクフォー

ス」、内閣府「デジタル・防災技術ワーキンググループ」

等の政府のプロジェクトにおいて、SIP4Dが国の防災情

報共有の先駆的取組であると認知され、政府内でもそ

の社会実装に向けた期待がさらに高まった。 

・令和２年７月豪雨時・令和３年２月の福島県沖地震時

には、内閣府との官民チーム「災害時情報集約支援チー

ム（ISUT）」の一員として情報共有支援活動を行った。

SIP4Dで流通する情報を可視化した ISUT-SITEは、現地

の災害対策本部で共通ビューアとして使用され、さら

に各組織自らが操作するところまで浸透するなど、防

災行政に貢献した。 

・令和３年２月の福島沖の地震や令和３年３月の宮城

県沖の地震の際には、地震解析の成果が地震調査委員

会臨時会の地震の評価に取り入れられた。 

・大型降雨実験施設では、悪天候下での自動走行実験や

IoT センサーの検証等の民間企業との共同研究が増え
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た。その中でも実大木造２階建て住宅を用いた「耐水害

住宅」の検証実験にて、令和２年度気候変動アクション

環境大臣表彰を受賞した。 

 

 

(１）中核的機関としての産

学官連携の推進 

 

○イノベーションハブを形

成し、産学官による研究開

発を一体的に進める基盤の

構築に向けた取組を推進し

ているか。 

 

《評価指標》 

・産学官連携の成果 

 

《モニタリング指標》 

・共同研究・受託研究件数 

・クロスアポイントメント

制度の適用者数、客員研究

員の受入等の件数 

 

(１）中核的機関としての産学官連携の推進 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

・第４期中長期計画における前半の４年間で、防災科研では共創に向

けた試行、挑戦として、極端気象では「気象災害軽減イノベーション

ハブ」、地震では「首都圏を中心としたレジリエンス総合力向上プロ

ジェクト」という二つの大きなプロジェクトを推進してきたが、多く

の学術分野で構成され、成果の社会実装が強く求められる防災分野と

して、防災が成果をあげるために社会そのものをよく知り、社会を構

(１）中核的機関としての産学官連携の推進 

補助評定：Ａ 

<補助評定に至った理由> 

防災科研の目的・業務、中長期目標等に照らし、防災科

研の活動による成果、取組等について諸事情を踏まえ

て総合的に勘案した結果、適正、効果的かつ効率的な業

務運営の下で「研究開発成果の最大化」に向けて顕著な

成果の創出や将来的な成果の創出の期待等が認められ

るため、Ａ評定とする。 

 

（Ａ評定の根拠） 

○「中核的機関としての産学官連携の推進」として、民

間企業や地方公共団体との防災・減災対策に関する共

創の推進による我が国全体の防災科学技術の水準の向

上を図った以下の実績は、顕著な成果として高く評価

できる。 

 

・第４期中長期計画における前半の４年間で、防災科研

では共創に向けた試行、挑戦として、極端気象では「気

象災害軽減イノベーションハブ」、地震では「首都圏を

中心としたレジリエンス総合力向上プロジェクト」と

いう二つの大きなプロジェクトを推進してきたが、多

くの学術分野で構成され、成果の社会実装が強く求め

(１）中核的機関としての産学官連携の推進 

補助評定：Ａ 

＜補助評定に至った理由＞ 

以下に示すとおり、国立研究開発法人の目的・

業務、中長期目標等に照らし、法人の活動によ

る成果、取組等について諸事情を踏まえて総

合的に勘案した結果、適正、効果的かつ効率的

な業務運営の下で「研究開発成果の最大化」に

向けて顕著な成果の創出や将来的な成果の創

出の期待等が認められるため。 

 

・産学官民によるイノベーションの共創を全

所的に推進し、「災害時の災害対応機関向け情

報」、「一般向けに公開するハザード・リスク情

報」、「ユーザーニーズに応じたカスタマイズ

情報」といったレベル分けを行い、具体的に外

部への成果発信の準備・検討を進めたことは

高く評価できる。 

・イノベーション共創本部の設置、地震と風水

害を合体した「首都圏を中心としたレジリエ

ンス総合力向上プロジェクト」のデータ利活

用協議会など、これまでの経緯にこだわらず、

新たに令和２年度に組織を作っていくなど、
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成する様々なステークホルダーが真に必要とする研究成果を提供する

「共創」を防災科研全体の方向性とするため、令和２年７月にイノベ

ーション共創本部を設置した。 

 

・令和２年７月に設置したイノベーション共創本部において、以下の

取組を実施した。 

①  Customer Relaionship 

・オールハザードに対応した新たな産学官民連携の仕組みの構築に

向けて、「データ利活用協議会」と「気象災害軽減コンソーシア

ム」との統合等の方策について検討した。 

②  Market-in-Research Design 

・「防災イノベーションパートナーシップ事業」の一環として、防

災科研内外の自然科学系研究者及び人文・社会科学系研究者の知を

融合して実施する、「災害レジリエンス向上のための社会的期待発

見研究」の制度設計を行った（令和３年度に公募開始予定）。 

・防災科研の研究者と大学等の研究者が共同研究や大型実験施設の

共同利用を行う仕組みを検討した。 

・民間企業、大学、地方公共団体と共同で、「自立・分散・協調型

のレジリエントな社会の実現」のための研究開発構想を策定した。 

・民間企業との共同事業として、「21世紀前半の国難災害を乗り越

えるだけのレジリエンスを有する社会」の実現のためのイノベーシ

ョン共創について検討を行う「しなやかな社会の実現」に関するワ

ークショップを開始した。（令和３年度中に書籍としてとりまとめ

予定） 

③  Product Management 

・防災科研の研究成果を活用して、民間企業・地方公共団体等に

「情報プロダクツ」や災害対応力向上のためのサービスを提供する

外部法人の設立準備を行った。 

られる防災分野として、防災が成果をあげるために社

会そのものをよく知り、社会を構成する様々なステー

クホルダーが真に必要とする研究成果を提供する「共

創」を防災科研全体の方向性とするため、令和２年７月

にイノベーション共創本部を設置し、社会的期待発見

研究の制度設計、共同研究・共同利用的機能の仕組みの

検討、民間事業者と連携した「21 世紀前半の国難を乗

り越えるだけのレジリエンスを有する社会」の実現に

向けたワークショップの実施、防災科研の研究成果で

ある情報プロダクツを提供する外部法人の設立準備を

行うなど、産学官民によるイノベーションの共創を全

所的に推進した。情報プロダクツについては、今後の防

災科研の成果発信に向けて、「研究開発としての新たな

情報プロダクツの開発」、「災害時の災害対応機関向け

情報」、「一般向けに公開するハザード・リスク情報」、

「ユーザーニーズに応じたカスタマイズ情報」といっ

たレベル分けを行い、今後の外部法人を通じた成果発

信のための準備・検討を進めた。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

基盤構築に向けた取組を加速したことは、高

く評価できる。 

・共同研究やクロスアポイントメントが積極

的に行われているとともに、それらの取組や

社会実装を促すための再編成も行われ、政府

からの要請に対応する研究活動も盛んに行わ

れていることは、高く評価できる。 

 

＜今後の課題＞ 

・本分野のモニタリング指標の在り方につい

て、次期中長期計画の策定と合わせて検討す

ることを期待したい。 

 

＜その他事項＞ 

― 
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・大学・研究機関・民間企業等と協業し、我が国が推進するプロジ

ェクト等へ積極的に参画することにより、外部資金の獲得を推進す

るとともに社会実装の橋渡しや行政機関への技術支援を行った。 

 

・情報プロダクツについては、今後の防災科研の成果発信に向けて、

「研究開発としての新たな情報プロダクツの開発」、「災害時の災害対

応機関向け情報」、「一般向けに公開するハザード・リスク情報」、「ユ

ーザーニーズに応じたカスタマイズ情報」といったレベル分けを行

い、今後の外部法人を通じた成果発信のための準備・検討を進めた。 

 

・「地震津波火山ネットワークセンター」及び「総合防災情報センタ

ー」では、安定的で継続的な事業を推進し、「先端的研究施設利活用

センター」では各施設を運用する部門との間で定常的な企画、協議の

場を着実な運営を行うとともに、企業との共同研究による性能検証実

験などを通じて知財活用や社会実装を推進した。 

 

・平成 30年度に設置した「国家レジリエンス研究推進センター」で

は、平成 30年度から開始された内閣府の「戦略的イノベーション創

造プログラム（SIP）」第２期の課題の一つ「国家レジリエンス(防

災・減災)の強化」において、防災科研が研究開発機関や共同研究開

発機関を担う５つの研究開発項目について、研究開発の進捗フォロー

や関係省庁を含めた社会実装具体化のための推進体制を構築し、衛

星、AI、ビックデータ等を活用した国家レジリエンスの強化に資する

新技術の研究開発を総合的に推進した。 

 

 

・平成 29年度に設置し、令和２年度に改組した「首都圏レジリエン

ス研究推進センター」では、「データ利活用協議会」を運営し、各研

究課題における民間企業と顕著な取組の共有を図った。また、新たな

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

・イノベーションハブを形成し、産学官による研究開発

を一体的に進める基盤の構築に向けた取組の第一歩と

して、各センターを設置し、研究開発から社会実装まで

一体として実施できる研究環境の確立を推進した。 

 

 

・「国家レジリエンス研究推進センター」では、内閣府

の「戦略的イノベーション創造プログラム（SIP）」にお

いて、防災科研の研究開発項目について研究開発のフ

ォローや関係省庁を含めた社会実装の具体化のための

推進体制を構築するとともに、「戦略的イノベーション

推進室」では、管理法人としてプログラムディレクター

の活動の支援、研究開発の円滑な推進を行い、その結果

として令和２年度の SIP における課題評価において 12

課題中第３位の総合評価を受けた。 

 

・平成 29年度に設置し、令和２年度に改組した「首都

圏レジリエンス研究推進センター」では、「データ利活

用協議会」や４回のシンポジウムを開催し、８つの分科
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協力枠組みの創出を目指すシンポジウム（全４回）の開催や、８つの

分科会活動を活性化させるなど、協議会に正式な会員として入会する

組織・団体並び個人は約 90となった。さらに、生活の拠点となる施

設等での地震計設置に関する協議を進め、成田空港や川崎市幸区等で

超小型地震計の試験的観測を開始した。これらの活動を踏まえ、内閣

府の施策である「官民研究開発投資拡大プログラム（PRISM）」におい

て、「データ利活用協議会」等との先行事例との連携を図り、民間企

業が有するリソースを活用した災害予防・被害軽減に資する新たな取

組を実施した。 

 

・首都圏のリアルタイム極端気象情報（雨・風・雷・ひょう）を地図

に重ねて表示するシステム「ソラチェク」を開発して６月に公開し、

２月には雪氷災害情報を追加掲載した。このシステムを利用した「気

象災害軽減コンソーシアム」（令和３年３月末 375会員）の今後の活

動について、２回のオンラインセミナーを開催した。また、独立行政

法人国立高等専門学校機構との連携・協力協定に基づく活動として、

「第３回高専防災コンテスト」を実施した。学生部門は「アイデア検

証を通じた New Normal生活様式に対応する防災」、教職員部門は「地

域への実装や他地域への展開の可能性」をテーマにして、1stステー

ジへの応募は 17チームとなった。書類選考の結果、そのうち５チー

ムが 2ndステージに進んでアイデア検証を行い、オンライン開催した

最終審査会では各高専が動画による発表を行った。 

 

・共同研究を 128件、受託研究を 139件実施した（受託事業収入：

4,535百万円）。 

 

・客員研究員 138人を受入れ、クロスアポイントメント制度を活用し

て８人を受入れた。 

 

会活動を活性化させ、協議会の正式な組織・個人会員を

約 90に拡充し、生活の拠点となる施設等での地震計設

置に関する協議を進め、成田空港や川崎市幸区等で試

験的観測を開始した。 

 

 

 

 

 

 

・首都圏のリアルタイム極端気象情報（雨・風・雷・ひ

ょう）を地図に重ねて表示するシステム「ソラチェク」

を開発して令和２年６月に公開、令和３年２月に雪氷

災害情報を追加掲載し、「気象災害軽減コンソーシア

ム」（令和３年３月末 375会員）においてソラチェクを

活用した防災・減災対策に関する連携・協働のための活

動を実施した。 
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(２)基盤的観測網・先端的

研究施設の運用・共用促進 

 

○基盤的観測網・先端的研

究施設の安定運用を通じ、

国内外の関係機関における

防災科学技術に関する研究

開発の推進に貢献している

か。 

 

《評価指標》 

・観測データの関係機関と

の共有や利用促進の取組の

進捗 

・国内外の地震・津波・火

山に関する業務遂行や調査

研究等への貢献の実績 

・先端的研究施設等の活用

による成果 

 

《モニタリング指標》 

・観測網の稼働率 

・先端的研究施設の共用件

数 

 

(２)基盤的観測網・先端的研究施設の運用・共用促進 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

・陸海統合地震津波火山観測網 MOWLASの一元的な維持管理・運用を

安定的に行うとともに、令和元年度補正予算による観測点に設置され

た観測機器の更新を行うとともに、台風などによる観測点の障害が発

生した観測点の復旧を実施した。これらにより、防災科研が中核的機

関として推進する防災科学技術研究に関する研究はもとより、気象庁

の監視業務をはじめとする地震や津波、火山に関する防災行政、大学

や研究機関における学術研究及び教育活動の推進に大きく貢献した。 

 

・MOWLASの更新及び復旧：Hi-net/KiK-netで地上装置 66カ所、孔底

装置 13カ所、F-netで AD変換装置６カ所、地震計３カ所、K-NETで

(２)基盤的観測網・先端的研究施設の運用・共用促進 

 

 

補助評定：Ｓ 

<補助評定に至った理由> 

防災科研の目的・業務、中長期目標等に照らし、防災科

研の活動による成果、取組等について諸事情を踏まえ

て総合的に勘案した結果、適正、効果的かつ効率的な業

務運営の下で「研究開発成果の最大化」に向けて特に顕

著な成果の創出や将来的な特別な成果の創出の期待等

が認められるため、Ｓ評定とする。 

 

（Ｓ評定の根拠） 

○「基盤的観測網・先端的研究施設の運用・共用促進」

として、防災・減災の基幹インフラである観測網の着実

な整備と安定的な運用、品質性能の向上の努力を関係

機関と連携して取組、防災行政、社会的な利用につな

げ、防災・減災へ寄与した以下の実績等は、特に顕著な

成果として高く評価できる。 

・MOWLAS の運用において、迅速な障害対応復旧や老朽

化した機器の更新を確実に実施することにより、令和

２年度も基盤的地震火山観測網を安定して運用するこ

とで、その稼働率が中長期計画で定められた目標値で

ある 95%超を達成した。 

 

 

 

 

 

(２)基盤的観測網・先端的研究施設の運用・共

用促進 

 

補助評定：Ｓ 

＜補助評定に至った理由＞ 

以下に示すとおり、国立研究開発法人の目的・

業務、中長期目標等に照らし、法人の活動によ

る成果、取組等について諸事情を踏まえて総

合的に勘案した結果、適正、効果的かつ効率的

な業務運営の下で「研究開発成果の最大化」に

向けて特に顕著な成果の創出や将来的な特別

な成果の創出の期待等が認められるため。 

 

・「基盤的観測網・先端的研究施設の運用・共

用促進」として、防災・減災の基幹インフラで

ある観測網の着実な整備と安定的な運用、品

質性能の向上の努力を関係機関と連携して取

り組み、防災行政や社会的な利用につなげ、防

災・減災へ寄与した実績等は、特に顕著な成果

として高く評価できる。 

・S-netの海域観測網のデータが新たに加わっ

たことで当該領域の海域で発生する地震の震

源精度が向上し、地震本部の地震調査委員会

における評価等の精緻化に貢献したことは、

特に顕著な成果として高く評価できる。 

・これまでの研究開発の成果を活かして、長周

期地震動に関する予報業務の許可を気象庁よ

り得たことは、特に顕著な成果として高く評

価できる。 
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51カ所、V-netで地上装置４カ所、孔底装置１カ所、S-netの陸上部

装置の更新（これには、令和元年東日本台風等による大雨、暴風、高

潮等に伴う観測点の復旧も含まれている）のほか、K-NETで沼津、大

畑、塩釜、碇ヶ関の４点の観測点の移設を行った。また、令和２年７

月豪雨に伴い浸水被害を受けて観測機器が損壊した観測点 Hi- 

net/KiK-net大刀洗、下呂北の復旧を行った。 

 

・令和２年度における観測網の稼働率は、迅速な障害対応復旧や老朽

化した機器の更新等の実施により、目標値である 95%を達成した（Hi-

net：98.3%、F-net：96.6%、KiK-net：97.1%、K-NET：99.4%、S-

net:97.5%、DONET：96.0%、V-net：98.0%）。なお、運用している全て

の観測点のうち、データを受信した観測点の割合を稼働率として算出

している。S-netの整備と運用について、地震津波監視業務の改善に

寄与した功績により、気象庁から感謝状を受けた（2020年６月）。ま

た、F-netデータを活用した関東地方の地殻及び上部マントルのトモ

グラフィー研究が日本地震学会の 2019年度論文賞を、近地津波記録

から推定した 2012年プレート内ダブレット地震断層モデルの研究が

日本地震学会の 2020年度論文賞を受賞した。 

 

・令和２年９月にそれまで緊急地震速報が対応していなかった長周期

地震動の予報業務許可制度が開始された。これに際し、25年以上に渡

り蓄積してきた MOWLASによる日本全国の大量の強震データを基盤と

して緊急地震速報に実装可能な迅速性と確度を持つ長周期地震動の予

測手法を初めて開発し、予報業務許可制度に採用された。また、許可

制度の開始に先駆けて、長周期地震動の即時予測情報の社会実装に向

けた利活用方法の検討や課題の抽出等を目的とする予測情報の利活用

に関する実証実験を気象庁と共同で実施した。防災科研は、この実証

実験において MOWLASによるリアルタイムの観測情報と合わせて予測

情報を民間企業等に配信する、予報事業者の役割を担った。 

 

 

 

 

 

 

 

 

・S-netの整備と運用について、地震津波監視業務の改

善に寄与した功績により令和２年６月に気象庁から感

謝状を受けた。また、F-netデータを活用した関東地方

の地殻及び上部マントルのトモグラフィー研究が日本

地震学会の 2019年度論文賞を、近地津波記録から推定

した 2012年プレート内ダブレット地震断層モデルの研

究が日本地震学会の 2020年度論文賞を受賞した。 

 

 

 

 

 

・大地震発生時に高層ビルや長大橋などの長大構造物

に大きな影響をもたらす長周期地震動に関する即時予

測情報の社会実装に向けて、MOWLAS の長期の観測デー

タに基づく確度の高い予測手法を新たに開発すること

で技術面での課題を解決し、さらに気象庁や民間企業

等と連携した予測情報の利活用に関する実証実験を実

施したことで情報の配信側と利活用側の課題抽出等に

も取り組んだ。これらの技術開発や取組は令和２年度

の長周期地震動の予報業務許可制度の開始に大きく貢

 

＜今後の課題＞ 

・観測網の維持管理は困難な業務であると思

われるが、生じている様々な課題を明らかに

して、その経験を現在整備中の N-net 等に活

かしていくことを期待したい。 

 

＜その他事項＞ 

― 
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長周期地震動の予報業務許可制度の開始に伴い実証実験は終了した

が、速やかに許可を取得することで実証実験から許可制度のもとでの

予測情報配信に移行した。長周期地震動のリアルタイムの観測情報と

即時予測情報を容易に把握できるよう一枚の地図上に可視化できるよ

うに開発した長周期地震動モニタは、実証実験においては一部の参加

者にのみ認証付きで公開していたが、許可取得後は誰でも利用できる

よう広く全ての国民に公開した。 

 

・S-netおよび DONETについては、東日本旅客鉄道株式会社（JR東日

本）、東海旅客鉄道株式会社（JR東海）と西日本旅客鉄道株式会社

（JR西日本）において、列車制御に地震計データの活用が継続された

ことに加え、観測機器障害等の連絡に関する基準を再検討し、より安

定運用できるように図った。また地震後の鉄道設備点検や運転再開に

資するため、四国旅客鉄道株式会社（JR四国）及び鉄道総合技術研究

所への K-NET強震指標データの即時配信を継続的に実施した。令和３

年２月 13日福島県沖の地震の際には、S-net地震計データによる JR

内における警報発令で東北新幹線の東京-七戸十和田駅間の緊急停止

や東海道新幹線の東京‐掛川駅間で停電の措置が取られるなど、S-

netのデータが有効に活用された。 

 

・津波即時予測システムが気象業務法の予報業務許可を受けた自治体

において実装され実運用されており、S-netや DONETデータは、和歌

山県、三重県および千葉県の防災業務に供されており、防災科研のデ

ータが住民の安心安全につながった。S-netについては千葉県で上記

システムに加え、モバイル機器で表示するシステムを構築して本格運

用の準備段階に入った。また、DONETについては中部電力において浜

岡原子力発電所での通常運用の中の一部として活用された。 

 

献し、社会において長周期地震動に関する即時予測情

報が活用されるに至った。さらに、許可制度の開始後は

許可を迅速に取得し、長周期地震動モニタ等を通じて

誰でも予測情報を利用できる形での配信を開始し、長

周期地震動の即時予測情報の活用を拡大・促進した。 

 

 

 

・従来から防災科研の地震津波データが利用されてい

る気象庁の緊急地震速報の発表、JR東日本、JR東海及

び JR西日本の列車制御、自治体の住民避難や電力会社

の運用において、継続的に活用されてきている陸域観

測網の K-NET や KiK-net に加えて海域観測網の S-net

及び DONET の観測データも順次活用されており、地震

や津波のデータ利活用が継続的に発展した。 
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・総務省消防研究センターや国土交通省国土技術政策総合研究所に K-

NET強震指標データの即時配信を継続的に実施した。国総研では国土

交通省本省および地方整備局に対して K-NET強震指標を活用したイン

フラ・ライフライン地震防災情報が配信されて緊急対策のために活用

された。また、S-netのデータは、海上保安庁の海洋状況表示システ

ム（海しる）にも活用された。 

 

・データ利活用の進展のため、新たに国土技術政策総合研究所、香川

大学、坂出市、海洋研究開発機構等との協定を締結した。 

 

・防災科研のデータは、気象庁、海上保安庁、国土技術政策総合研究

所、消防研究センター等の国の機関、和歌山県、三重県、千葉県、尾

鷲市等の自治体、JR東日本、JR東海、JR西日本、JR四国の鉄道会

社、電力会社等に即時的に配信され、国民の安心安全に寄与した。 

 

・MOWLASデータは、日本の代表的な地震カタログである気象庁一元化

震源カタログにおいて、震源決定に使用された観測点の延べ数の６割

以上を占めており、令和２年９月からは、同カタログに S-netデータ

が活用され始め、北海道から関東地方の太平洋側の海域で発生する地

震の震源精度の向上につながった。 

 

・地震活動に関して、定期的に開催される地震調査委員会、南海トラ

フ沿いの地震に関する評価検討会地震防災対策強化地域判定会、地震

予知連絡会に資料を提供した。 

 

・令和３年２月 13日に発生した福島県沖の地震（M7.3、最大震度６

強）では、即座に緊急参集して解析を行い、翌日に開催された地震調

査委員会の臨時会に解析結果を提供するとともに、ネットワークセン

ターの Webサイトを通じて広く国民に向けて情報発信した。また、令

 

 

 

 

 

 

 

 

 

・国や地方自治体、大学や研究機関、民間企業等と協定

を結び、データ利活用を進展させる社会実装が進んだ。 

 

 

 

 

・MOWLAS データは、気象庁一元化震源カタログの震源

計算に多数使用されることで全国の地震の震源の高精

度化に貢献してきた。更に S-net の海域観測網のデー

タが新たに加わったことで当該領域の海域で発生する

地震の震源精度が向上し、地震本部の地震調査委員会

における評価等の精緻化に大きく寄与した。 

 

 

 

 

・地震災害時や火山活動に対し、積極的な情報発信を行

った。令和３年２月の福島県沖や３月の宮城県沖の地

震の際には、緊急参集し、データ解析を行い、臨時開催

された政府の委員会に資料提供するとともに Web サイ
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和３年３月 20日に発生した宮城県沖の地震（M6.9、最大震度５強）

でも同様に緊急参集し解析を行い、地震調査委員会の臨時会に資料を

提供するとともに、Webサイトを通じて情報を提供した。 

 

・火山活動に関しては、阿蘇山と浅間山等の資料を火山噴火予知連絡

会に提供した。 

 

・５カ所のジオパーク（糸魚川、三陸、八峰白神、四国西予、白山手

取川）に加えて新たに６カ所のジオパーク（洞爺湖有珠、栗駒山麓、

銚子、秩父、南紀熊野、島原半島）においてスマートフォン等で地域

の地震活動を身近に知ることのできる Webページ「防災科研地震だね

っと！」の提供に向けた対応を行い、３ジオパーク（洞爺湖有珠、銚

子、島原半島）と覚書を交し、Webサイトを公開した。新たに箱根ジ

オパーク向けには準リアルタイム波形モニタである「防災科研揺れて

るねっと！」を次年度の提供開始に向けてシステムの構築を行った。 

 

・オンライン開催となった地球惑星連合大会や日本地震学会におい

て、ブースのオンライン展示という新しい形で出展した。従来型の対

面形式のブース出展としては、11月にみえ地震・津波対策の日シンポ

ジウムに現地でブース出展を行ったが、新型コロナウイルス感染症の

感染拡大防止に最大限配慮した。参加者の人数を絞った上で、当日の

検温や消毒、接触確認アプリや自治体が提供するアプリなどへの活用

協力依頼を行うとともに、説明対応者も催行可能な最小人数に限定し

た。出展ブース自体にも飛沫防護フィルムを施すなど、ニューノーマ

ル時代に柔軟に対応した新しいスタイルの広報活動を実践できた。 

 

・新聞やテレビ等報道機関の取材対応を 26件した。東北地方太平洋

沖地震から 10年の取材対応や素材提供も行った。また、国立科学博

物館の東日本大震災の企画展にも協力した。 

トを通じて、国民に広く情報を提供した。 

 

 

 

 

 

 

・各地のジオパークと連携し「防災科研地震だねっ

と！」の提供により地域の地震活動を身近に知っても

らう取組も対象ジオパークを広げる対応をするととも

に、箱根においては、新たな情報提供に向けて対応し

た。 

 

 

 

 

 

 

・学会等のオンライン開催、対面型のシンポジウムのあ

る中、それぞれに新型コロナ感染症に対応してブース

出展を行った。 

 

 

 

 

 

 

 

・日頃からの取材対応などの広報活動を行っており、関
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・高知県沖から日向灘の海域に構築中のケーブル式観測網（南海トラ

フ海底地震津波観測網：N-net）を構築するため、機器開発や陸上局

工事を開始した。機器開発においては、外部の有識者を委員とする技

術委員会を通して技術的な助言・評価を受けながら開発を進め、試験

結果等を踏まえて N-netに組み入れる主要センサの一つである水圧計

を選定した。また N-netで使用する海底ケーブルについても製造が完

了した。宮崎県串間市では陸上局整備が開始し、海底からのケーブル

を陸揚げするために必要な管路を構築するための誘導式水平ボーリン

グ掘削工事（約 800m×２本）に着手して、２本のうち１本目が掘り上

がった。 

 

 

 

 

●Ｅ－ディフェンス 

・加振系装置、制御系装置、油圧系装置及び高圧ガス製造設備の定期

点検と日常点検を実施し、Ｅ－ディフェンスの安全かつ効果的・効率

的な運用を行った。併せて、日常点検やＥ－ディフェンス構内で行わ

れる各種工事への安全管理を確実に実施し、平成 18年４月より継続

されている無災害記録は令和３年４月末には 233万時間に達した。ま

た、Ｅ－ディフェンスの施設・設備・装置等の改善、改良及び性能向

上に資するための検討を進めた。 

さらに、令和２年度は、新型コロナウイルス感染症の感染拡大予防の

ためのガイドラインを策定し、利用者に遵守により、計画どおり実験

を実施する事ができた。 

 

・幅広い地震減災研究に係わる研究開発での利活用を示す共用件数に

ついては、補助金事業による施設利用１件、施設貸与３件及び共同研

係機関やマスコミなどからの東日本大震災から 10年の

取材等にも適切に対応した。 

 

・高知県沖から日向灘の海域に構築中のケーブル式観

測網（南海トラフ海底地震津波観測網：N-net）の開発

については、外部有識者の技術的な助言や評価を受け

ながら、開発担当企業と定期的に会議を設けて逐次進

捗管理しており、機器の開発と現地施設の整備が着実

に進捗した。観測機器試験結果等を踏まえて N-net に

組み入れる主要センサの一つである水圧計を選定する

とともに、海底ケーブルについても製造が完了した。ま

た、難工事が予想された誘導式水平ボーリング掘削工

事については、新型コロナウイルス感染症の感染拡大

により現地入りがままならない中であったが、事前の

調査と工事担当企業との密な連携により、大きな問題

もなく１本目が完成した。 

 

 

・Ｅ－ディフェンスの各装置・設備の定期点検と日常点

検を実施し、Ｅ－ディフェンスが効果的・効率的に運用

できた。 

特に、新型コロナウィルス感染症の感染予防拡大防止

に努め、計画どおり実験を実施することができた。 
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究２件の実験研究を実施した。さらに、実験データを外部機関等に提

供するデータ公開システムを継続的に運用し、令和２年度に実験デー

タ２件の開示を行い、公開件数は 71件に達した。 

 

●大型耐震実験施設 

・共同研究７件、施設貸与４件の利用実績をあげた。 

・令和２年度は、降雨と地震の複合化によるため池堤体への影響評価

や墓石の耐震化といった耐震化技術の評価に関する実験を行った。 

 

●大型降雨実験施設 

・国際共同研究１件、共同研究５件、施設貸与３件の利用実績をあげ

た。 

 

・令和２年度は、悪天候下での自動走行実験や IoTセンサーの検証等

の民間企業との共同研究が増えた。その中でも実大木造２階建て住宅

を用いた「耐水害住宅」の検証実験にて、令和２年度気候変動アクシ

ョン環境大臣表彰を受賞した。 

 

 

●雪氷防災実験施設 

・共同研究 13件、施設貸与３件の利用実績をあげた。 

 

・令和２年度は、難着雪シートなど着雪災害軽減のための対策手法検

討のための実験や、融雪装置開発のための実験などを実施した。ま

た、令和２年から始まるフロン規制に対応するための、冷凍機の更新

を進めた。 

 

・令和２年度の外部利用は、年間目標値以上の実績を残

し、各実験施設では幅広い内容のデータが取得され、そ

の成果は各々の分野において有効に活用されるものと

期待される。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

・大型降雨実験施設では、悪天候下での自動走行実験や

IoT センサーの検証等の民間企業との共同研究が増え

た。その中でも実大木造２階建て住宅を用いた「耐水害

住宅」の検証実験にて、令和２年度気候変動アクション

環境大臣表彰を受賞した。 
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（３）研究開発成果の普

及・知的財産の活用促進 

 

○関係府省や地方公共団

体、民間企業等のニーズを

踏まえた研究開発の推進や

知的財産権の活用は適切に

なされているか。 

 

《評価指標》 

・産学官連携の成果 

・知的財産等を活用した成

果の社会実装に向けた取組

の進捗 

 

《モニタリング指標》 

・共同研究・受託研究件数 

・知的財産の出願件数 

 

（３）研究開発成果の普及・知的財産の活用促進 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

①研究開発成果の普及・知的財産の活用促進 

・令和３年２月に開催した成果発表会では、ニューノーマル時代の新

しい開催方式として、会場参加に加え、オンライン配信を行い、場

所・人数に制限なく参加・視聴できるハイブリッド方式を導入した。

令和２年度に引き続き、特別ゲストコメンテーターとして池上彰氏

（ジャーナリスト、東京工業大学特命教授）を迎え、研究者等との対

談や、事前投票形式の研究者成果発表動画などの新たな取組を行い、

1,100名を超える参加者を集客することができた。なお、終了後も視

聴者は増え（約 2,600回視聴：４月末時点）、成果発表会当日の参加

者だけでなく、広く国民への周知を行うことができた。 

 

（３）研究開発成果の普及・知的財産の活用促進 

 

補助評定：Ａ 

 

<補助評定に至った理由> 

防災科研の目的・業務、中長期目標等に照らし、防災科

研の活動による成果、取組等について諸事情を踏まえ

て総合的に勘案した結果、適正、効果的かつ効率的な業

務運営の下で「研究開発成果の最大化」に向けて顕著な

成果の創出や将来的な成果の創出の期待等が認められ

るため、Ａ評定とする。 

 

（Ａ評定の根拠） 

○「研究開発成果の普及・知的財産の活用促進」として、

研究成果の普及、防災科研への国民の理解・信頼・支持

の獲得を推進した以下の実績等は、顕著な成果として

高く評価できる。 

 

①研究開発成果の普及・知的財産の活用促進 

・成果発表会は、成果発表会当日の会場参加者だけでな

く、事前の研究者による成果発表動画、当日のオンライ

ン配信及びアーカイブ映像公開を組み合わせ、より多

くの方に防災科研の成果を発信するなど、新たなター

ゲット層の獲得と研究成果の普及を推進した。 

 

 

 

 

 

（３）研究開発成果の普及・知的財産の活用促

進 

補助評定：Ａ 

 

＜補助評定に至った理由＞ 

以下に示すとおり、国立研究開発法人の目的・

業務、中長期目標等に照らし、法人の活動によ

る成果、取組等について諸事情を踏まえて総

合的に勘案した結果、適正、効果的かつ効率的

な業務運営の下で「研究開発成果の最大化」に

向けて顕著な成果の創出や将来的な成果の創

出の期待等が認められるため。 

 

・コロナ禍という環境に合わせ、シンポジウ

ム・ワークショップ等における成果発表会に

おいて、リモートによる参加形式を加えたこ

とにより例年よりも参加者が増加したことや

ターゲットを絞った報道対応や共同実験等を

報道発表等に取り上げられ易いような情報発

信に努めたことにより、多数のテレビ・新聞等

に取り上げられ、研究成果を幅広い年代層に

訴求できたことは、高く評価できる。 

・公開ウェブのアクセス件数は 1,065 万回と

極めて多いほか、クライシスレスポンスサイ

トを充実し、さらに知財出願件数が目標を大

幅に上回っていることは、高く評価できる。 

・新しいスタイルの成果発表の方法として、研

究者一人ひとりによる動画での研究成果を発

表し、高評価数ベスト 10を選出するなどの工
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・査読のある専門誌及び SCI対象誌等の重要性の高い専門誌での誌上

発表を 157編、国内外の学会等での発表を 388件行い、科学的知見の

発信レベルの維持・向上に努めた。また、防災科研の研究内容を国内

外に発信するため、Journal of Disaster Research（JDR）の防災科

研特集号を令和２年 10月に発行した。 

 

・研究開発成果の普及に当たって、知的財産ポリシー（平成 29年３

月制定）に基づき、研究開発成果の性格、活用場面等を踏まえ、特許

権等の権利化、非権利化を判断した。また、特許権等の取得に当たっ

ては、社会・産業界のニーズを把握し、網羅的・包括的な特許権の取

得に努めた。一方、職員等の知的財産に関する意識や知識の向上に向

けて、専門家による知的財産研修の開催、特許庁、文化庁、独立行政

法人工業所有権情報・研修館主催の知的財産研修への参加、知的財産

関連資料の所内イントラへの掲載を行うとともに、取得した特許につ

いては、防災科研ホームページをはじめ、独立行政法人工業所有権情

報・研修館の外部機関ホームページに特許情報を掲載するなどして積

極的な情報提供に努めた。その結果、６件の特許出願、６件の特許登

録、15件の特許等の実施許諾（実施料収入５百万円）があった。 

 

・さらに、先端的研究施設等を通じて、利用者本位での利活用と産学

官連携を推進し、価値創出のための総合的な戦略作りを行い、認証に

向けた性能検証実験や標準化への取組を行ってきた。特に雪氷実験施

設では、業界団体との連携を基に業界標準の確立を行ってきており、

令和２年度は JIS規格化への検討を行った。また、大型降雨実験施設

では、木造住宅の耐水害実験、悪天候下における自動走行等の民間企

業との共同研究が増えた。またその結果を活用し、標準化を行うため

建材試験センターと連携し、住宅の業界団体や建築学会とのネットワ

ークが新たに構築され、対策技術の標準化を推進する取組が始まっ

た。一方、所内横断的な「数理・シミュレーションと予測に考える

・論文、学会等での発表、 Journal of Disaster 

Research（JDR）の防災科研特集号が多くの注目を集め

たことにより、防災科研の研究成果の普及に貢献した。 

 

 

 

・特許・実用新案等の申請、新たな特許等の実施許諾が

なされ、知的財産の活用が促進された。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

夫を行ったことは高く評価できる。 

 

＜今後の課題＞ 

― 

＜その他事項＞ 

― 
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会」を推進し、月１回の会合開催や WGを開催し、全所的に 30名以上

の参加があるなど新しい連携の場を推進した。 

 

 

 

 

 

②広報・アウトリーチ活動

の促進 

 

○防災科研の活動に関する

国民の理解を深めるため、

多様な手段を活用して情報

発信やアウトリーチ活動に

努めるなど、社会から理解

を得ていく取組を積極的に

推進しているか。 

 

《評価指標》 

・研究活動・研究成果の情

報発信・アウトリーチ活動

の成果 

・防災科学技術に関する情

報及び資料の収集・整理・

提供に関する取組の成果 

 

《モニタリング指標》 

・シンポジウム・ワークシ

ョップ開催数 

・プレスリリース等の件数 

②広報・アウトリーチ活動の促進 

 

・CMS（コンテンツ・マネジメント・システム）を導入し、ウェブ更

新作業の簡便化を図った。 

また、平常時及び発災時にニーズの高い情報を個別ユーザーの視点か

ら探しやすくかつ分かりやすく伝えるため、広報誌（防災科研要覧

等）とも連動させたウェブサイトのフルリニューアルを実施した。さ

らに発災時の情報掲出をシステム化したことで、発災時の政府・地方

自治体等とも連携した災害対応支援関連情報発信の迅速化を実現し

た。 

 

・研究成果の発表やシンポジウム、公開実験の案内等の報道発表を 21

件実施し、また、年４回の広報誌（防災科研ニュース）及び財務情報

と非財務情報をまとめた「統合レポート 2020」の発行を行った。 

特に、研究成果の発表の際は、３密を避けつつ、記者への説明の場

（役員と記者会との懇談会や、説明付き報道発表）を設け、大型降雨

実験施設及びＥ－ディフェンスの公開実験は、対象を報道機関等に焦

点化するなど、新たな生活様式等を踏まえた対応を実施した。さら

に、民間企業等との共同発表、共同実験等を積極的に行い、その訴求

力を活かすことで、多数のテレビ・新聞に取り上げられ、全国規模で

防災科研の研究活動の理解促進を図ることができた。 

 

②広報・アウトリーチ活動の促進 

 

・ユーザーの視点にたったウェブサイトリニューアル

と発災時の情報掲出のシステム化は、ウェブのコンテ

ンツの強化と利便性向上に加え、災害対応支援関連情

報の迅速な発信に繋がっており、防災科研の研究成果

が我が国の安全・安心に貢献していることが周知され

る取組となった。また、CMSの導入は業務効率化にも貢

献した。 
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・論文数・口頭発表件数等 

・公開ウェブの利便性 

・新型コロナウイルス感染症拡大対策等の影響により、シンポジウ

ム・ワークショップ等の開催数は 46件と令和元年度と比べて減少し

ているが、上記成果発表会を始め、リモートによる参加方式を加えた

ことにより、個別のシンポジウム・ワークショップにおける参加者は

増加している。（例：デ活シンポジウムは、令和元年度と比べて約 1.5

～２倍） 

また、平成 30年度から新たな取組として開始したアウトリーチプロ

ジェクト（ベルマーク教育助成財団及びガールスカウト日本連盟と連

携した防災科学教室）では、リモートによる講師派遣を実施し、今後

の防災教育の更なる普及につなげた。 

 

 

 

・令和２年度は、映像や音声の利点を生かし、多くの方にわかりやす

く内容を伝えることを狙いとして、研究者一人ひとりによる動画での

研究成果の発表を実施した。公開から約一カ月で、35,000回を超える

総再生回数となった 

・新型コロナウイルス感染症拡大対策等の影響により、

シンポジウム・ワークショップ等の開催数は 46件と令

和元年度と比べて減少したが、成果発表会を始め、リモ

ートによる参加方式を加えたことにより、個別のシン

ポジウム・ワークショップにおける参加者は増加する

とともに、令和２年度より新たに役員と記者会との懇

談会（NIEDCafé）を開始し、さらに、新たな生活様式を

踏まえ、ターゲットを絞った報道対応及び民間企業と

の共同発表、共同実験等を積極的に実施し、報道発表等

が取り上げられ易いような情報発信に努めたことで、

これまで以上に多数のテレビ・新聞等に取り上げられ

た。 

 

・新しいスタイルの成果発表の方法として、研究者一人

ひとりによる動画での研究成果発表を実施した。 

 

 ③災害情報のアーカイブ機能の強化 

 

・SIP4Dと外部システム連接については令和元年度の成果を踏まえ、

災害対応における内閣府防災担当との連携を通じて府省庁・都道府

県・指定公共機関等の災害対応機関との連接を拡充、災害対応におい

て必須とされる情報を EEI(Essential Elements of Information)とし

て体系的に整備する研究開発に着手した。その一環として、内閣府総

合防災情報システムとの連接による道路通行実績情報および市町村別

停電情報の自動取得、総務省 DaaS-NETとの連接による通信停止情報

の自動取得、東京ガスのガス復旧状況エリア情報の自動取得等のデー

タ自動流通、SIP4D-CKANによるメタデータ連携等を実現した。また、

内閣官房「データ戦略タスクフォース」、内閣府「デジタル・防災技

③災害情報のアーカイブ機能の強化 

 

・災害時状況認識統一のための情報共有について、災害

対応に関わる機関・団体への積極的な働きかけにより、

SIP4D と連接するシステムが順調に拡張してきた。ま

た、SIP第２期を活用し、分野を超えた連接においても

有用性が実証できるなど、SIP4Dの拡張性・汎用性を示

すことができた。SIP4Dは国会でも内閣総理大臣への質

問を含め３月に５回もの質問が出されており、政府内

でもその社会実装に向け期待がさらに高まった。ESRI 

SAG賞を受賞し、国際的な評価・認知も高まっている。 
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術ワーキンググループ」等の政府のプロジェクトにおいて、SIP4Dが

国の防災情報共有の先駆的取組であると認知されるに至った。 

 

・今後の災害対応情報の拡充に向けた実証を行った。具体的には、総

務省 Lアラートとの連接インタフェースを実装し、Lアラートから避

難所情報および避難指示・勧告情報を取得するとともに、SIP4Dから

自衛隊による給水・入浴支援情報を提供する実証試験を行い、情報発

信機関および情報伝達機関の双方から連接が有効であるとのフィード

バックを得ることができた。防災科研で実施している地震発生時の津

波遡上予測データ提供システムとの連接インタフェース実装により

SIP4Dから津波遡上予測情報を配信が可能となった。発災後の通行実

績として、トヨタ自動車が提供する通れた道マップ情報を受け可視化

検証を実施した。 

 

・SIP4Dの汎用性向上に向けた機能拡張として、新たに開発した共通

フレームワーク（SIP4D-ZIP）に基づき、各都道府県や災害対応機関

等から発信される各種データから、GISレイヤーとしての情報を自動

生成する機能を実装した。また、SIP4Dの流通情報のカタログとなる

SIP4D-CKANにおいて、これまでの災害対応および情報共有の経験を踏

まえ、実情に即して、情報の検索および共有を効率化するためのメタ

データ項目の精査・更新を行った。これらにより、災害対応機関が有

するシステムと SIP4D-CKANとの自動連接における SIP4Dからの円滑

な情報取得および共有が可能となった。 

 

・「SIP第２期」の課題「ビッグデータ・ＡIを活用したサイバー空間

基盤技術」の分野間連携基盤との連接試験や、「自動運転」サービス

基盤と SIP4D-CKANとのメタデータの連接試験を実施し、SIP4Dを活用

する事により防災分野と他分野のデータ連携が可能であることを実証

した。 
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・総合防災情報センターの情報統合運用室に、令和２年度から法務・

コンプライアンス室が参画し、研究成果に関する情報のデータベース

化および統合発信のための全所的な連携に法務相談ができる体制を整

えた。雪氷災害版 NIED-CRSに新聞記事から抽出した「今冬の雪氷災

害発生情報」を追加する際には、法務・コンプライアンス室から適切

な助言を受けることで、著作権等に配慮した情報プロダクツの公開を

実施することができた。 

 

・各部門・各センターで個別に運用・管理されている情報プロダクツ

を一元把握・集約するための情報基盤環境である NIED GeoDBを所内

限定で公開し、193の情報プロダクツを所内で共有した。また所内基

盤的データ共有リストを作成し、169のデータに関わるメタデータを

所内イントラネット上で共有を行った。 

 

・小型光学衛星により大量に観測される画像データを発災直後の対応

に活用するため、米国光学小型衛星 Planetの衛星 Doveに関して、

APIに基づき発災エリア情報を入力して発災直後および直前の観測デ

ータの検索を行い、ダウンロードを行い情報プロダクツに利活用を可

能とするツールを開発した。令和２年７月豪雨において本ツールを適

用し、災害直前の画像（６月 24日）と直後の画像（７月７日）との

比較と、被災状況を判読した情報プロダクツを作成し、「防災科研ク

ライシスレスポンスサイト（NIED-CRS）」等による利活用に供した。

また、２月 13日に発生した福島県沖で発生した地震においても、

NIED-CRS等による利活用に供した。開発ツールを用いることで、従来

の衛星データ入手プロセスがツール上で完結することになり、観測後

概ね８時間以内には、被害前後を比較可能な情報プロダクツを提供可

能なことが確認できた。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

・災害直後に被害状況を面的に把握するうえで有用な

衛星画像について、これまでは宇宙機関等から提供さ

れるものを受動的に待つ形であったが、今年度の開発

により、災害対応を行う側から積極的に要求し利用に

供することが可能となった。 
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・NIED-CRSに掲載した情報プロダクツ（実効雨量・解析積雪深・積雪

荷重分布・推定震度分布等）を GISレイヤーとして日本防災産業会

議、鹿島建設に提供した。また、日本防災産業会議から訓練データを

GISレイヤーとして提供を受け、データ利活用協議会のインフラ部会

で活用した。IncrementPは水・土砂防災研究部門の実効雨量と、自社

で保有する道路情報をマッシュアップし、う回路を提示する実証実験

を実施した。Agoopからは人流データの SIP4Dへの提供を受け、ISUT-

SITEで参照するための技術開発を実施した。また雪氷災害版 NIED-

CRSに掲載した積雪深推定と積雪重量分布情報を日本防災産業会議と

鹿島建設に提供した。 

 

・令和２年度に発生した災害時において、ISUTや他大学・研究機関の

外部連携、所内各プロジェクトとの連携、SIP4D等の活用により情報

集約や発信に努めた。特に、NIED-CRSを構築し、広く一般への情報提

供に努めた。本年度は、事前から備えることが可能な気象災害につい

て、「気象災害版」を４月より、「雪氷災害版」を 12月より開設する

など、事前からの情報発信を実施した。 

 

・災害の発生に伴い「令和２年７月豪雨」、「令和３年福島県沖を震源

とする地震」の２つの NIED-CRSを開設し、継続的に運用した。「気象

災害版」では大雨のまれさ分布情報、リアルタイム洪水・土砂災害リ

スクマップなど計 22種、「雪氷災害版」では積雪深推定、降雪・凍結

警戒用の気温分布など計７種、「令和２年７月豪雨」では浸水域の解

析情報、斜面変動範囲など計 41種、「令和３年福島県沖を震源とする

地震」では計 21種の情報プロダクツを掲載しアーカイブした。 

 

・一般公開可能な NIED-CRSとは別に、災害対応機関（府省庁、指定

公共機関、都道府県、市町村）に対して限定公開を行う「ISUT-

SITE」を、２つの災害（令和２年７月豪雨、令和３年福島県沖を震源

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

・これまで災害発生後に情報を集約・提供してきた

NIED-CRS および ISUT-SITE を、平時の警戒段階から閲

覧できるようにし、適用する災害対応フェーズを拡張

した。令和２年度も、発生した災害に的確に対応してお

り、災害対応に貢献するとともに認知度を高めた。

NIED-CRSについて、今後は bosaiXviewとしてのさらな

る飛躍が期待できる。 
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とする地震）において開設し、継続的に運用した。また、新たな取組

として、災害対応機関が ISUT-SITEにアクセスするためのポータルサ

イト「ISUT-SITEポータル」の運用を開始した。これにより、平時の

段階でアクセス URLを共有でき、災害時に災害対応機関が迅速にサイ

トにアクセス可能となった。 

 

・NIED-CRSの Twitterアカウントの運用を災害時や新規コンテンツ追

加時などに積極的に実施し、フォロワー数は昨年度の 2.6倍の約

8,000フォロワーに増加したことで、情報発信力がさらに向上した。 

 

・情報プロダクツの安定供給・品質確保に向け、プロダクツ生成手順

と各プロダクツの設定に必要となる設定値等を整理し、SOP化を進め

た。「令和２年７月豪雨」や「令和３年福島県沖を震源とする地震」

への対応では、SOPに基づき情報プロダクツの生成を実践した。SOP

に加えて、定型業務の抜け漏れ防止を目的に「災害対応チェックリス

ト」を新たに作成し、情報統合班を対象とした訓練や令和３年福島県

沖を震源とする地震への対応、AAR（振り返り）に活用し、定型業務

の内容や災害対応チェックリストのフレーム及び内容に関する課題抽

出、定着化を図った。 

 

・自然災害の発生状況、事態の進行状況、復旧状況、過去の記録・履

歴、将来予測など様々な災害情報を重ね合わせて（Cross:クロス）、

全体を見通して（View:ビュー)、対応を行う情報プロダクツの重要性

を明確化するために、防災科研クライシスレスポンスサイトから防災

クロスビューへ名称を変更し、３月 18日に記者説明会（NIED 

Cafe）を開催した。併せて、防災クロスビューの商標登録申請を行っ

た。 
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・SIP4Dや NIED-CRSを通じ、様々な情報を時空間的に可視化、共有す

ることで、災害対応の意思決定ならびに災害時に被る経済的な損失を

どれだけ減らし、回復をどれだけ早めるかという社会全体のレジリエ

ンス向上にも寄与していることが国際的観点からも高く評価され、ア

メリカ ESRI社より、世界 30万以上の企業や政府機関、自治体、教

育・研究機関の中から先進的かつ革新的な GISの導入および活用によ

ってコミュニティや社会の変革に貢献したと認める団体を表彰する

SAG賞（Special Achievement in GIS Award）を受賞した。 

 

・防災科研機関リポジトリ（NIED-IR）に対し、令和２年度は研究資

料 17件、研究報告７件、主要災害調査 13件と、防災科研ニュース 37

件の合計 74件を登録した。広報・ブランディング推進課と協働によ

る登録は 885件、広報・ブランディング推進課のみによる登録は 65

件、首都圏レジリエンス研究プロジェクトによる登録は９件行われ、

刊行物に係る情報の公開を進めた。その結果、閲覧数は前年度 86,904

回から今年度 216,604回に増加したのをはじめ、ダウンロード数は前

年度 41,036から今年度 81,766回と増加となり、閲覧数は約 2.4倍、

ダウンロード数は 1.9倍となった。（令和３年１月 15日時点） 

 

・災害資料アーカイブの構築を目的として、防災科学技術に関する図

書、災害記録、学術論文、地図、統計等の情報及び資料 4,671点を収

集した。また、今年度は来室無し且つ、同時により多くの利用が出来

るよう電子ブックの購入も開始した。外国雑誌電子ジャーナルについ

ては、所内研究者の要望に基づき、PPV等を利用するなどして経費の

抑制を図りながら購入した（購読タイトル：61誌+１パッケージ）。令

和２年度に発生した災害については、被災地域の地方紙（令和２年７

月豪雨：西日本新聞、熊本日日新聞、信濃毎日新聞、岐阜新聞、人吉

新聞、山形新聞、令和３年福島県沖を震源とする地震：河北新報、岩

手日報、福島民友、福島民報）を収集し、自然災害情報室で供覧し

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

・自然災害情報室として、従来の図書館機能としての対

応を超え、デジタル化、デジタルトランスフォーメーシ

ョンに積極的に着手した。従来の書籍・雑誌等の紙資料

だけでなく、インターネット情報のデジタル情報も対

象としており、存在期間が短い情報のアーカイブに今

後期待ができる。 
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た。また、災害発生時の資料集約を迅速に実施するため、地方紙の購

入を例に SOP化を進め、手順書を作成した。さらに、令和３年で 10

年の節目を迎える東日本大震災（東北地方太平洋沖地震）関連の資料

について情報収集を行い、書籍 50冊、視聴覚資料 15点を購入した。 

 

・「自然災害ハザード・リスク評価に関する研究」と連携し、収取し

た各種情報及び資料のメタデータを蔵書 DBに整理して入力（登録

数：1,919）、所内外に公開した。また、その SOP化を進めるととも

に、保存されている災害・防災資料がより利活用されるよう、製本、

劣化防止対策を取りながら、デジタルデータ化、共有化を行った。 

 

・発生中の災害と類似する既往災害について、令和２年度に発生した

自然災害４例（令和２年７月豪雨、台風 10号、14号、令和２年度の

大雪）に対し整理・発信した。令和２年７月豪雨、令和２年度大雪な

ど被災した地域の現地調査を実施し、被災現場の写真や災害資料の収

集を行った。その過程において、進行中の災害とデジタルデータベー

ス化した既往災害との類似性、データ抽出を検討・試行した。 

 

・収集した情報及び資料は自然災害情報室で供覧し、入室者数は所内

420名、所外 47名、貸出冊数は 596、複写冊数は 179冊であった。ま

た、収集した資料や当室に対する理解を深め、利用者の関心を高める

ことを目的として「新型コロナウイルス感染症の状況下における災害

時避難」「東日本大震災（東北地方太平洋沖地震）から 10年」をテー

マに関連する資料の展示を行い、ブックリストを Webで公開した。 

 

・外国雑誌の提供について、令和２年度は新型コロナウイルス感染症

対策として接触する機会を減らすため、文献の依頼があった場合には

積極的に PPVを利用するなどして非接触（電子データなど）での提供

を優先した（PPV提供 48件）。また、利用促進を図るため電子ジャー
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ナル入手についてのガイダンスをオンラインで実施し、参加者は 24

名であった。 

 

・「関東大震災企画展」「伊勢湾台風 50年特別企画展」「水害地形分類

図」「1964年新潟地震オープンデータサイト」等、自然災害情報室の

Webサイトで紹介している所蔵資料や公開している画像・動画に対

し、所外より問い合わせがあり、１件の成果物の提供を受けた。その

他、テレビ番組・教科書・会議資料・自治体パンフレットに使用した

いなどの問い合わせは年間を通してコンスタントに受けた。 

 

・防災科研研究成果の公開媒体として「研究報告１冊（85号）」「研究

資料 12冊（445号～461号）」「主要災害調査３冊（56号：令和元年８

月前線に伴う大雨、57号：令和元年房総半島台風、58号：令和元年

東日本台風）」を編集・刊行した。また研究成果の普及として前年度

の刊行物を国内外の学術機関、主要災害調査の対象地域の自治体・図

書館等へ発送（1,150機関）、過去の刊行物についても配布希望の求め

に応じ提供した（90冊）。 

 

・自然災害情報室未所蔵資料の求めに応じ、図書館間連携システムで

ある NACSISS-ILLを利用した提供を実施した（52件）。その他の図書

館間連携として、以前より連携をしていた国立国会図書館（以下

NDL）、防災専門図書館、独立行政法人図書館コンソーシアム、図書館

共同キャンペーン「震災記録を図書館に」とデータ連携、資料の寄受

贈、ワークショップや MLでの情報交換を行った。NDLとは文献複写賃

借依頼（２件）に加え、東日本大震災アーカイブ「ひなぎく」とのデ

ータ連携、活用改善アドバイスを行った。 

 

・地域の災害資料集約拠点との連携構築を行い、災害資料の活用と発

信を図った。災害記念碑デジタルアーカイブマップでは、広島大学と
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水害碑データの連携を行ったほか、嬬恋郷土資料館とは共同展示を実

施し、朝日新聞や読売新聞等で取組が紹介された。また防災科研と包

括協定を締結する日本ジオパークネットワーク（JGN）との台風災害

展示連携準備を行い、展示資料の作成を進行した。展示は令和３年４

月より磐梯山噴火記念館にて開始される予定である。 

 

・令和元年度に引き続き、日本全国の大学、関係機関、博物館・図書

館・文書館（MLA）等関連 30機関と連携し、アーカイブ運営に関する

知見を共有・蓄積する情報交換の場として「被災地図書館メーリング

リスト」を運用した。 

 

・図書館総合展 ONLINEでは被災経験の継承が防災力の向上につなが

ることを期して、災害と図書館 2020「災害発生！あなたならどうす

る？」と題し、e-ラーニング動画３編を制作・公開した。開催期間中

の出展 Webページ閲覧数は 1,512回、動画は開催終了後も公開を続

け、３編の再生回数は 1,215回に達した。また、「全国の災害アーカ

イブ実施図書館」パネル展を継続して出展し、36機関分のパネルデー

タを Web公開した。 

 

・東日本大震災から 10年を迎えるにあたり、岩手、宮城、福島の県

立・市立・大学図書館と共同で企画展「10万冊が語りかける東日本大

震災～『震災記録を図書館に』キャンペーン」を開催した。各機関が

これまで収集してきた震災アーカイブの書架実物大ポスター61点を作

成し展示した。開催２日間の来場者は 921名であった。河北新報の紙

面・オンラインニュース(令和３年２月 28日)に記事が掲載された。 

 

・Web上に日々発信される災害関連情報を効率的に集約・整理・保

存・解析・発信するプロセスの SOP化を目指し、新型コロナウイルス

感染症（COVID-19）の感染拡大という状況下で災害が発生した際の避
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難を対象に、中央省庁・都道府県・市区町村・マスメディア・研究機

関等から発信されている情報を集約し、課題・対策・実践事例に分類

した情報データベースを構築した。また、そのデータベースを活用し

て、行政職員や住民などが取組を相互に参照できる Webサイトとして

「COVID-19×災害時避難に関する情報集約サイト β版（i-DESC）」を

構築し、令和２年５月 25日より情報配信を開始した。具体的には、

46都道府県、1222自治体の COVID-19下の災害時避難対応に関する発

信情報を収集し地図上で可視化を行った。また、都道府県・市区町村

に加えて、内閣府や研究機関、ニュースサイト等での COVID-19×災害

時避難に関する情報を１週間ごとに収集・分類・整理してリンク集と

して発信（令和３年３月 31日現在：第 44報）、それらの収集情報の

要点を課題・対策・実践事例に分類したサマリーレポートを作成し、

２週間ごとに発信を行った（令和３年３月 31日現在：第 21版まで公

開）。さらに、当該情報集約サイト内に掲載されていない情報につい

て情報提供フォームを設置することで自治体等からの情報提供（12

件）を得ることができ、また、複数のメディア（11件）で紹介され

た。当該情報集約サイトに関しヒアリングを行った地方自治体から

は、不測の事態において自然災害への対応が求められる状況下で、全

国各地で実施されている取組が参照できる当サイトの有効性を指摘す

るコメントが得られた。一方で、集約した情報データベースを踏まえ

て、ユーザの参考になる有益な取組事例を地域特性等に基づいて推奨

し、情報コンテンツへのアクセシビリティを高めるシステム機能の開

発が必要であることが明らかになった。 
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（４）研究開発の国際的な

展開 

 

○防災科研及び我が国の国

際的な位置づけの向上に向

けた研究の促進が図られて

いるか。 

 

《評価指標》 

・海外の研究機関・国際機

関等との連携による成果 

 

《モニタリング指標》 

・海外の研究機関・国際機

関等との共同研究件数 

・海外からの研修生等の受

入数 

・論文数・口頭発表件数等

（国際）、TOP10%論文数 

 

（４）研究開発の国際的な展開 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

・海外との共同研究等の実施に関して、WOVO、SCEC、WMO等とのデー

タ連携協力を推進する他、雪氷防災に関する研究の協力を進めるた

め、10月に、雪氷防災研究センターとイタリア共和国国際環境モニタ

リングセンター（CIMA）との間で協力協定を締結した。また、令和元

年度で満期を迎えたスイス連邦雪・雪崩研究所（SLF）との協力協定

に関して、積雪モデルや雪氷防災に関する研究協力を今後も継続する

ため、10月に協力協定を再度締結した。さらに、着氷・着雪に関する

研究及び対策技術の開発のための研究コンソーシアムの形成を目的と

する、ノルウェー北極大学が主催する国際着氷研究プロジェクトに参

加し、共同実験の実施に向け、参加研究者間の打ち合わせや情報交換

を行った。 

(４）研究開発の国際的な展開 

 

補助評定：Ａ 

 

<補助評定に至った理由> 

防災科研の目的・業務、中長期目標等に照らし、防災科

研の活動による成果、取組等について諸事情を踏まえ

て総合的に勘案した結果、適正、効果的かつ効率的な業

務運営の下で「研究開発成果の最大化」に向けて顕著な

成果の創出や将来的な成果の創出の期待等が認められ

るため、Ａ評定とする。 

 

（Ａ評定の根拠） 

○「研究開発の国際的な展開」として、新型コロナウイ

ルス感染症の感染が拡大する中、海外の研究機関等と

の連携を推進した以下の実績等は、顕著な成果として

高く評価できる。 

 

 

・海外との共同研究等の実施に関しては、新規に海外の

研究機関や大学と複数年の協力協定や共同研究契約を

結んでおり、中長期的な協力に向けた関係を構築した。 

 

 

 

 

 

 

 

(４）研究開発の国際的な展開 

 

補助評定：Ａ 

 

＜補助評定に至った理由＞ 

以下に示すとおり、国立研究開発法人の目的・

業務、中長期目標等に照らし、法人の活動によ

る成果、取組等について諸事情を踏まえて総

合的に勘案した結果、適正、効果的かつ効率的

な業務運営の下で「研究開発成果の最大化」に

向けて顕著な成果の創出や将来的な成果の創

出の期待等が認められるため。 

 

・海外との共同研究数、海外からの研究生の受

入数ともに目標を上回っていることは、高く

評価できる。 

・SIP第２期の衛星データ活用や、E-ディフェ

ンス関連の国際ワークショップなど、イニシ

アティブをとった国際連携が進んでいるほ

か、地震波解析の技術や津波予測等の分野に

おいて他国への技術移転が進んでいること

は、高く評価できる。 

 

＜今後の課題＞ 

・モニタリング指標について、長期的・組織的

な国際展開の状況を適切に評価できるよう、

組織間の包括協定数等を指標に加えることも

考えられるのではないか。 

・防災科研及び我が国の防災研究レベルは非
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・地震ハザード・リスク評価の国際展開としては、６月と 12月に開

催された GEMの運営委員会に出席し、ハザード・リスクのモデリング

作業に関する技術支援等について議論を行った。10月には、台湾の

TEM、ニュージーランドの GNSサイエンスらと、日本・台湾・ニュー

ジーランドの地震ハザード評価に関する研究交流会を台湾で実施予定

であったが、新型コロナウィルス（COVID-19）の感染拡大を受け、１

年延期することを決定し、オンラインを通じて情報共有を行った。 

 

・11月には、前年度より協力協定を締結している米国テキサス大学オ

ースティン校宇宙研究センターとの間で、協定に基づく活動として、

SIP第２期「国家レジリエンス（防災・減災）の強化」において進め

ている衛星データの防災利用に向けた研究開発を推進するため、オン

ラインで合同ワークショップを開催し、日本側の研究開発状況を共有

すると同時に、さらなる研究開発発展に向けて議論を深めた。 

 

・また、12月に、Ｅ－ディフェンスが協力覚書を締結している米国

Natural Hazards Engineering Research Infrastructure (NHERI)

と、第４回目となる日米国際会議をオンラインで開催し、COVID-19に

係る水際対策の影響で米国側関係者が来日することができない中、動

画配信プラットフォームを通じて実験の様子をライブ配信し、非対面

の状況であっても効果的に会合を実施した。 

 さらに、同月にＥ－ディフェンスが 10層 RC実験に関する国際ワー

クショップをオンラインで開催し、北米・欧州・大洋州・中東・アジ

アの研究者が研究成果を発表し、10層 RC実験に係る今後の協力につ

いて議論をおこなった。 

 ２月には、協力協定を締結している韓国気象庁気象レーダセンター

との間で、オンラインで合同ワークショップを開催し、気象レーダの

利活用について意見交換を行った。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

・令和元年度に協力協定を締結した米国テキサス大学

との間でオンラインを活用して合同ワークショップを

開催し、衛星データの大規模災害時の活用方法等につ

いて議論を行うなど関係をより一層深化させた。 

 

 

 

 

・新型コロナウイルス感染症の感染拡大により国境を

越える往来が制限される中、オンラインツールを活用

して国際ワークショップ等を積極的に開催し、海外と

の研究協力を推進した。 

 

 

 

 

 

 

常に高度で有益性があるがゆえに、更なる国

際交流や論文発表などの情報発信を行うこと

で、日本の防災研究の国際的な認知度を高め

ていくことを期待したい。 

 

＜その他事項＞ 

― 
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・国際シンポジウム等の開催や参加については、９月につくば市にて

オンラインとのハイブリット形式で開催されたつくばグローバル・サ

イエンス・ウィーク（TGSW）2020に参加し、令和元年に開催された筑

波会議 2019において筑波研究学園都市の研究機関が企画したセッシ

ョンのフォローアップを行うために開催されたセッションにて、

COVID-19下における社会の変化を踏まえてパネルディスカッションを

行った。また、10月にオンラインで開催された科学技術と人類の未来

に関する国際フォーラム（STSフォーラム）第 17回年次総会に参加

し、関連行事である気候変動に関する地域の行動（RACC11）にて、

COVID-19下で発生した日本の気象災害とその対応状況について紹介す

るとともに、今後の気候変動下において産官学が連携してどう進むべ

きかについて議論を深めた。 

 

・海外からの人材・視察の受け入れ等に関しては、11月に、日台技術

協力研修として台湾経済部職員らを対象に実施されたオンラインワー

クショップにて、災害時の AI技術活用についての講義を行い、参加

者らと活発な質疑応答を行った。また、例年受け入れを行っている

JICA水災害軽減研修については、COVID-19の影響により、12月から

１月にかけての動画配信による遠隔研修となったことを受け、研修動

画作成に係る資料提供と監修及びメールでの質疑応答対応を行った。 

 

・国際的な研究開発動向や防災に関する国際協力のニーズを踏まえた

対応については、平成 30年度から開始された SATREPS事業「産業集

積地における Area-BCMの構築を通じた地域レジリエンスの強化」プ

ロジェクトにて、対象国のタイ国において水害リスクのある地域の各

主体が協働して地域全体の BCM運用体制を確立・展開することを目指

し、タイのチュラロンコン大学等とともに、事業間相互依存リスクを

考慮したタイ国工業集積地におけるビジネスインパクト分析（BIA）

 

 

 

 

・オンライン国際会議についても事務部門と研究部門

が連携して積極的な発信を行い、国内外へのプレゼン

スを強化した。 
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可視化とツールキットへの反映手法の開発を行った。また３月には令

和２年にクロアチア共和国で発生した大規模地震からのビルドバック

ベター(BBB)を支援する目的で、在クロアチア日本国大使館及びクロ

アチア政府と共催で日本クロアチア BBB連続セミナーをオンライン開

催した。 

 

・新たな連携先の開拓については、アジア工科大学（AIT）と共同研

究契約を締結し、災害情報システムの国際展開のため、SIP4D利活用

システムを用いたプロジェクトにおいて基礎的調査を行った。また、

EURECOM、NECとの三者間で共同研究契約を締結し、地震直後のリアル

タイムの津波浸水予測技術向上を目指し、津波浸水予測を目的とした

エミュレーション技術研究を行った。 

 

・海外展開のための事業としては、新たな試みとして、５月に開催さ

れた JpGU-AGU Joint Meeting 2020 オンライン大会にて、オンライン

ツールを活用してブース展示を行ったほか、12月に同じくオンライン

で開催された米国地球物理学連合（AGU）2020年秋季大会において、

AGUからの依頼を受け、AGUの主会合等で配信することを目的に、当

法人の概要と取組を紹介する動画を制作し、世界中の地球物理学関係

者の当法人に対する国際的な認知、理解の向上を図った。 

 

・ペルー政府が行う避難訓練への協力については、５月に予定されて

いたリマ版シェイクアウト訓練の導入が COVID-19の流行により、見

送りとなった。 

 

・台湾の国家災害防救科技センター(NCDR)との協力については、９月

に、NCDRが主催した国際ワークショップへ参加したほか、令和３年度

に２機関による合同ワークショップを開催するべく、日本学術振興会

が公募する二国間交流事業への応募を積極的に行った。また NCDRが

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

・法人紹介動画の作成や英語版 HPの拡充を行うなど、

国際的なプレゼンスの向上のため、海外への情報発信

を強化した。 
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技術的協力を行う GCTFグローバル協力訓練枠組では国土強靱化が初

めてテーマとなり、３月に開催されたバーチャルワークショップ(オ

ンライン参加 35か国)で林理事長が基調講演を行い、令和３年度活動

へのキックオフとした。 

 

・他方、国内においては、防災、減災に関わる大学・研究拠点及び実

務機関が分野間連携と科学社会連携を進め、科学知に基づく災害に強

い社会の構築を国内外で目指すためのネットワークを支援した。具体

的には、日本学術会議 24期課題別委員会提言の英訳案を作成した。

また防災減災連携研究ハブの活動を支援すべく事務局機能を務めた。 

 

 

（５）人材育成 

 

○防災に携わる人材の養成

や資質の向上に資する取組

が推進されているか。 

 

《評価指標》 

・人材育成のための取組の

成果 

 

《モニタリング指標》 

・研究員・研修生・インタ

ーンシップ等の受入数 

 

 

（５）人材育成 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（５）人材育成 

 

補助評定：Ａ 

 

<補助評定に至った理由> 

防災科研の目的・業務、中長期目標等に照らし、防災科

研の活動による成果、取組等について諸事情を踏まえ

て総合的に勘案した結果、「研究開発成果の最大化」に

向けて顕著な成果の創出や将来的な成果の創出の期待

等が認められるため、Ａ評定とする。 

 

（Ａ評定の根拠） 

○「人材育成」として、つくば地区における防災に関わ

る人材育成に対して、筑波大学をはじめ産学官の連携

協働の枠組みの構築と討議の進展にリーダーシップを

発揮したことなどが契機となり、筑波大学との協働大

学院方式による学位プログラムが開始され、以下の実

績等につながったことは顕著な成果であり、また、今後

の防災科学技術に関わる人材育成を、組織として継続

（５）人材育成 

 

補助評定：Ａ 

 

＜補助評定に至った理由＞ 

以下に示すとおり、国立研究開発法人の目的・

業務、中長期目標等に照らし、法人の活動によ

る成果、取組等について諸事情を踏まえて総

合的に勘案した結果、適正、効果的かつ効率的

な業務運営の下で「研究開発成果の最大化」に

向けて顕著な成果の創出や将来的な成果の創

出の期待等が認められるため。 

 

・社会ニーズが高い「リスク・レジリエンス」

分野において、工学学位プログラムを筑波大

学で令和２年４月に開始するとともに、防災

科研におけるインターンシップによる学生の

受け入れ、職員の学位取得に向けた環境整備

など、幅広く研究者や高度専門職業人を育成
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・連携大学院制度による大学院生を４名受入、研究員・研修生 12

名、JICA研修生 13名、JICE研修生６名を受け入れた。また、インタ

ーンシップ制度により９名を受入れた。 

 

・クロスアポイントメント制度では、大学等から８人を受入れ、研究

者間の共同の推進に努めた。 

 

・レジリエンス社会の実現を目指し、企業、研究機関、大学がそれぞ

れの強みを生かしつつ協働して、これまでにない新たな理論や技術を

開発したり、それらを社会実装する人材を育成したりするために設立

されたレジリエンス研究教育推進コンソーシアム（会長：防災科研林

理事長、事務局：筑波大学）については、筑波大学の教員に加え、防

災科研を始めとする参画機関の研究者等が教員として大学院生の学位

論文指導等を行う協働大学院方式による学位プログラム（筑波大学）

の運営を開始した。先行して令和元年より開始した筑波大学大学院シ

ステム情報工学研究科リスク工学専攻におけるリスク・レジリエンス

工学学位プログラムでは、レジリエンス研究教育推進コンソーシアム

参画機関が講義を行ったほか、インターンシップによる学生の受け入

れを行った。 

 

・教育機関、国、地方公共団体及び NPO法人等を対象として、防災教

育普及及び災害対応時の実務支援のための講師派遣を行った。 

 

・また、平成 30年度から開始したアウトリーチプロジェクト（ベル

マーク教育助成財団及びガールスカウト日本連盟と連携した防災科学

的に進める方向性を示す具体的な取組として高く評価

できる。 

 

 

 

 

 

 

 

 

・筑波大学及び民間企業等で構成される「レジリエンス

研究教育推進コンソーシアム」により実践される協働

大学院方式による人材育成プログラム「リスク・レジリ

エンス工学学位プログラム」を令和２年４月に開始し、

防災科研においては、インターンシップによる学生の

受け入れに加え、防災科研職員が筑波大学の教授とな

り講義を行うとともに、防災科研職員が当プログラム

により業務を行いながら学位を受けることができる環

境を整備し、リスクレジリエンス分野で国際的に活躍

できる研究者・高度専門職業人を育成する体制を構築

した。 

 

 

 

 

 

・アウトリーチプロジェクトのリモート化により、講師

派遣の幅を全国に更に広げたことは、我が国全体の防

災に携わる人材の底上げにつながる取組となった。 

する体制を構築させたことは高く評価でき

る。 

 

＜今後の課題＞ 

― 

 

＜その他事項＞ 

― 
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教室）では、リモートによる講師派遣を実施し、今後の防災教育の更

なる普及につなげた。 

 

・さらに、理事長が主任講師を務める放送大学講座『コミュニティが

つなぐ安全・安心』を４月～７月に開講し、コミュニティの視点から

災害レジリエンスの向上を図った。 

 

 

 

（６）防災行政への貢献 

 

○国、地方公共団体等への

防災に貢献する取組は適切

に行われているか。 

 

《評価指標》 

・国や地方公共団体等との

協力や支援等の取組の成果 

 

《モニタリング指標》 

・災害調査の実施・支援等

の件数 

・国や地方自治体等への情

報提供・協力等の件数 

 

（６）防災行政への貢献 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（６）防災行政への貢献 

 

補助評定：Ｓ 

 

<補助評定に至った理由> 

防災科研の目的・業務、中長期目標等に照らし、防災科

研の活動による成果、取組等について諸事情を踏まえ

て総合的に勘案した結果、適正、効果的かつ効率的な業

務運営の下で「研究開発成果の最大化」に向けて特に顕

著な成果の創出や将来的な特別な成果の創出の期待等

が認められるため、Ｓ評定とする。 

 

（Ｓ評定の根拠） 

○「防災行政への貢献」として、基盤的防災情報流通ネ

ットワーク（SIP4D）を活用して現地での情報収集・集

約及び情報共有を行い防災行政に貢献した以下の実績

等は、特に顕著な成果として高く評価できる。 

 

・SIP4D と連接するシステムが順調に拡張してきてお

り、SIP4Dは国会において内閣総理大臣への質問を含め

５回質問が出され、内閣官房「データ戦略タスクフォー

ス」、内閣府「デジタル・防災技術ワーキンググループ」

（６）防災行政への貢献 

 

補助評定：Ｓ 

 

＜補助評定に至った理由＞ 

以下に示すとおり、国立研究開発法人の目的・

業務、中長期目標等に照らし、法人の活動によ

る成果、取組等について諸事情を踏まえて総

合的に勘案した結果、適正、効果的かつ効率的

な業務運営の下で「研究開発成果の最大化」に

向けて特に顕著な成果の創出や将来的な特別

な成果の創出の期待等が認められるため。 

 

・令和２年、３年にかけ発災した各種豪雨時や

地震時において、SIP4Dを活用して幅広い情報

収集や集約を行い、防災行政に大きく貢献し

たとともに、SIP4Dと連結するシステムも拡張

し、社会実装という観点からも順調に推移し

ているほか、関係省庁等においても、SIP4Dが

国の防災情報共有の先駆的取組であると認知

されており、今後の更なる活用が期待されて

いることは、特に顕著な成果として高く評価
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・防災科研は、内閣府が防災基本計画を修正し令和元年度に本格運用

を開始した災害時情報集約支援チーム（ISUT）の一員として、大規模

災害時における状況認識の統一に資するよう、基盤的防災情報流通ネ

ットワーク（SIP4D）および ISUT-SITEを運用し、現地における情報

収集・集約及び情報共有を行った。 

 

 

 

・令和２年７月豪雨における防災科研の対応として、ISUTの一員とし

て熊本県庁と鹿児島県庁に職員を派遣し、35日間で延べ 415名（現地

派遣 177名）による情報支援活動を行った。現地では、ISUT-SITEに

て共有した災害情報を災害対応組織自らが活用するシーンや、関係省

庁会議などの各種対策会議での活用シーンが見られるなど、共有した

情報の活用が確認された。また、熊本県で発生した孤立集落の問題に

対して、県、実動機関、電力・通信事業者が一体となって孤立集落解

消に向けた対応が実施される中、ISUTは各孤立集落の状況や道路状況

などの複数組織から得られる情報の集約・更新、共通状況図作成を行

い迅速な対応に貢献した。 

 

・令和３年福島県沖を震源とする地震における防災科研の対応とし

て、ISUTの一員として福島県等に職員を派遣し、３日間で延べ 27名

（現地派遣２名）による情報支援活動を行った。 

 

・上記のような自然災害が発生したことに伴い、37件の災害調査の実

施・支援等を行った。それら調査結果を関係機関への資料提出や現地

等の政府のプロジェクトにおいて、SIP4Dが国の防災情

報共有の先駆的取組であると認知され、政府内でもそ

の社会実装に向けた期待がさらに高まった。 

 

・過年度より引き続き、SIP4D、NIED-CRS、ISUT-SITEが

実災害時に稼働し、各地域、各組織の災害対応に大きく

貢献した。現場においては、これまで ISUTがサイトを

操作し情報を説明する形が主であったが、令和２年度

は災害対応機関自らが直接活用するシーンが多々見ら

れ、情報共有・利活用に関する有用性の認知が拡大して

いる。 

 

・令和２年７月豪雨時・令和３年２月の福島県沖地震時

には、内閣府との官民チーム「災害時情報集約支援チー

ム（ISUT）」の一員として情報共有支援活動を行った。

SIP4Dで流通する情報を可視化した ISUT-SITEは、現地

の災害対策本部で共通ビューアとして使用され、さら

に各組織自らが操作するところまで浸透するなど、防

災行政に貢献した。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

できる。 

・内閣府との官民チーム「災害時情報集約支援

チーム（ISUT）」の一員として情報共有支援活

動を行い、SIP4Dで流通する情報を可視化した

ISUT-SITEが、現地の災害対策本部で共通ビュ

ーアとして使用され、各組織自らが操作する

ところまで浸透するなど、防災行政に貢献し

ていることは、特に顕著な成果として高く評

価できる。 

 

＜今後の課題＞ 

・SIP4Dの活用により、災害対応のどの部分が

効率化したのか、明確になる客観的指標を検

討することを期待したい。 

 

＜その他事項＞ 

― 
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対策本部等へ提供しただけではなく、一般に対してウェブサイトを公

開した。 

 

・災害関連情報を集約した Webサイト「防災科研クライシスレスポン

スサイト（NIED-CRS）」では、気象災害版および雪氷災害版 NIED-CRS

を開設し一般に公開した。これにより、発災前から警戒を要する自然

災害について、警戒段階から情報プロダクツを参照・確認が行えるよ

うになった。また、災害発生後の情報集約・発信においては、令和２

年７月豪雨と令和３年福島県沖を震源とする地震において発災直後か

ら NIED-CRSを公開し、災害に関する情報発信を継続的に行った。 

 

・国等の委員会への情報提供については、地震調査研究推進本部、南

海トラフ沿いの地震に関する評価検討会・地震防災対策強化地域判定

会（南海トラフ評価検討会）、地震予知連絡会、火山噴火予知連絡会

等に数多くの提供を行った。 

 

・低周波微動等のスロー地震モニタリングの成果を南海トラフ沿いの

地震に関する検討会等に毎月提出した。12月頃から活動が活発化した

際には、解析資料を追加するなどの対応を行った。 

 

 

・令和３年２月 13日 23時 07分に発生した福島県沖の地震に対応し

て翌日に開催された地震調査委員会臨時会において、地震解析の結果

を報告した。 

 

・令和３年３月 20日 18時 09分に発生した宮城県沖の地震に対応し

て翌々日に開催された地震調査委員会臨時会において、地震解析の結

果を報告した。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

・南海トラフ評価検討会での評価の重要な役割として、

周波微動等のスロー地震モニタリング成果が、当該検

討会の報道発表資料として毎月採用されるようになっ

た。 

 

・令和３年２月の福島沖の地震や令和３年３月の宮城

県沖の地震の際には、地震解析の成果が地震調査委員

会臨時会の地震の評価に取り入れられた。 
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４．その他参考情報 

予算額と決算額に 10％以上の乖離がある主因は、補助事業の繰り越しのためである。 
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２－１－４－１ 国立研究開発法人防災科学技術研究所 年度評価 項目別評価調書（研究開発成果の最大化その他業務の質の向上に関する事項） 

 

１．当事務及び事業に関する基本情報 

Ⅰ―２ 防災科学技術に関する基礎研究及び基盤的研究開発の推進 

関連する政策・施策 政策目標９ 未来社会に向けた価値創出の取組と経済・社会的課題へ

の対応 

施策目標９－２ 環境・エネルギーに関する課題への対応 

施策目標９－４ 安全・安心の確保に関する課題への対応 

当該事業実施に係る根拠（個別

法条文など） 

国立研究開発法人防災科学技術研究所法第 15条 

当該項目の重要度、難易

度 

 関連する研究開発評価、政策評

価・行政事業レビュー 

令和３年度行政事業レビューシート番号 0256 0272 0273 新 21-0009 

 

 

２．主要な経年データ 

 ①主な参考指標情報  ②主要なインプット情報（財務情報及び人員に関する情報） 

  基 準 値

等 

平成 28

年度 

平成 29

年度 

平成 30

年度 

令 和 元

年度 

令 和 ２

年度 

令和３

年度 

令 和

４ 年

度 

 平成 28 年

度 

平成 29 年

度 

平成 30 年

度 

令和元年度 令和２年度 令 和

３ 年

度 

令 和

４ 年

度 

 

論 文 数

（編） 

― 126編 140編 134編 138編 52編 ― ― 予算額（千円） 2,856,420 2,735,359 2,738,628 4,459,580 4,538,142 ― ― 

学会等で

の口頭発

表数（件） 

― 709件 679件 691件 640件 173件 ― ― 決算額（千円） 3,200,454 3,492,203 3,700,397 5,165,655 4,347,146 ― ― 

― ― ― ― ― ― ― ― ― 経常費用（千

円） 

3,669,471 2,743,285 4,204,347 5,388,355 4,582,570 ― ― 

― ― ― ― ― ― ― ― ― 経常利益（千

円） 

353,203 △77,449 123,299 △171,261 △142,591 ― ― 

― ― ― ― ― ― ― ― ― 行 政 コ ス ト

（千円） 

― ― ― 6,063,107 4,620,320 ― ― 

― ― ― ― ― ― ― ― ― 行政サービス 1,460,510 2,398,269 2,090,528 ― ― ― ― 
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実 施 コ ス ト

（千円） 

― ― ― ― ― ― ― ― ― 従 事 人 員 数

（人） 

106.2人 76.3人 83人 89.1人 81.9人 ― ― 

 

３．中長期目標、中長期計画、年度計画、主な評価軸、業務実績等、年度評価に係る自己評価及び主務大臣による評価 

 中長期目標、中長期計画、年度計画 

主な評価指標等 
法人の業務実績等・自己評価 

主務大臣による評価 
主な業務実績等 自己評価 

２．防災科学技術に関する基

礎研究及び基盤的研究開発

の推進 

 

○研究開発成果を最大化す

るための研究開発マネジメ

ントは適切に図られている

か。 

 

《評価指標》 

・理事長のリーダーシップが

発揮されるマネジメント体

制の構築・運用状況 

 

２．防災科学技術に関する基礎研究及び基盤的研究開発の推進 

 

 

 

 

 

 

・理事長のリーダーシップの下、「研究開発成果の最大化」に向けた研

究開発能力及び経営管理能力の強化を図るため、理事長が職員一人一

人と意見交換をする場など、様々な機会を設けて研究者から話を聞い

ている。 

 

・また、各種事業の推進に向けた検討においては、理事長が担当者とヒ

アリングを実施し、翌年度の予算配分を検討するなど適切なマネジメ

ントを行っている。 

 

 

 

２．防災科学技術に関する基礎研究及び基盤的研究開

発の推進 

 

＜自己評価＞ 

評定：Ａ 

 

<評定に至った理由> 

防災科研の目的・業務、中長期目標等に照らし、防災科

研の活動による成果、取組等について諸事情を踏まえ

て総合的に勘案した結果、適正、効果的かつ効率的な業

務運営の下で「研究開発成果の最大化」に向けて顕著な

成果の創出や将来的な成果の創出の期待等が認められ

るため、評定をＡとする。 

 

（Ａ評定の根拠） 

○「災害をリアルタイムで観測・予測するための研究開

発の推進」として、観測・予測データの実用化や利活用

を促進するとともに新たな制度を創出する研究成果を

出した以下の実績等は、顕著な成果として高く評価で

評定 Ａ 

＜評定に至った理由＞ 

以下に示すとおり、国立研究開発法人の目的・

業務、中長期目標等に照らし、法人の活動によ

る成果、取組等について諸事情を踏まえて総

合的に勘案した結果、適正、効果的かつ効率的

な業務運営の下で「研究開発成果の最大化」に

向けて顕著な成果の創出や将来的な成果の創

出の期待等が認められるため。 

 

・「災害をリアルタイムで観測・予測するため

の研究開発の推進」として、観測・予測データ

の実用化や利活用を促進するとともに新たな

制度を創出する研究成果を創出した実績等

は、高く評価できる。 

 

＜今後の課題＞ 

― 

＜その他事項＞ 
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きる。 

・地震動即時予測を行う「揺れ」から「揺れ」による予

測システムに対し S-net データを利用可能とする高度

化を行った。また、これまで画像データのみでの提供で

あった「強震モニタ」に GIS型式の出力に対応した API

を追加し、地理空間情報システムでの利用を可能にし

た。AI 技術を用いた地震動予測技術の高度化として、

「揺れ」から「揺れ」を直接予測する AI技術のフィー

ジビリティスタディを開始した。緊急地震速報に実装

可能な迅速性と確度を持つ新開発した長周期地震動の

予測手法は、気象庁の予報業務許可制度に採用された。 

・津波予測システムプロトタイプのリアルタイムデー

タを用いた連続稼働による安定性の検証及び予測技術

の高度化を実施し、多様な地震による津波に対し複数

のアプローチによる実用的な津波予測情報の生成に向

けた研究開発を進展させた。海底水圧データに含まれ

る津波・地殻変動成分と地震動成分を分離する新手法

を開発し、震源域直上の水圧データの更なる活用の可

能性を提示した。津波予測システム構築で整備・蓄積し

たデータ及びソフトウェアの公開を開始し、研究成果

の還元を進展させた。 

・MOWLAS データを用いて構築した地震カタログによ

り、地殻内地震の発生頻度が低い地域における地震発

生層下限を客観的に評価する新たな手法の開発や大地

震後の内陸地震活動活発化を説明するモデルの提案を

行うなど、地震発生の長期評価の高度化に繋がる新た

な知見を得た。様々なデータベースを可視化する地震

活動総合モニタリングシステムのプロトタイプの機能

を強化した。 

― 
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・歴史的に起こっていないシナリオを含め、南海トラフ

で発生しうる 10の多様な巨大地震発生シナリオを、エ

ネルギー理論に基づき作成した。このシナリオは、新し

い長期評価技術として注目され、災害の軽減に貢献す

るための地震火山観測研究計画でも大きく取り上げら

れた。 

・次世代火山研究推進事業において、火山観測データ一

元化共有システム（JVDN システム）のデータを活用す

ることにより、噴火微動の可視化や地震波速度構造の

異常度のオンライン処理などの新たな情報プロダクツ

が創出された。 

・霧島山新燃岳における火山灰分析や硫黄島の噴出分

析から、噴火様式を判断するための定量的な指標が求

められるとともに、火砕流などの火山ハザード評価の

ためのシステム開発において顕著な進捗があった。 

 

○「社会基盤の強靱性の向上を目指した研究開発の推

進」として、大規模実験施設及び研究成果が着実に利活

用され国内外における社会基盤の強靭性の向上に寄与

した以下の実績等は、顕著な成果として高く評価でき

る。 

・日本建築学会の刊行図書「鉄筋コンクリート構造保有

水平体力計算規準・同解説」に、Ｅ－ディフェンス 10

層鉄筋コンクリート（RC）実験で提案した柱・梁接合部

の設計事例と性能が掲載された。 

・日本建築学会の刊行図書「建築物の振動と減衰」に、

Ｅ－ディフェンスで実施した複数の鉄筋コンクリート

建物と鉄骨建物の実験で得られた減衰特性等の定量的

な解析結果が掲載された。 
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・建築現場で使われる性能設計へ展開するための技術

基準解説書への掲載を目的とし、国の建築基準の整備

促進事業の一環として、実大の５層鉄筋コンクリート

建物の共同実験を実施した。学術研究の展開として、こ

のデータに基づき、令和３年度の日本建築学会大会の

梗概集へ 34報の報告が投稿された。 

 

○「災害リスクの低減に向けた基盤的研究開発の推進」

として、基盤的研究開発を推進するとともに社会実装

に向けた積極的な取組を進めた以下の実績等は、顕著

な成果として高く評価できる。 

・SIPと連携して、これまで関東をフィールドとして開

発されてきた観測・予測技術が九州地域にも展開され、

10 分毎に２時間先までの３時間積算雨量を予測するシ

ステムが構築された。九州地域９自治体で線状降水帯

予測情報の実証実験を行い、令和２年７月豪雨におい

て予測情報の有用性を確認した。 

・屋根雪下ろし関連事故の防止につながる「雪おろシグ

ナル」の対象地域について、地方公共団体の要望・連携

により既存の４県（新潟県、山形県、富山県、秋田県）

から長野県、福井県に拡大展開した。 

・レーダー情報やシミュレーション技術を応用して新

たな雪氷災害情報プロダクツ（雪崩危険度の短時間予

測、スキー場の雪崩危険度情報、最適除雪ルート等）の

創出を推進した。 

・雪氷災害ハザード・リスク情報の統合化を推進し、新

たな GIS雪氷情報提供システムを構築した。 

・地震・津波を統合したハザード・リスク情報ステーシ

ョンの開発に向けた基盤の構築が進み、南海トラフ地
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震及び日本海溝沿いの地震について多様性、不確実性

を考慮したモデルの改良を行い、これらの改良を取り

入れた 2020年起点の地震動予測地図を作成し、地震調

査研究推進本部から公表された。 

・マルチハザードリスク評価に向けた活動を継続し、関

東地域を対象とした規模・頻度の異なる複数の地震シ

ナリオに対する強震動・長周期地震動・津波のシミュレ

ーションにより、液状化・地すべり等の地震複合災害の

統合的評価に向けた検討に着手した。 

・リアルタイム地震被害推定情報（J-RISQ）の社会実装

に向け、ハザード・リスク実験コンソーシアムと協働で

31 機関を対象とした実験配信を実施し、システムに関

連する記事が朝日新聞、読売新聞に掲載された。 

・SIPと連携して、SIP4Dで流通する自然動態情報と社

会動態情報を時空間演算で統合解析する災害動態解析

モデルを開発し、令和元年東日本台風における洪水発

生検知を事例に実証した。開発したモデルはテンプレ

ート化し、今後の洪水発生時にリアルタイムで稼働す

るようシステムに実装した。 

・令和２年７月豪雨の災害対応現場と協働し、単純な重

畳表示では表せない複数要素の統合可視化技術を開発

し現場で実証した。また、降雨予測やリアルタイムリス

ク評価等を活用し、部隊派遣等を、先手を打って意思決

定するための統合可視化技術を開発し、今後の豪雨発

生時にリアルタイムで稼働するようシステムに実装し

た。 

・防災科研の資産であるハザード情報・リスク情報を活

用したサービスプラットフォームを、防災の現場で活

用する流れと防災の現場で得た情報又はサービスに対
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するニーズをサービス開発にフィードバックする互酬

的な研究開発プロセスを、特に長岡市・尼崎市において

実現し、それぞれの地域における防災対策の推進と

YOU@RISK をはじめとするサービスの機能向上を実現す

るなど、防災科研における災害過程科学の構築に向け

た研究としての研究開発モデルを確立した。 

 

 

（１）災害をリアルタイム

で観測・予測するための研

究開発の推進 

 

○安全・安心な社会の実現

に向けて、国の施策や計画

等において国が取り組むべ

き課題の解決につながる研

究開発が推進されている

か。 

 

《評価指標》 

・地震・津波の観測・予測

研究開発の成果 

・成果の社会実装に向けた

取組の進捗 

 

《モニタリング指標》 

・論文数・口頭発表件数等 

（１）災害をリアルタイムで観測・予測するための研究開発の推進 （１）災害をリアルタイムで観測・予測するための研究

開発の推進 

 

補助評定：Ａ 

 

<補助評定に至った理由> 

防災科研の目的・業務、中長期目標等に照らし、防災科

研の活動による成果、取組等について諸事情を踏まえ

て総合的に勘案した結果、適正、効果的かつ効率的な業

務運営の下で「研究開発成果の最大化」に向けて顕著な

成果の創出や将来的な成果の創出の期待等が認められ

るため、Ａ評定とする。 

 

（Ａ評定の根拠） 

○「災害をリアルタイムで観測・予測するための研究開

発の推進」として、観測・予測データの実用化や利活用

を促進するとともに新たな制度を創出する研究成果を

出した以下の実績等は、顕著な成果として高く評価で

きる。 

 

（１）災害をリアルタイムで観測・予測するた

めの研究開発の推進 

 

補助評定：Ａ 

 

＜補助評定に至った理由＞ 

以下に示すとおり、国立研究開発法人の目的・

業務、中長期目標等に照らし、法人の活動によ

る成果、取組等について諸事情を踏まえて総

合的に勘案した結果、適正、効果的かつ効率的

な業務運営の下で「研究開発成果の最大化」に

向けて顕著な成果の創出や将来的な成果の創

出の期待等が認められるため。 
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 ①地震・津波予測技術の戦略的高度化研究 

 

●即時地震動予測技術及び地震被害推定技術の開発 

・迅速かつ確実な地震動の「揺れ」から「揺れ」の即時予測及び余震

活動予測を実現するシステムの開発を行うため、強震動リアルタイム

補間システムの構築や巨大地震 CMT解析システムの構築を行うととも

に、プロトタイプを構築した強震モニタ API及び長周期地震動予測シ

ステムの実証試験を進め、実用システムの構築に着手した。強震動リ

アルタイム補間システムを用いて、全国１kmメッシュ、１秒毎に即時

予測を実時間で行うため並列処理による高速化を実現した。また、強

震動リアルタイム補間システムで S-netデータを統合的に利用するこ

とを可能とし、令和３年２月 13日福島県沖の地震(M7.3)時のデータ

による検証の結果、陸域の地震動をより速く推定できることを確認し

た。加えて、海底地震計の姿勢補正を自動的に行うアルゴリズムを構

築した。 

 

・緊急地震速報が対応していなかった長周期地震動の即時予測を可能

にするために、MOWLASによる大量の強震データや J-SHISによる全国

の地盤構造モデルを用いた予測手法を新たに開発した。これにより、

震度に対する緊急地震速報と同様の迅速性で、かつ日本全国どこでも

約１kmメッシュの分解能での予測を可能にした。この手法を用いた長

周期地震動階級に対する予測情報は気象庁と共同で実施した実証実験

で民間企業等に活用され、さらに実証実験において必要性が認められ

たより詳細な周期別階級の予測に対応できるように手法を拡張し、令

和２年９月に開始した長周期地震動の予報業務許可制度においてこの

予測手法が採用された。 

 

 

 

①地震・津波予測技術の戦略的高度化研究 

 

 

・「揺れ」から「揺れ」の予測による地震動の即時予測

や余震活動予測を行うシステムのプロトタイプが着実

に開発され、実用システムの構築を開始した。 

 

・地震動即時予測を行う「揺れ」から「揺れ」による予

測システムに対し S-net データを利用可能とする高度

化を行った。 

 

・これまで画像データのみでの提供であった「強震モニ

タ」に GIS 型式の出力に対応した API を追加し、地理

空間情報システムでの利用を可能にした。 

 

 

・長周期地震動に関する即時予測情報の社会実装を目

的として、MOWLASの大量の観測データや J-SHISの地盤

構造モデルに基づき、日本全国を対象に確度の高い即

時予測手法を新たに開発し、長周期地震動による被害

軽減に向けて社会に大きく貢献した。特に開発した予

測手法は令和２年度に開始した長周期地震動の予報業

務許可制度に採用されただけでなく、それに先立ち実

施した実証実験での利用者からの要望等に答える形で

対象を長周期地震動階級だけではなくより詳細な周期

別階級への拡張までに至っている。技術的な手法開発

に加えて、社会のニーズを取り込み、改良を加えてきた

ことで、長周期地震動に関する即時予測情報という新

たな情報が、スムーズに社会に実装されるための先鞭

①地震・津波予測技術の戦略的高度化研究 

 

 

＜補助評定に至った理由＞ 

・海底水圧データに含まれる津波・地殻変動成

分と地震動成分を分離する新たな手法を開発

したとともに、津波予測システム構築で整備・

蓄積したデータとソフトウェアの公開を開始

し、研究成果の還元を進展させたことは高く

評価できる。 

・S-netの本格的な稼働により、揺れから揺れ

を予測するシステムや、津波予測技術の開発

が進んでいるほか、継続的な基盤的観測の実

施を通じて、Hi-net のデータ蓄積による地震

発生層の下限を推定するなどの成果が生まれ

ており、高く評価できる。 

 

＜今後の課題＞ 

― 

＜その他事項＞ 

― 
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・地震動の強さをより精度よく予測することを目的に、AIが持つ予測

の柔軟性と従来から使われてきた物理モデルに基づく地震動予測式が

持つ稀な事象を予測する際の安定性といった、双方の長所を組み合わ

せたハイブリッド手法を開発し、その研究成果を Scientific Reports

で発表した。多様な情報プロダクツとの連携を加速するため、地震動

に関するリアルタイムの観測や予測情報の GIS型式への拡張を進め

た。 

 

・強震動即時予測を高度化するため、多軸観測による誤り訂正機能を

持つ新たな観測機器の試作を行った 

 

・大地震による強震動及び津波生成メカニズムの解明の基礎とするた

め、2021年２月 13日福島県沖の地震について震源過程解析を行い、

地震調査委員会や地震予知連絡会において報告を行うとともに、ネッ

トワークセンターの Webサイトを通じて情報の発信を行った。令和３

年３月 20日宮城県沖の地震の震源過程解析も地震調査委員会に報告

を行うとともに Webサイトを通じて情報発信を行った。 

 

●海底観測網データを用いた津波予測技術の開発 

・津波予測システムプロトタイプは、多様な地震による津波に対して

複数のアプローチで予測を実現するため、津波シナリオバンクから

Multi-index法シナリオ検索に基づき予測を行う津波遡上即時予測シ

ステム、海底水圧データを用いた津波波源逆解析とそれに基づく津波

概観予測計算を実現する津波波源自動解析システム（Marlin）、津波

の成長収束予測のための面的津波波動場を計算する津波データ同化シ

ステム、日本周辺および環太平洋で発生した地震による日本沿岸への

津波の影響を迅速に評価する津波伝播自動計算システム（NBシステ

をつけた。 

 

・AI 活用による地震動ビッグデータ解析及び物理モデ

ルに基づく地震動予測式を組み合わせたハイブリッド

手法を開発したことは、強震動即時予測への最新の情

報科学の知見の導入に大きく貢献した。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

・４つのシステムから構成される津波予測システムプ

ロトタイプを、リアルタイムデータを用いて連続的に

稼働させることにより、システムの安定性やイベント

発生時の情報の検証を実施し、実用システムの構築へ

と確実に進捗させた。また、これらの予測システムの情

報をまとめて表示する津波予測情報統合可視化 Web の

拡充を進めた。 
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ム）で構成される。津波遡上即時予測システムおよび Marlinについ

ては、長期間のプロセスの安定的な稼働を確認すると共に、令和３年

２月 13日福島県沖の地震、令和３年３月 20日宮城県沖の地震や中規

模地震での挙動、及び海底観測網システムのメンテナンスと障害発生

時の挙動を検証した。津波データ同化システムの検証稼働では、水圧

計障害に伴う計算の発散等に対応するため異常データの混入時に安定

的に計算を継続するための改修を実施した。NBシステムの正常性を自

動監視する仕組みを構築することで、NBシステムにより年間で 100地

震以上に対する迅速な津波の自動予測を実現した。これらの予測シス

テムの情報を一元的に表示、比較を可能とする津波予測情報統合可視

化 Webについて、新たに S-netデータを用いた津波浸水予測システム

の情報表示を可能とする拡充を行った。 

 

・南海トラフ地域に対する予測情報表示の検証を実施し、津波到達時

刻の地図上での効果的な可視化方法を検討してシステム実装すると共

に、様々な予測情報表示レイヤーの操作性の向上を図った。予測技術

や予測精度の検証を進め、Marlinに実装している地震波に基づく初期

モデルからの修正量を海底水圧データで求める差分インバージョンの

アルゴリズムを物理的要請に基づいて改良し、誤差の低減を実現し

た。Multi-index法を用いた津波遡上即時予測技術については、東北

地方太平洋沖地震に対して提案された多数の模擬データを用いること

により、Multi-index法で選別するシナリオ群から予測情報を生成す

る手法を広い視点で検討した。また、巨大地震発生メカニズム研究が

提案する南海トラフ巨大地震の 10シナリオを用いた津波予測技術評

価に向けた検討に着手した。さらに津波、地殻変動、地震動が混在す

る水圧記録から地震動成分のみを分離する手法を考案して、東北地方

太平洋沖地震の観測記録に適用して有効性を確認し、震源直上の水圧

計記録の津波予測への更なる活用への道を開いた。成果の活用を進め

るために、千葉県九十九里と外房地域を対象とした津波シナリオバン

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

・海底水圧データに含まれる津波・地殻変動成分と地震

動成分を分離する新手法を開発し、震源域直上の水圧

データの更なる活用の可能性を提示した。 

 

・成果公開サイトへのデータやプログラムの追加、

SIP4D や土木学会等との連携による継続的な情報発信

とコンテンツの充実化により成果の活用が着実に進捗

した。 

 

 

 

 

 

 

 

 



62 

 

クのデータと津波シミュレータ（TNS）のプログラムを公開した。こ

の津波シナリオバンクについては避難シミュレーションや機械学習の

新たなアルゴリズム開発などの共同研究での活用も進展した。WebAPI

による津波遡上即時予測システム情報配信について SIP4Dと連携した

高度化を進めた。土木学会と連携した津波防災研究ポータルサイトに

よる継続的な情報発信とコンテンツの充実化を行った。 

 

●地震発生の長期評価の高度化技術の開発 

・地殻活動総合モニタリングシステム構築の一環として、陸海の観測

網のデータを用いた震源決定処理技術の高度化を行った。海溝型巨大

地震発生との関連が指摘されているスロー地震活動のモニタリングに

関して、S-netデータを用いた日本海溝沿いの低周波微動検知の自動

処理化に着手した。日本海溝沿いで発生する低周波微動活動も、西南

日本の深部低周波微動同様、ほぼ同じ場所で繰り返し発生し、巨大地

震の破壊域と棲み分けていること、海溝軸に沿って活動度が変化する

ことを示した。このことから、プレート境界の摩擦特性が非一様であ

ることを証明するとともに、海溝型巨大地震の震源域想定に低周波微

動が活用出来る可能性が高いことを示した。また、想定震源域におけ

る地震活動の的確な把握やその評価につなげるため、南海トラフ周辺

地域を対象に、三次元地震波速度構造を用いたセントロイド・モーメ

ントテンソル解析を自動的に実施するためのシステム開発を行った。

構築した微小地震カタログと平成 23年東北地方太平洋沖地震によっ

て東北日本や中部日本の内陸域にもたらされた剪断ひずみエネルギー

変化を比較、検討した結果、剪断ひずみエネルギー増加がみられた地

域と地震活動が活発化した地域とがよい相関を示すことが明らかにな

った。この結果は、将来発生が想定される海溝型巨大地震の震源モデ

ルから、内陸部で地震活動が活発化する可能性が高い地域を予め推定

出来る可能性があることを意味する。三次元速度構造を用いて再決定

した震源情報と地殻熱流量の比較から両者に有意な関係があることを

 

 

 

 

 

 

 

 

・多様な地震活動等の可視化により地殻活動の現況を

容易に把握できる地殻活動総合モニタリングシステム

を拡充するとともに、得られた情報を臨時及び定期的

に国の地震調査委員会等の各種委員会へ資料提供し、

地震活動評価に大きく貢献した。 

 

・スロー地震活動のモニタリング技術高度化を進め、微

動の活動域が巨大地震の破壊域と棲み分けていること

を示した。 

 

・海溝型大地震発生と強く関連すると考えられるスロ

ー地震の発生メカニズム解明のため、スロースリップ

の包括的なモデリングを進め、日向灘や紀伊半島等の

長期的スロースリップイベントの発生と地域的な特徴

の違いを計算機上で再現した。 

 

・MOWLAS データを用いて構築した地震カタログによ

り、地殻内地震の発生頻度が低い地域における地震発

生層下限を客観的に評価する新たな手法の開発や大地

震後の内陸地震活動活発化を説明するモデルの提案を

行うなど、地震発生の長期評価の高度化に繋がる新た
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見出し、地殻内地震の発生頻度が低い地域における地震発生層下限を

客観的に評価する新たな手法の提案につなげた。遠地地震波形データ

解析から四国西部下に沈み込むフィリピン海プレートの物性の変化を

検出し、深部低周波微動発生域では、沈み込むプレートからの脱水に

より、マントルウェッジが蛇紋岩化している可能性が高いことを示し

た。この成果は、南海トラフ巨大地震の震源域（強震動生成域）評価

の指標となる。計算機上において、巨大地震震源域の深部側で繰り返

し発生するスロースリップイベント（SSE）に加え、日向灘北部・南

部を震源域とする長期的 SSEおよび日向灘から足摺沖で発生する SSE

の再現に成功した。上記モニタリング成果ならびに得られたデータベ

ースは、随時、インターネットを介して一般に公開するとともに、地

震調査委員会や南海トラフ沿いの地震に関する評価検討会等に資料と

して適宜情報提供を行った。 

 

●巨大地震発生メカニズム研究 

・昨年度までに作成した南海トラフ巨大地震を引き起こす応力蓄積の

状況を示す応力分布モデルをもとに、歴史的に確認されていない破壊

様式の巨大地震も含めた多様な破壊シナリオを作成する手法を開発

し、今後起こりうる破壊シナリオを作成した。さらに、これらの破壊

シナリオの中から、発生可能性の高いシナリオを抽出するため、経験

的摩擦則とエネルギー保存則を利用した基本手法の開発を開始した。

また、本シナリオを用いた他分野の研究との連携を開始した。海洋地

殻の構成岩石である変斑レイ岩の摩擦特性のスケール依存性を確認す

るため、防災科研が所有する大型振動台を利用して低～中速域のすべ

り速度でメートルスケールのガウジ摩擦実験を実施し、速度−状態依

存摩擦構成則のパラメータを推定した。弾性波測定点を増強した４m

長岩石試料を用いた摩擦実験を実施し、詳細な弾性波データを取得

し、発生した AEイベントの解析を開始した。大規模なスケール依存

性を確認するため、Ｅ－ディフェンス施設を利用した超大型岩石摩擦

な知見を得た。様々なデータベースを可視化する地震

活動総合モニタリングシステムのプロトタイプの機能

を強化した。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

・南海トラフ大地震の発生シナリオ研究においては、エ

ネルギーバランスに基づくシナリオ作成手法の開発に

成功した。この手法により、物理的観点からの南海トラ

フ大地震発生の様々なシナリオの提示が可能となり、

これらのシナリオを用いた他分野の研究との連携が開

始された。また、このシナリオは、新しい長期評価技術

として注目され、災害の軽減に貢献するための地震火

山観測研究計画でも大きく取り上げられた。 

 

・大型摩擦実験データを用いた研究により、地震の準備

過程に関する研究への発展も実現された。大型岩石実

験において、断層中の摩耗物質の断層摩擦への影響も

評価された。大型摩擦実験に基づく摩擦法則構築に必

要な研究は着実に進展している。超大型岩石摩擦試験
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試験機の詳細仕様を検討し、試験機の製作にとりかかった。内陸の大

地震発生シナリオ作成に向け、歪みエネルギー蓄積と地震発生プロセ

スとの因果関係を理論的・実践的に調査した。地震発生によって地殻

から失われる歪みエネルギーの基礎理論をより一般的で複雑な断層運

動の場合へと拡張した。また、熊本地震に関して衛星測位データ・地

震波形記録データを統合解析し、熊本地震の活動を再現するために最

低限必要となる応力値を明らかにした。さらに、熊本地震の余震活動

が歪みエネルギーの増加域で活発化していることを明らかにした。世

界で発生した大地震の有限断層震源モデルと点震源モデルをもちい

て、２つの断層破壊エネルギーを推定し、これらの差から、大地震を

引き起こす断層の絶対せん断応力の下限値を推定できる可能性がある

ことを明らかにした。 

機の導入により、さらに精度の高い摩擦法則の構築が

期待される。 

 

・これまで、発生シナリオの構築が困難とされていた内

陸大地震のシナリオ構築であるが、これまであまり顧

みられて来なかったひずみエネルギー蓄積の観点から

発生シナリオを作成する技術の開発に取り掛かった。 

 

・巨大地震発生メカニズム研究に関連した業務から日

本地震学会若手学術奨励賞を受賞した。 

 

 

 ②火山災害の観測予測研究 

 

●多項目観測データによる火山現象・災害過程の把握のための研究 

・火山観測データ一元化共有システム（JVDN システム）に集約された

データを活用し、噴火時に発生する微動と気圧変化から、噴火の発生や

強度、継続時間をリアルタイムで把握する手法を開発した。また、地震

波速度変化量と波形相関の低下量の異常度を定量的に評価する手法を

開発し、平成 28 年 10 月８日の阿蘇山の爆発的噴火前の異常度の増大

を明らかにした。活動評価を表現する方法として、国内の主要な活火山

について、火山活動の推移や火山データをわかりやすく表現する状態

遷移図を作成した。さらに、次世代火山研究推進事業において JVDNシ

ステムを運用・開発し、大学・気象庁・研究機関のデータや解析手法の

共有を行った。 

 

 

 

②火山災害の観測予測研究 

 

 

・V-netデータ解析による火山噴火機構の解明、地上設

置型レーダー干渉計観測システムや ARTS-SE、火山灰可

搬型分析装置、火山シミュレーションなどの技術開発

を着実に進めた。また、次世代火山研究推進事業におい

て、将来の火山研究・火山防災の重要なプラットフォー

ムとなることが期待される火山観測データ一元化共有

システム（JVDN システム）の構築を行い、大学・気象

庁・研究機関などの連携による研究基盤の提供を行う

とともに、これらのデータを用いた火山活動度の把握

手法の開発を進め、噴火微動の可視化や地震波速度構

造の異常度のオンライン処理など、新たな情報プロダ

クツを創出した。 

 

②火山災害の観測予測研究 

 

＜補助評定に至った理由＞ 

・令和元年度に運用を開始した JVDNシステム

を用いて、リアルタイムに火山噴火のリスク

評価を行う情報プロダクツが複数得られたこ

とは高く評価できる。 

・噴火微動の可視化や地震波速度構造の異常

度のオンライン処理など、新たな情報プロダ

クツを創出したこと、また社会的システムを

大きく麻痺させる可能性がある火砕流を織り

込んだ、火山ハザード評価のシステム開発は、

研究成果の大きな進展として高く評価でき

る。 

 

＜今後の課題＞ 
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●火山リモートセンシング技術の開発研究 

・レーダーを用いた地殻変動計測技術の開発においては、地上設置型レ

ーダー干渉計による浅間山の継続的な観測を実施するとともに、実開

口型を用いた高頻度地殻変動プロファイル計測手法による 50Hzでの計

測実験を行い、時間分解能の向上を図った。また、次世代火山研究推進

事業においては、霧島山、桜島、草津白根山、有珠山、伊豆大島、三宅

島に関する衛星 SAR データ自動解析システムを構築した。火山の表面

現象把握技術の高度化において、ARTS-SEの STICを改造した手持装置：

STIC-Pを開発し、試験観測を実施した。また、地上設置型装置（G-STIC：

マルチバンド赤外カメラ）を開発し、浅間山において試験観測を実施

し、ガス可視化用のノイズ低減手法を開発した。また、次世代火山研究

推進事業において非冷却型赤外カメラ、冷却型赤外カメラ、スペクト

ル・構造推定カメラの各プロトタイプを改造し、野外観測用のフィール

ドタイプの製作（ハード）と小型化の検討を行った。また、スペクトル・

構造推定手法の検討及びスペクトルデータベース用の岩石コアスキャ

ン装置の製作、同データの取得及びフォーマットの検討を行った。 

 

●噴火・災害ポテンシャル評価のためのモデリング研究 

・マグマ上昇速度の物質科学的推定では、霧島新燃岳平成 30年噴火に

おける火山灰組織の変化を調べた。結晶組織に基づき火道内マグマ上

昇率は 0.7～2.7 m/sと推定された。この噴火はマグマ供給率増加に伴

う火道拡大とマグマ供給低下に伴う溶岩ドームの脱ガスとシーリング

で説明されることが分かった。水蒸気噴火の実態解明では、硫黄島の水

蒸気噴火について構成物解析を行った。水蒸気噴火において噴出量と

火口直径の間にはべき乗則が存在し、その傾きはマグマ噴火やマグマ

水蒸気噴火のそれよりも緩やかであることから、熱エネルギーへの分

配が小さいことが分かった。岩脈成長シミュレーションでは、マグマの

冷却により、密度・粘性率が変化し、固化するなど上昇を阻害する効果

を評価するため、力学過程に熱過程を組み込む理論モデルを構築した。

 

・リモートセンシングによる火山活動度把握において

衛星 SAR 自動解析システムの構築を着実に進めるとと

もに、火山ガスや熱の把握のためのカメラ開発により

定常観測の実現への方向性を明確にし、着実な成果を

得た。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

・霧島山新燃岳における火山灰分析や硫黄島の噴出物

分析から、噴火様式を判断するための定量的な指標が

求められるとともに、火砕流などの火山ハザード評価

のためのシステム開発において顕著な進捗があった。 

 

 

 

 

 

 

・JVDN のデータを防災や研究のためだけでな

く、火山版の「地震だねっと」の構築など、広

くわかりやすく共有するための仕組みとし

て、登山ガイドやジオガイド、ジオパークの専

門員など、火山にかかわる地域との調整役に

なる人材や、各地の火山のジオパークの拠点

施設等における積極的な活用を期待したい。 

・わが国は世界有数の火山国であり、火山との

共生はわが国の使命であることからも、状態

遷移図の精度を向上させ、被害を減らすため

の技術開発はわが国にとって必要不可欠であ

り、今後の研究に一層期待したい。 

 

＜その他事項＞ 

― 
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また、次世代火山研究推進事業では、火山ハザード評価システムの開発

を推進した。 

 

●火山災害軽減のためのリスクコミュニケーションに関する研究 

・霧島山新燃岳の噴火で想定される各種噴火ハザードと被害対象の組

み合わせに対して、周辺自治体が効率的な対策を行うための優先度を

設定することを目的として、自治体毎に GISソフトを使った曝露評価

を実施した。那須岳火山防災協議会における那須岳噴火を想定した防

災訓練と防災研修を実施する。今年度は昨年度行われた訓練と研修の

際に実施したアンケート調査の結果に基づき、訓練シナリオ（噴火警

戒レベル３→４に上がる想定、登山者あり）と研修内容（噴火対応経

験のある自治体による講演、降灰対策に関する講演、現在の火山研究

の紹介）を決定した。 

 

 

 

 

 

 

・噴火ハザードのリスク評価の定量化や防災対応のタ

イムラインは SOP の提供に向けた具体的な成果となっ

た。 

 

（２）社会基盤の強靱性の

向上を目指した研究開発の

推進 

 

○安全・安心な社会の実現

に向けて、国の施策や計画

等において国が取り組むべ

き課題の解決につながる研

究開発が推進されている

か。 

 

《評価指標》 

・社会基盤の強靱性の向上

を目指した研究開発の成果 

（２）社会基盤の強靱性の向上を目指した研究開発の推進 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（２）社会基盤の強靱性の向上を目指した研究開発の

推進 

 

補助評定：Ａ 

 

<補助評定に至った理由> 

防災科研の目的・業務、中長期目標等に照らし、防災科

研の活動による成果、取組等について諸事情を踏まえ

て総合的に勘案した結果、適正、効果的かつ効率的な施

設利活用の業務運営の下で「研究開発成果の最大化」に

向けて顕著な成果の創出や将来的な成果の創出の期待

等が認められるため、Ａ評定とする。 

 

（Ａ評定の根拠） 

（２）社会基盤の強靱性の向上を目指した研

究開発の推進 

 

補助評定：Ａ 

 

＜補助評定に至った理由＞ 

以下に示すとおり、国立研究開発法人の目的・

業務、中長期目標等に照らし、法人の活動によ

る成果、取組等について諸事情を踏まえて総

合的に勘案した結果、適正、効果的かつ効率的

な業務運営の下で「研究開発成果の最大化」に

向けて顕著な成果の創出や将来的な成果の創

出の期待等が認められるため。 
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・成果の社会実装に向けた

取組の進捗 

 

《モニタリング指標》 

・論文数・口頭発表件数等 

 

 

 

 

 

実大三次元震動破壊実験施設等研究基盤を活用した地震減災研究 

・「地震減災技術の高度化と社会基盤の強靭化に資する研究」のうち、

地震対応力向上のためのダメージ評価手法の研究開発では、中層のオ

フィスビル試験体の規模と寸法を決定し、主要部材を選定し、設計図書

を作成した。センサを具備するカーテンウォールのメーカーと打合せ

を継続し、センサシステムの開発を進めるとともに震動台実験の推進

体制を構築した。地震応答データから建物の動的特性（ダイナミクス）

を評価する手法を検討し、SCI論文に掲載された。また、このアルゴリ

ズム研究を更に高度に進めるために外部資金に応募し獲得した（科研

費、基盤Ｂ）。居室内の地震被害の評価、被害情報の配信技術と可視化

の為の、予備実験を行った。加えて、台湾・韓国との研究コミュニティ

による国際ワークショップを開催し、非構造部材の付帯研究に関する

国際研究体制を構築した。また、これまでＥ－ディフェンスで実施した

主要な大規模・最先端の震動実験結果とその分析が、日本建築学会刊行

の書籍「鉄筋コンクリート構造保有水平耐力計算規準・同解説」及び「建

築物の振動と減衰」に掲載された。国際連携では、これまでの RC実験

研究の展開として、令和２年 12月に、国際課の支援により Web会議に

て米国、トルコ、イタリア、ニュージーランド、スロベニア、台湾、韓

国、中国の８か国からの研究者による第２回目の国際ワークショップ

を共催し、各国の研究発表を交えて今後の研究展開についての協調を

深めた。 

 

 

 

○「社会基盤の強靱性の向上を目指した研究開発の推

進」として、大規模実験施設及び研究成果が着実に利活

用され国内外における社会基盤の強靭性の向上に寄与

した以下の実績等は、顕著な成果として高く評価でき

る。 

 

・「地震減災技術の高度化と社会基盤の強靭化に資する

研究」では、巨大地震に対する構造物等の挙動解明、被

害低減、機能維持を目指し、民間企業、大学等、関係機

関と連携し、研究開発を着実に進め、Ｅ－ディフェンス

などの施設利活用による実証・評価された成果を創出

した。 

 

・日本建築学会から発刊された規準図書「鉄筋コンクリ

ート構造保有水平体力計算規準・同解説」では、Ｅ－デ

ィフェンスにおいて、平成 30 年度に実施した 10 層 RC

実験で提案した高耐震設計方法と実験での性能評価を

取りまとめた内容が掲載された。この成果は、今後の研

究での展開のみならず、設計の現場で活用され、地震対

応力の高い鉄筋コンクリートの集合住宅建物の建設に

貢献するものであり、社会実装に繋がるものとなった。 

 

・令和２年度に日本建築学会から発刊された図書「建築

物の振動と減衰」では、これまでＥ－ディフェンスで実

施した鉄筋コンクリート建物と鉄骨建物の実験の紹介

と、実験で得られた構造物の減衰特性について定量的

な解析結果が掲載された。構造物の減衰特性は、地震に

よる応答シミュレーションや揺れの低減研究に不可欠

なものであり、今後の研究と設計の現場で冊子に記載

・Ｅ-ディフェンスを使用した実験成果（鉄筋

コンクリート構造物の具体的な設計事例や性

能など）が日本建築学会の刊行図書に掲載さ

れたことは、今後幅広い分野での活用が期待

でき、社会実装に大きく貢献したものとして

高く評価できる。 

・コロナ禍で実験を実施することが困難であ

る環境下、創意工夫により、利用計画通り E-

ディフェンスを無事故で運用し、無事故・無災

害時間が累計 230 万時間を超えたことは高く

評価できる。 

 

＜今後の課題＞ 

・社会基盤の強靭性の向上を目指した研究開

発の成果等の評価指標に見合う、適切なモニ

タリング指標を検討することを期待したい。 

 

＜その他事項＞ 

― 
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・「首都圏を中心としたレジリエンス総合力向上プロジェクト」におけ

る非構造部材を含む構造物の崩壊余裕度に関するデータ収集・整備の

課題においては、医療機器や非構造部材を含む鉄骨造４層耐震建物と

３層免震建物を渡り廊下で連結させた医療施設の機能を検証するた

め、委託先の京都大学などと協働で、Ｅ－ディフェンスを活用した震動

台実験を実施し、目的としたデータを取得した。また、試験体の一部を

利用した米国 NHERI との共同実験を実施すると共に、国際課と連携し

た日米ミーティングを開催し、実験・研究内容の深化と今後の連携を見

据えた討議を実施した。 

 

・国土交通省の建築基準の整備促進事業の一環として実施した５階建

て鉄筋コンクリート建物による実大実験では、試験体の全階層での加

速度、速度データの取得に加えて、震動台の加振性能の評価を行うため

のデータも取得した。構造体の実験は、建築研究所、東京大学地震研究

所らと共同で実施し、内外装の耐震性能評価については、民間企業と共

に、外壁・内装材を設置して実施した。 

 

 

・次世代免震技術に関する研究では、街区免震による地震災害ゼロ区域

の実現を目指し、支持荷重 60トンの浮揚式３次元免震システムを開発

し、Ｅ－ディフェンス加振実験を行った。令和２年度は、これまでに無

い高水圧による微小浮上の免震装置とし、兵庫県南部地震（JR鷹取波）

等の巨大地震の揺れについて水平加速度を約 1/10に低減した。この技

術開発により小型の家屋や文化財に適用できる見通しを得た。 

 

・液状化に関する基盤的な研究では、小型模型実験により、地表面付近

の地盤の水はけが良い場合と悪い場合について、浸水実験・加振実験を

された内容が広く参照されることとなった。 

 

・「首都圏を中心としたレジリエンス総合力向上プロジ

ェクト」では、鉄骨造４層耐震建物と３層免震建物を渡

り廊下で連結させた医療施設の機能を検証する実験を

計画通り完遂し、更に、その試験体を活用して米国と共

同実験を実施し米国技術の実証を進め、Webによる日米

ミーティングを開催し、両国の研究者の連携を醸成し

た。 

 

 

 

・５階建て鉄筋コンクリート建物の実験は、今後、建築

現場で使われる性能設計へ展開するための技術基準解

説書への掲載を目的として国土交通省の建築基準の整

備促進事業の一環として実施した。この実験でのデー

タに基づき、令和３年度の日本建築学会大会の梗概集

へ 30報以上の報告が投稿された。国の基準整備と共に

防災科学技術の高度化に繋がる成果となった。 

 

・次世代免震技術に関する研究では、世界で初めて、２

階建て鉄筋コンクリート建物規模の試験体を水浮上で

免震し、水平加速度を約 1/10に低減した高い振動遮断

性能を確認した。小型の家屋等に適用できるプロトタ

イプの技術開発となった。性能でも、一般的な水平免震

装置では到達できない性能となった。 
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実施した。これにより、地震中および地震後の地盤中の水の移動が、地

盤の液状化現象およびそれに伴う建物被害に大きな影響を及ぼすこと

を明らかにした。配管の機能維持を考慮した耐震性評価手法の整備で

は、既往研究の成果に基づき、弾塑性応答解析を用いた耐震性評価手法

を日本機械学会の事例規格 NC-CC-008 として発行しており、令和２年

度は、同径Ｔ型配管の形状計測と解析の実施により、形状モデル化手法

の解析結果に及ぼす影響の検討を進めた。 

 

・Ｅ－ディフェンス等実験施設の活用を継続的に実施するための標準

的手法構築では、担当者を定め、研究者とのミーティングを実施するこ

とで検討を継続した。 

 

・映像を含む実験データを防災・減災意識の啓発に活用するため、自体

研究と共同研究での試験体や映像取得装置を活用し、広報・ブランディ

ング推進課と協調して Web で使われた情報プロダクツの作成にも取り

組んだ。また、震動台上からの加振映像を民生カメラにて撮影し、映像

から変位情報を計測する取組も進めた。これら映像の活用展開と新た

な研究立案を見据えて、東京消防庁との連携協定の準備を進めた。 

 

・防災科研の研究資源である大型耐震実験施設では、入力波再現性試験

による現状把握を行うとともに、近年の極大地震を対象とした加振条

件を検討・整備した。供用施設として、安全な実験環境を提供し得る「振

動台の健康診断」の実施と実験条件の整備も進め、令和３年度も実施す

る計画を立てた。また、墓石等、利用実績の無かった民間企業が保有す

る耐震対策技術の性能検証を行い、現場での実装の足掛かりを作った。 

 

・数値震動台等シミュレーション技術を活用した耐震性評価に関する

研究では、Ｅ－ディフェンスで実施した 10 層 RC 建物データを活用し

て、居室内の家具を含めた応答解析を実施し、建物の機能維持性能と残

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

・「シミュレーション技術を活用した耐震性評価に関す

る研究」では、データサイエンスに係るワーキンググル

ープを所内の他部署の研究者も交えて立ち上げ、建物
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余耐震性能の定量化のための解析技術の高度化を進めた。また、機械学

習・確率統計等のデータサイエンスに係るワーキンググループを所内

の他部門・センターの研究者も交えて立ち上げ、建物の被害評価・リス

ク評価に関する研究を進めた。AI を活用した損傷パターン推定手法開

発では、その成果が SCI論文に掲載された。これに加えて、民間会社、

大学と共同で、商用耐震解析プログラム（E-FrontISTR）の開発を進め

た。開発では、これまでの数値震動台のプログラム開発経験やＥ－ディ

フェンス実験の再現解析による妥当性確認のノウハウ等が活用され

た。令和２年度は、重要施設の耐震性評価シミュレーションに必要な機

能としてセンサーデータ連携（データ同化）と並列化の技術開発を実施

した。 

 

・さらに、社会の地震対応力を促進するためのフレームワーク構築を見

据え、都市規模のシミュレーションシステムとして都市 CPS（Cyber 

Physical System）の開発に数値震動台の成果を組み込むための検討を

大学等と共同で進めた。ここでは、多様なセンサーデータ集約の要件を

整理、異種シミュレーションの GIS での統合的可視化検討のための益

城町を対象としたケーススタディ、災害低減のための街区免震導入へ

の課題整理を UR都市機構と連携して実施した。 

 

の被害評価・リスク評価に関する研究を進め、AI を活

用した損傷パターン推定手法開発では、その成果が SCI

論文に掲載されるなど数値震動台等シミュレーション

技術の性能向上のための研究開発を着実に進めた。 

 

 

 

 

 

 

 

・将来の地震対策に向け、都市規模のシミュレーション

システムとして都市 CPS の開発のための検討では、UR

都市機構と連携して災害低減のための街区免震導入へ

の課題整理を実施した。 

 

 

（３）災害リスクの低減に向

けた基盤的研究開発の推進 

 

○安全・安心な社会の実現

に向けて、国の施策や計画

等において国が取り組むべ

き課題の解決につながる研

（３）災害リスクの低減に向けた基盤的研究開発の推進 

 

 

 

 

 

 

 

（３）災害リスクの低減に向けた基盤的研究開発の推

進 

 

補助評定：Ａ 

 

<補助評定に至った理由> 

防災科研の目的・業務、中長期目標等に照らし、防災科

研の活動による成果、取組等について諸事情を踏まえ

（３）災害リスクの低減に向けた基盤的研究

開発の推進 

 

補助評定：Ａ 

 

＜補助評定に至った理由＞ 

以下に示すとおり、国立研究開発法人の目的・

業務・中長期目標等に照らし、法人の活動によ
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究開発が推進されている

か。 

 

《評価指標》 

・気象災害の軽減に関する

研究開発の成果 

・成果の社会実装に向けた

取組の進捗 

 

《モニタリング指標》 

・論文数・口頭発表件数等 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

①気象災害の軽減に関する研究 

(a)マルチセンシングに基づく水災害予測技術の開発 

 

・これまでに開発された雲レーダーのリアルタイムノイズ除去技術を

活用した積乱雲表示システムが完成し、試験公開の準備が整った。また

ドップラーライダーやマイクロ波放射計データを同化した１km メッシ

ュ風向・風速情報、X バンド MP レーダーに基づく降雹分布情報、雷３

次元マッピングシステムに基づく雷放電の密度分布を、Web-GISシステ

ム「ソラチェク」を通してリアルタイム公開した。 

 

・雲レーダー等を用いた積乱雲早期検知技術について、統計的な性質か

ら発達、非発達を判別する手法を構築した。また雹及び融解層検知技

術、雷の早期検知技術について、高度化を図る目的で事例解析を通じた

検証を行った。 

 

・関東を対象に開発されたデータ同化技術を九州に応用し、令和２年台

風第 10号における風向・風速分布をリアルタイムで公表した。 

 

て総合的に勘案した結果、適正、効果的かつ効率的な業

務運営の下で「研究開発成果の最大化」に向けて顕著な

成果の創出や将来的な成果の創出の期待等が認められ

るため、Ａ評定とする。 

 

（Ａ評定の根拠） 

○「災害リスクの低減に向けた基盤的研究開発の推進」

として、基盤的研究開発を推進するとともに社会実装

に向けた積極的な取組を進めた以下の実績等は、顕著

な成果として高く評価できる。 

 

①気象災害の軽減に関する研究 

(a)マルチセンシングに基づく水災害予測技術の開発 

 

・SIPと連携して、これまで関東をフィールドとして開

発されてきた観測・予測技術が九州地域にも展開され、

10 分毎に２時間先までの３時間積算雨量を予測するシ

ステムが構築された。九州地域９自治体で線状降水帯

予測情報の実証実験を行い、令和２年７月豪雨におい

て予測情報の有用性を確認した。 

 

・１km メッシュの風向・風速、降雹分布、雷放電密度

分布等のリアルタイム情報を、一般に広く公開され、今

後の成果の利活用が期待される。 

 

 

 

 

 

る成果、取組等について諸事情を踏まえて総

合的に勘案した結果、適正、効果的かつ効率的

な業務運営の下で「研究開発成果の最大化」に

向けて顕著な成果の創出や将来的な成果の創

出の期待等が認められるため。 

 

 

 

 

 

 

①気象災害の軽減に関する研究 

(a)マルチセンシングに基づく水災害予測技

術の開発 

＜補助評定に至った理由＞ 

・これまで関東エリアで得られた技術を九州

地区に展開し、10 分ごとに２時間先までの３

時間積算雨量を予測するシステムを構築し、

昨今大きな災害に繋がる線状降水帯予測情報

の有用性まで確認できたことは高く評価でき

る。 

・東京消防庁への風向・風速情報の提供、リア

ルタイム洪水・土砂災害リスクマップの公開、

ソラチェク公開など成果の利活用を広く進展

させ、社会実装に大きく貢献したことは高く

評価できる。 

・「浸水域即時推定手法の手順化と公開」「人工

衛星から得られる正規化植生指数を用いた斜

面変動範囲の推定」は、令和２年７月豪雨への
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・防災科研クライシスレスポンスサイト（NIED-CRS）において、リアル

タイムで雨量の再現確率を表示し、一般に公開した。令和２年７月豪雨

においては、再現確率の低い（稀な）雨域と被害発生域がよく対応した。 

 

・写真から面的な浸水域を推定する「浸水域即時推定手法」を手順化

し、令和２年７月豪雨に伴う浸水域を公表した。 

 

 

・令和元年東日本台風に伴う土砂移動分布図を作成するとともに、土石

流危険度表示システムをリアルタイム化し、所内で試験運用を行った。

令和２年７月豪雨において、人工衛星から得られる正規化植生指数

（NDVI）から斜面変動範囲を推定し、その結果を NIED-CRSで公表する

とともに、現地調査に基づき精度検証を実施した。 

 

・大型降雨実験施設を活用した実験により、斜面勾配と降雨浸透量との

関係を明らかにするとともに、「ジョイント型マルチセンサー」による

地下水位と斜面内の圧力変動を監視する手法の試験を行った。 

 

・また南足柄市をフィールドとしたセンサーの試験運用を行い、防災担

当者に情報を提供するとともに、各種降雨指標による斜面崩壊危険度

評価の検討を行った。 

 

・沿岸災害予測モデルの高度化を図るため、漂流物の影響を考慮するモ

デルの開発を行った。また西表島網取湾における長期定点観測に基づ

き、台風時の海水流動特性等を解析した。 

 

・台風災害データベースを更新し、積算雨量・浸水件数等を図化すると

ともに、令和２年に日本に接近した８個の台風について、台風接近前に

「類似した経路をもつ過去の台風」による降水量や被害状況を公表し、

 

 

 

 

 

・「浸水域即時推定手法」の手順化と公開、人工衛星か

ら得られる正規化植生指数（NDVI）を用いた斜面変動範

囲の推定などは年度計画を超えた成果となった。 

 

 

 

 

 

 

 

・その他の研究開発についても概ね計画どおり実施し

た。 

 

災害対応として緊急的に実施され、被災自治

体の災害対応に役立っており、高く評価でき

る。 

 

＜今後の課題＞ 

・災害対策の３本柱である災害未然防止・災害

拡大防止・災害復旧復興において、本研究のセ

ンシング技術や推定手法が、どのフェーズで

利活用するものなのかを具体的に明示し、更

なる利活用に繋げることを期待したい。 

・SIP4Dの情報を含めて、消防の通信指令卓に

災害に関連する情報を提供していくシステム

開発などを行っていくことを期待したい。ま

た、通信指令のシステムを作れる業者は限ら

れており、SIP4Dの利用の拡大のためにも、風

の分野以外の利用を含めて総合的に取り組む

ことを期待したい。 

・社会実装・運用を考えるのか、その前の研究

開発段階で一定の成果をまとめるのか等のフ

ェーズや、横展開の可能性等を明確化するよ

う、一層の努力を期待したい。 

 

＜その他事項＞ 

― 
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啓発を図った。 

 

・海面水温が豪雨発生に及ぼす影響を明らかにするため、五島列島・女

島に気象観測機器を設置し、気候変動等に伴う海面水温の変動等が激

しい気象の発生に及ぼす影響の解明を進めた。 

 

・浸水等による道路の危険度を把握するため、首都高速道を対象に実効

雨量と滞水箇所の対応関係を調査した。 

 

・成果の社会実装を進めるため、東京消防庁、南足柄市への情報提供を

通じた研究開発、民間企業との雷予測モデルの共同開発等を進めた。ま

た連携大学院制度を活用した人材育成、高等学校等における防災教育

を行った。 

 

・マイクロ波放射計を長崎県福江島に設置し、他の水蒸気観測機器とと

もに水蒸気マルチセンシング網を構築した。 

 

・水蒸気観測網のデータ同化をリアルタイムで実現し、対流圏下層水蒸

気場の向上が確認できた。さらには、データ同化技術を活用し、10 分

毎に２時間先までの３時間積算雨量を予測するシステムを構築した。 

 

・令和２年７月豪雨において、九州地域９自治体で実証実験を行い、線

状降水帯予測情報の有効性を検証した。 

 

・予測雨量を再現確率に変換する手法を開発し、令和２年７月豪雨の事

例でテストした結果、土砂災害警戒情報の発表よりも 50 分早く 50 年

に一度の大雨の発生を予測することができた。 

 

・リアルタイムハザード情報に人口等を重ねることにより、リスク情報
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に変換する「リアルタイム洪水・土砂災害リスク情報マップβ版」を構

築し、広く一般に公開した。また複数の市の防災担当者に試験利用して

もらい、ヒアリングを通じて今後の改善の方向性を明らかにした。 

 

  

(b)多様化する雪氷災害の危険度把握と面的予測の融合研究 

 

 

・地上降雪・気象観測データを参照することで降水形態（雨、雪、霰）

によるレーダー反射因子の違いを考慮した面的降雪強度推定手法の改

良を進めた。特に、降雪強度推定時の誤差要因となるブライトバンドの

影響を低減するため、地上気温を参照した融解層高度の推定を取り入

れることで、首都圏などの温暖な地域での降雪強度推定の誤差低減を

試みた。この新しい推定手法を、多相降水レーダーおよび現業レーダー

（国交省ＭＰレーダー関東局）に適用し、降雪情報および集中豪雪アラ

ートの作成システムの冬期のリアルタイム稼働を試験的に実施した。 

 

・雪おろシグナルのベースとなっている積雪変質モデルから計算した

積雪重量情報と診断型積雪分布モデルにより計算される積雪重量分布

と面的に融合することで、地形をより考慮した積雪重量の面的分布の

計算手法の開発を（秋田大学との共同研究により）行った。また、大雪

時に雪おろシグナルが雪下ろしの判断に有効活用されていることが実

証される中で、対象地域を従来の新潟県、山形県、富山県、秋田県の４

県から長野県と福井県に拡大した。 

 

・雪崩対策のためのポータブルな積雪ゾンデの開発を進めており、計測

要素の一つである含水率計測のため積雪ゾンデのロッド形状のプロー

ブを用いて積雪誘電率の計測を行うための計測部の開発を行った。ま

(b)多様化する雪氷災害の危険度把握と面的予測の融

合研究 

 

・地上の降雪や気温のデータを取り入れることにより

レーダーによる面的降雪強度推定技術の高度化が現業

レーダーへの応用を視野に入れて進められ、試験的な

リアルタイム稼働に至った。 

 

 

 

 

 

・雪下ろし事故防止につながる「雪おろシグナル」の対

象地域が拡大し、雪氷災害の観測・検知に関する技術開

発が進展した。 

 

 

 

 

 

 

 

 

(b)多様化する雪氷災害の危険度把握と面的

予測の融合研究 

 

＜補助評定に至った理由＞ 

・これまで対象としてきた日本海側の雪氷災

害予測だけでなく、突発的に発生する太平洋

側や都市での雪氷災害の軽減に向けた研究開

発が順調に進んでいることは、高く評価でき

る。 

・雪おろシグナルの対象地域について、既存の

４県から長野県、福井県にも拡大させたこと

は、社会実装の進展として高く評価できる。 

 

＜今後の課題＞ 

・社会実装・運用を考えるのか、その前の研究

開発段階で一定の成果をまとめるのか等のフ

ェーズや、横展開の可能性等を明確化するよ

う、一層の努力を期待したい。 

 

＜その他事項＞ 

― 
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た、着雪検知装置として風向別に８方位の着雪と上面の冠雪状況を各

面に設置した近赤外センサと照度計から着雪重量、着雪厚さを推定す

る機器を開発し、特許申請した。また、冬期道路の路面状況判別技術と

して、車上カメラで撮影した画像から AIを用いて道路状況を判別する

システムの開発を進めており、令和２年度は令和元年度末に導入した

移動観測車にカメラを搭載しシステムの改良および路面状況予測情報

の検証を行った。 

 

・積雪変質モデルと気象モデルの統合として、気象モデルの出力を積雪

変質モデルの入力値として利用し、積雪安定度予測の広域展開を可能

とした。これにより従来は点であった雪崩予測が面的に行えるように

なった。吹雪モデルでは、気象モデルに基づく積雪分布を考慮した視程

悪化の計算を行うアルゴリズムを導入するとともに、日本全国が対象

となるように計算領域を拡大した。着雪に関しては、雪粒子と構造物の

衝突角度を考慮した計算を導入しモデルの改良を行った。また、高精度

で位置情報を測定できる GPS を搭載した UAV を用いた野外観測により

吹き溜まりの測量を行い、吹雪モデルの精度検証を進めた。さらに、GIS

を用いて統合した雪氷災害リアルタイムハザードマップを用いてステ

ークホルダーへ災害情報を提供するとともに、その高度化を実施した。 

 

・防災科研クライシスレスポンスサイト（NIED-CRS）や Web-GISシステ

ム「ソラチェク」にリアルタイム雪氷情報を掲載し、広く一般に公開し

た。 

 

・道路雪氷予測については、新潟県のバスやタクシー会社との連携に基

づく実証実験を実施し、実社会へ貢献する体制の構築を進めた。雪氷災

害発生予測モデルの試験運用を継続しモデルの改良を進め、特に、レー

ダー情報に基づく最適除雪ルートに関する情報を新潟県へ提供し、自

治体の雪氷災害対策との連携を強化した。滑走路雪氷予測に関しては、

 

 

 

 

 

 

 

 

・雪崩予測を面的に行う研究や、吹雪予測の対象地域の

日本全国への拡大を実施するとともに、GISを用いた総

合的雪氷災害リアルタイムハザードマップによる災害

情報の提供に関する研究開発を進めた。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

・道路雪氷の予測や除雪ルートの最適化について自治

体と密接に連携して実用化の域に達し、また、予防や対

応のタイムライン作成を視野に入れた総合的雪氷災害

シナリオの作成が実施され、さらにスキーリゾートの
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空港の雪氷観測結果と積雪変質モデル及び道路雪氷予測モデルとの比

較を実施し、試験運用に向けたモデルの改良を進めた。雪崩、吹雪、着

雪、立ち往生、屋根雪を含む総合的雪氷災害シナリオの作成を進め、予

防や対応のタイムライン作成に着手した。大雪時の災害発生状況を早

期に集約して公表するとともに、降積雪状況との関連の解析のために、

GISによる雪氷災害発生状況の表示システムを開発し運用を開始した。

また、レーダー情報を活用した雪崩危険度の面的分布の短時間予測シ

ステムの開発も推進した。さらに、広域的な降雪量推定のために、衛星

データに基づく手法や深層学習モデルの開発を進めた。仙台管区気象

台との研究会を継続して開催し、連携を深めた。 

 

・吹雪予測システムに関して、北海道標津郡標津町の防災担当部局と、

現地における社会実装を目的とした連携を図った。 

 

・科学的根拠に基づくスキー場の安全管理のために、ニセコアンヌプリ

地区なだれ事故防止対策協議会と連携してスキー場内に風向風速観測

網を構築したほか、地形による風向風速の変化や雪崩の原因となる吹

きだまりが形成されやすい場所を 20m 格子の高解像度で予測するシス

テムを開発した。また観測・予測データを表示する web サイトを構築

し、スキー場関係者に限定して公開した。２～３月にかけて関係者にヒ

アリングした結果、雪崩予測についてこれまでに得られなかった情報

が得られることから概ね好評であり、悪天候時に実測・予測値を確認し

コース管理やリフト運行などに活用した例が確認された。雪崩・吹きだ

まりモデル検証のために研究者が現地に長期滞在し、吹きだまりの発

達箇所などを継続的に観測した。 

 

・災害過程研究部門など防災科研内の他部門とも連携して雪氷災害の

社会影響及び雪氷災害リスク情報の活用方法について検討を進めた。 

 

ニセコを対象とした雪崩・吹きだまりの高解像度の予

測・検証および雪氷災害リスク情報の検討が行われ、地

域における雪氷災害の軽減・防止に寄与した。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

・その他の研究開発についても概ね計画どおり実施し

た。 
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②自然災害ハザード・リスク

評価と情報の利活用に関す

る研究 

 

○安全・安心な社会の実現

に向けて、国の施策や計画

等において国が取り組むべ

き課題の解決につながる研

究開発が推進されている

か。 

 

《評価指標》 

・自然災害ハザード・リス

ク評価と情報の利活用に関

する研究開発の成果 

・成果の社会実装に向けた

取組の進捗 

 

《モニタリング指標》 

・論文数・口頭発表件数等 

②自然災害ハザード・リスク評価と情報の利活用に関する研究 

 

 

(a)自然災害ハザード・リスク評価に関する研究 

 

・地震ハザード評価については、「シナリオベースの長期間平均のハザ

ード」の評価に向けて、震源断層を予め特定しにくい地震のモデル化に

おける地震カタログの使用期間に関する課題の抽出と、再分解の表示

の試行、そのために必要なデータ構造の検討を行った。地震リスク評価

等における活用のため、令和３年起点の確率論的地震動予測地図を作

成した。J-SHISについて、全国地震動予測地図 2020年版を３月に公開

し、利活用推進のための地震調査研究推進本部との連携強化を進める

とともに、活断層基本図（仮称）との連携に向けて活断層の詳細位置情

報の調査研究の成果によるデータの登録に着手した。海溝型巨大地震

の強震動予測の「レシピ化」に関して、遠方で過小評価となることに対

する計算手法改良に着手するとともに、活断層ごく近傍の強震動予測

の「レシピ化」に向けて、詳細な地表断層の位置形状を考慮した震源モ

デル化手法を適用した強震動の試算を行った。K-NET、KiK-net 強震動

記録による応答スペクトル等の地震動強さ指標と震源情報および観測

点下の地下構造に関する情報を紐づけした強震動統一データベースの

試作版を作成した。 

 

・「ひずみ集中帯の重点的調査観測」による成果を活用し、新潟県・山

形県・秋田県地域の深部地盤モデルを標準化手法に基づいて改良する

とともに、南海トラフ域の海陸統合地下構造モデル構築に向けた方針

の検討に着手した。国の活断層基本図（仮称）の作成および地震本部の

活断層の地域評価に資するため、推定活断層の確実度を判断する根拠

となる位置形状を含む詳細な情報の調査について、新潟県南部の活断

層を対象として着手した。 

②自然災害ハザード・リスク評価と情報の利活用に関

する研究 

 

(a)自然災害ハザード・リスク評価に関する研究 

 

・全体として地震・津波を統合したハザード・リスク情

報ステーションの開発に向けた基盤の構築が進み、地

震発生の多様性、不確実性を考慮したモデルや、新しい

微地形区分および関東地方の「浅部・深部統合地盤モデ

ル」を取り入れた令和２年起点の地震ハザードの評価

結果が地震本部より公表予定となった。「マルチハザー

ドリスク準備会」の活動を通して所内の分野間の連携

が具体化し、関東における地震複合災害の評価研究に

着手できた。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

②自然災害ハザード・リスク評価と情報の利

活用に関する研究 

 

(a)自然災害ハザード・リスク評価に関する研

究 

 

＜補助評定に至った理由＞ 

・全国地震動予測地図については、基本モデル

の改良を実施し長期評価、強震動評価など

様々な観点から大幅な改良を行い、10 年間の

集大成として 2020年版として公表するに至っ

ているものであり、公表した結果が保険業界

において来年度の地震保険の料率改定の基本

データや、地域の防災対策及び内閣府防災で

の被害想定などの基盤的情報として、有効に

利活用されていることは高く評価できる。 

・地震・津波を統合したハザード・リスク情報

ステーションの開発を通じて、リアルタイム

地震被害推定情報の社会実装、産学協働リア

ルタイム被害推定情報実用化の加速など、研

究成果の最大化に向けた取組と成果を上げて

いることは、高く評価できる。 

 

＜今後の課題＞ 

― 

＜その他事項＞ 

― 
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・地震リスク評価手法の高度化では、令和２年時点の確率論的地震ハザ

ードデータ、更新した曝露データ、建物耐力分布の地域性等を反映した

建物脆弱性評価手法に基づき、令和２年時点の全国概観版地震リスク

評価を実施するとともに、ハザード・リスク情報ステーションへ搭載可

能なデータを整備した。「第２期 SIP」と連携し、多地域間動学的応用

一般均衡理論に基づく海溝型巨大地震による経済被害の試算を行っ

た。 

 

・全国を概観した津波ハザード評価では、地震本部による津波レシピの

拡張に向けて、アウターライズ地震による関する断層パラメータを調

査し、規格化すべり量と累積面積比率の関係を明らかにするなどの検

討を進めた。また、検討結果の妥当性を確認するため、昭和８年昭和三

陸地震を対象に、津波痕跡高がどの程度説明できるかを確認するパラ

メトリックスタディを実施した。 

 

・津波ハザードステーションの運用では、利用者のニーズを把握し、よ

り有用かつ必要な情報を提供できることを目的として、問い合わせ対

応やアクセス解析を実施した。また、「津波ハザード・リスク情報の高

度利用に関する委員会」の要望を踏まえ、システム間連携を可能にする

Web APIを実装するなど、システムの改良を行った。 

 

・モデル地域を対象とした津波ハザード評価については、三大都市圏沿

岸（東京湾周辺、伊勢湾周辺、大阪湾周辺）を対象とした確率論的津波

浸水ハザード・リスク評価手法の開発を進めた。堤防の破壊条件を複数

設定した津波遡上計算を実施し、浸水深の感度解析を行った。名古屋周

辺については、地震本部や防災科研が設定した重み配分等用いた浸水

ハザード評価を実施し、浸水深や浸水頻度等の検討を実施した。 

 

 

・最新の地震ハザード情報に基づくリスク評価を実施

し、それらの成果を、全国を対象とした地震リスク情報

の公開システム「J-SHIS Map R」として公開できる準

備が整った。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

・津波ハザードステーション（J-THIS）が安定的に運用

され、データ連携機能の改良がなされ、今後の利活用の

促進が期待できる。 
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・地震本部が令和２年１月に公表した「南海トラフ沿いで発生する大地

震の確率論的津波評価」の詳細な解説資料として、防災科研研究資料第

439号第一部付録編を刊行した。さらに、地震本部が評価対象外とした

最大クラスの超巨大地震を加えた、防災科研独自の確率論的津波ハザ

ード評価を取りまとめた防災科研研究資料第 439 号第一部本編も併せ

て刊行した。 

 

・リスクマネジメントに資する共通リスク指標として、令和２年時点の

確率論的地震ハザードおよびリスク評価結果に基づき、地震・津波・土

砂災害等のリスク指標を更新するとともに、べき乗分布となるリスク

量を適切に評価できるよう改良した。そのうえで、建物や人的被害をは

じめとする５種類のエクスポージャーの損失に基づいて、エクスポー

ジャーとペリルの二つの側面での指標算出を全国に適用し、リスク指

標のレーダーチャートを作成した。地すべりリスク評価では、大規模地

震による地すべりや崩壊の潜在的危険地域の抽出に向けて、奈良県内

の尾根地形にて行った地震動臨時観測により尾根筋の直角方向で卓越

する揺れが認められ、地形による増幅効果が示唆された。また。地すべ

り地形分布図に新たな地形情報を付加するため、既往の災害発生履歴

との関係を深層学習により解析する共同研究に着手した。さらに、地理

院地図上での公開・閲覧に向けた分布図デジタルデータの仕様変更作

業を進めた。雪氷災害に関しては、雪害記事の収集を進め、雪害データ

ベースを強化した。 

 

・マルチハザードリスク評価手法の研究開発については、他部門の研究

員を交えた「マルチハザードリスク準備会」を開催し、「マルチハザー

ドリスク検討会」における利活用ニーズも踏まえた研究方針の整理と

計画の策定を行った。相模トラフ沿いの地震による地震複合災害およ

び富士山・浅間山噴火による降灰災害について、シミュレーションや経

験則に基づくハザード・リスク評価手法について検討した。地震火災リ

・南海トラフの津波ハザード評価の詳細な解説資料が

公開され、正しい理解に基づく利活用が今後期待でき

る。 

 

 

 

 

・リスクマネジメントに資する共通リスク指標を最新

の地震ハザードを用い更新、改良できたことは今後の

マルチハザードリスクへの展開が期待できる。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

・マルチハザードリスク評価に向け立ち上げた「準備

会」が運営され、所内での連携が具体的に進み、地震複

合災害や火山噴火、水害に取り組めたことは今後の更

なる研究の加速が期待できる。 
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スクに関して、南関東の自治体被害想定における地震火災に関するデ

ータを収集・統合し、地震火災に対して脆弱な地域を抽出した。平成 26

年８月豪雨を対象に降水量、河川流量、浸水域、被害量等の情報を収集

整理し、水害イベントカタログの要件について検討した。首都圏レジリ

エンス研究推進センターと連携し損害保険会社とハザード・リスク評

価に関する意見交換を行った。 

 

・自然災害事例マップの高度化では、過去の災害と進行中の災害の類似

性を明らかにするため、令和２年度に発生した５回の災害を例に条件

抽出を実施した。地震、台風災害は、現象の規模や発生地域名から類似

災害の抽出が可能であった。前線による降雨や降雪による災害は被災

地域が時間の進行によって拡大するため、発生期間や発災地域に加え

て、天気図などの当時の観測記録等を合わせて類似性を評価する手法

の開発が必要であることが明らかとなった。マップの外部連携につい

ては、災害イベント ID マスタの構築試行、台風リスト化と DB 反映を

行った。これらの整備により、国立情報学研究所「歴史災害データベー

ス」と連接し台風天気図を取得できるようになった。また、AIG損害保

険株式会社へデータ供給を実施し、顧客レポート用のデータとして採

用された。そのほか、令和２年度の災害事例を 873件収録した。 

 

・リアルタイム被害推定及び被害状況把握の研究開発では、SIPと連携

し、地震動を対象とした全国を概観するリアルタイム被害推定・状況把

握システムの改良および安定的運用を図った。結果、自治体・学校・民

間企業を中心に月 10,000件以上の安定したアクセス数が確認された。

令和３年２月に発生した福島県沖の地震においては地震直後に、

SIP4D、防災科研クライシスレスポンスサイト(NIED-CRS)、ハザード・

リスク実験コンソーシアムに推定情報を提供できた。システムに関連

する記事が全国紙に掲載された。さらにマルチハザード・リスク評価に

向けたシステム改良として、防災科研で開発した液状化発生率予測モ

 

 

 

 

 

 

 

・自然災害事例マップにおいて他機関へのデータ提供

を行うことで、新たな利活用が進んだ。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

・被害地震の発生直後における被害推定情報の配信を

実現し、初動対応に実用可能であることを示すことが

できた。システムに関連する記事が全国紙で取り上げ

られ社会的関心が高いことを確認することできた。 
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デルを用いて液状化による建物被害を予測するシステムを開発した。

このシステムにより液状化発生率２%以上と推定されたメッシュを航

空写真判読に基づく液状化メッシュと３地震において比較した結果、

液状化メッシュの約 50～90%を含んでおり、液状化領域の早期把握に利

用可能な程度の推定精度を確認した。また、被害状況把握技術開発とし

てヘリコプターにより斜めから撮影された被災画像を用いて目視によ

り建物被害を区分した教師データを構築するとともに、YOLOv3、M2Det

の２通りの深層学習モデルにより各建物の被災程度を自動判別するプ

ログラムの試作を行い、教師データを用いた被害建物の抽出が正常に

行われていることを確認した。また、災害初期対応におけるドローンで

の災害情報収集および状況把握技術の開発について、令和元年度まで

に蓄積した要素技術の検証および地方公共団体での災害時の活用体制

の実証で得た知見を体系化し、ドローン災害対応システムのコアコン

セプト「GEORIS（ジオリス）」として確立した。さらに、このコンセプ

トを社会実装に発展させるため、消防機関でのコンセプトの実証、およ

び民間企業との連携を開始した。このほか、ドローンによる災害直後の

状況把握の着眼点の体系化および災害記録として、上越市における令

和３年１月の大雪被害について、発災直後の現場状況の把握調査を実

施した。 

 

・ハザード・リスク評価のためのシミュレーション・プラットフォーム

について、「マルチハザードリスク準備会」において降灰ハザード評価

のための手法検討を行い、関東地域を対象地域として降灰ハザードを

試算した。 

 

・ハザード・リスク評価の地域への展開の一環として、産業界等への研

究成果の展開を図るために、民間企業等を対象としたリアルタム地震

被害推定情報の実証実験を行った。まず、本情報の利活用に積極的な企

業・機関を様々な業種から募り、結果として 30以上の実験に参加する

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



82 

 

ユーザーを獲得した。実証実験では、情報の受配信などに関する技術的

なサポートを行いながら利活用促進を図るとともに、社会実装をより

進めるために、ユーザーへのアンケート調査によって、利活用に関する

ニーズや課題の抽出を行って整理した。利活用のニーズとして、自社の

BCPへの活用（被害予測情報の周知、自社施設や営業拠点の安全性確認

等）の他に、客先へのサービスの向上（顧客のための早期初動体制の確

立等）や、本情報を使ったビジネス（提携企業への固有の被害情報の提

供等）もニーズとして高いことが確認できた、また、本情報の利活用の

取組は全国紙の科学欄で報道もされ、社会的な関心が高いことが再確

認できた。また、リアルタイム被害推定およびリモートセンシング情報

を用いた災害査定の迅速化について民間損害保険会社との共同研究を

新たに締結し、損害保険支払い迅速化のためのリアルタイム被害推定

情報の活用方法について議論を進めるとともに、令和元年東日本台風、

令和２年７月豪雨における保険査定データを用いて、リモートセンシ

ングデータに基づく推定浸水域との比較検討を行った結果、これらの

情報を融合させることで、より詳細な浸水被害把握が可能になること

を確認した。また、千葉県との連携協定に基づき、地震や津波の発生直

後、千葉県や市町村の災害対応の迅速化・効率化を実現するため、地震

津波火山ネットワークセンターと連携して、地震被害予測システムと

津波浸水予測システムを構築し、千葉県庁内での試験運用を開始した。 

 

・国際展開としては、地震ハザード・リスク評価研究の国際 NPO 法人

Global Earthquake Model (GEM) に Governing Boardメンバーとして

活動に参画するとともに、日本の地震ハザード評価の最新モデルを GEM

の「世界統一地震モデル」最新版に反映させるため、技術面から協力を

行った。その成果は、GEMに参画する各国リーダーとともに「世界各地

域及び国規模での確率論的地震ハザード分析：最先端技術と将来の課

題」として国際学術論文誌に共同著者として発表した。平成 23年より

交流を続けている台湾やニュージーランドとは令和２年度は新型コロ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

・国際展開に関しては、GEMの活動を継続する中で、成

果を各国リーダーと共に国際誌に発表できたことで、

国際的な研究者間の協力関係が強化された。 
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ナウィルス感染症の感染拡大のために国際ワークショップの開催がか

なわなくなったが、GEMのリモート会議において交流を行い、今後の国

際交流における課題や目標について議論した。 

また、国際的な強震動予測ツールのプラットフォームである米国カリ

フォルニア地震センター(SCEC)の Broadband Platform (BBP)上に防災

科研で地震動予測地図の作成に用いている強震動予測手法プログラム

を実装しており、米国をはじめとする他国グループの手法との比較や

客観的指標に基づく性能検証を行いながら、複数セグメントにまたが

る長大活断層地震に対する強震動予測手法の改良を行った。 

 

  

(b)自然災害情報の利活用に基づく災害対策に関する研究 

 

 

・災害対応フェーズで共有すべき標準的な情報プロダクツを検討する

ために、これまでの災害対応において蓄積されてきた、SIP4Dや現地情

報収集による情報プロダクツの共有事例と、米国 NISC の Essential 

Elements of Information (EEI)等の先行事例とを比較した。具体的に

は、日本における災害時に共有すべき情報プロダクツを、米国 EEI に

基づく分類と共有可能となる時間の観点で分解し、現状の対応におい

て不足している内容を明らかとした。これを踏まえ、内閣府 ISUTと連

携し、日本版 EEI について共同で検討し、令和２年７月豪雨や令和３

年福島県沖を震源とする地震において、NIED-CRS および ISUT-SITE に

て掲載した情報プロダクツで検証し、令和３年度の本格検討につなげ

た。 

 

・SIP4Dにより共有されるデータの視認性を高めるための可視化技術を

開発し、出力した情報プロダクツを NIED-CRSおよび ISUT-SITEに掲載

した。具体的には、アメダス観測点の気温情報や面的気温分布情報につ

(b)自然災害情報の利活用に基づく災害対策に関する

研究 

 

・SIP4Dを中軸として、他部門や他組織で開発された技

術やシステムを連結し、総合的かつ新たな情報プロダ

クツを生成・共有・利活用する技術に関する研究開発は

着実に進展した。特に、社会との協働の効果は、第３回

日本オープンイノベーション大賞総務大臣賞受賞にも

現れている。 

 

 

 

 

 

 

・開発した技術は SIP4D や NIED-CRS 等に実装され、

ISUT 活動を通じて災害対応等で実際に活用される中で

検証している。その結果、現場重視の研究開発スタイル

(b)自然災害情報の利活用に基づく災害対策

に関する研究 

 

＜補助評定に至った理由＞ 

・防災の現場で得た情報又はサービスに対す

るニーズをサービス開発にフィードバックす

る互酬的な研究開発プロセスを実施するアク

ションリサーチを行い、YOU@RISK をはじめと

するサービスの機能向上に資する効果をもた

らしていることは、高く評価できる。 

・現場の ISUTでの活動で、孤立集落の課題と

いう現場ニーズを、SIP4D内などのいくつもの

情報を統合して表現するなど、単に土管とし

ての役割を果たすだけでなく、データとつな

ぎ合わせて新たな情報価値を生み出し、訓練

に活用できたことは、計画以上の成果として

高く評価できる。 

・自然動態情報の変化や SNS 情報を活用し、
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いて、これらをハザード情報として視認できるよう、観測データのハザ

ードとの関係性の意味づけを行うことによる可視化表現を水・土砂防

災研究部門および雪氷防災研究部門と協働で開発した。これにより、酷

暑版として夏季の熱中症対策への警戒情報を発信でき、豪雨災害が頻

発する季節において避難所等での熱中症への警戒を高める情報発信を

実現した。さらに、凍結・降雪版として路面凍結や水道管の凍結など、

生活に支障をきたす情報プロダクツを配信することで、冬季における

生活への警戒情報の発信を実現した。 

 

・災害対応において、活動の優先度を決める際に異種・複数の被害状況

から総合的に判断するという場面を想定し、複数の被害状況データを

統合的に表現する手法を開発した。具体的には、令和２年７月豪雨では

熊本県内で発生した孤立集落の状況について、道路寸断、停電、通信途

絶等の状況を集落別に１つの地物に統合表示し、孤立集落の深刻度と

して把握できる可視化手法を開発し、出力した情報プロダクツを ISUT-

SITE に掲載した。これにより、熊本県庁内での部署をまたいだ状況認

識や意思決定が行われ、組織横断の情報共有による状況認識の統一に

より、迅速な孤立集落解消への意思決定につながった。 

 

・各種災害関連データを動的に時空間解析可能とするよう、「SIP 第２

期」の研究開発と連携し、SIP4Dにより共有されるあらゆるデータをリ

アルタイムに蓄積するための災害動態データモデリング技術を用いて

災害時空間データベース「DDS-DB」を構築し、これまで活用する事が難

しかった大容量の時系列観測データを用いたリアルタイムの空間演算

処理や長期時系列解析処理をシステマティックに実行できる災害動態

解析技術を開発した。これにより、多種多様な災害情報プロダクツを生

成するプログラムを効率的に構築・実装・自動生成することが可能にな

った。また、この利活用形態の一つとして、神戸市とともに AI防災協

議会として取り組んできた「神戸市消防団スマート情報システム」の運

により、令和２年７月豪雨対応等を通じて、各種災害対

応機関から高く評価されているとともに、さらなる期

待発見にもつながった。 

 

・令和２年度は、特に、動的な時空間解析に注力した。

実際にリアルタイム処理・画面表示まで実装したもの

も複数あり、今後の災害時における活用と検証が重要

となる。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

現地情報を活用して災害動態を予測するシス

テムは社会にとって非常に有用性が高く、リ

アルタイムリスク情報マップについても、ユ

ーザーである自治体の声を反映したシステム

改良が図られており、高く評価できる。 

 

＜今後の課題＞ 

・災害過程を社会現象として捉え、レジリエン

トな社会の構築に向けた社会科学的研究につ

いては、走り始めたばかりのプロジェクトで

あり、卓越した成果を期待しつつも、研究目標

や今後の計画、成果等についてさらに整理す

ることを期待したい。 

・SIP4Dの活用により、災害対応のどの部分が

効率化したのかが明確になる客観的な指標を

検討することを期待したい。 

 

＜その他事項＞ 

― 
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用（消防団員による AIを活用した災害時の情報共有と安全管理）が、

組織の壁を越えて知識や技術、経営資源を組み合わせ新しい取組を推

進するオープンイノベーションをさらに推進するために今後のロール

モデルとして期待される先導性や独創性の高い取組として評価され、

第３回日本オープンイノベーション大賞総務大臣賞を受賞した。 

 

・令和元年度に開発に着手した豪雨災害シナリオを効果的に可視化す

る技術を高度化するべく、洪水・土砂災害発生危険度の高まりを示す

「ハザード」である実効雨量と、人口集中地区や浸水想定区域、土砂災

害警戒区域などの情報に加えて、人口メッシュや建物ポリゴンといっ

た「曝露量」を示す情報も合わせてリアルタイムで動的解析を行う災害

動態解析技術を開発した。この技術を用いて、内水リスク曝露人口や外

水リスク曝露建物数などの新たな情報プロダクツをリアルタイムに生

成する時空間解析機能を実装した。令和２年７月豪雨において実際に

浸水被害等が発生した熊本県や鹿児島県のデータについて本技術を適

用し、災害発生の危険度や浸水被害の規模を定量的に把握することが

可能になることを実証した。また、自然動態情報としての「実効雨量」

と社会動態情報としての「SNS情報」による異種情報の相関分析を通じ

て、勃発的な災害事象を検知するための定量評価技術の開発に着手し

た。これらの技術研究成果を、「SIP 第２期」の研究開発として進めて

いる災害動態意思決定支援システム「DDS4D」に実装し、災害動態情報

の可視化ツール「DDS-View」により国や都道府県の災害対策本部に提供

できる仕組みを構築した。 

 

・発災直後に衛星データを用いた広域被災状況把握に関する情報プロ

ダクツ生成に向けて、「SIP 第２期」の研究開発と連携し、観測・予測

情報と、衛星の軌道情報に基づく観測可能エリアの情報を統合させ、発

災直後の被災状況を衛星が的確なタイミングおよびエリアを観測する

ための戦略を省庁と共同で検討するシステムを試験的に構築した。そ
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の結果、九州の西の海上を北上した台風 10号において、衛星による観

測戦略として、九州の西側の高潮は国際災害チャーターによる観測、九

州南部の河川氾濫は ALOS-2による観測という形で、具体的な衛星観測

戦略を立案することができた。この事例から、観測・予測情報と衛星の

軌道情報に基づく観測可能エリアを統合することで、国内外の衛星を

災害時に的確に観測し活用するための戦略の必要性や、構築したシス

テムの有効性を確認することができた。 

 

・災害発生直後の広域な被災状況の把握を支援する情報プロダクツを

生成・共有するために、衛星データから抽出した被害エリアに基づき、

建物データによる空間演算および空間集計処理に基づき被災建物数を

推定するための処理フローを整理し、被災建物数の情報プロダクツを

生成するツールを開発した。令和２年７月豪雨において本ツールを適

用し、レーダ衛星 ALOS-2より抽出した浸水エリア、国土地理院および

防災科研が抽出した浸水エリアを用いて、地図および被害推定結果（表

データ）を NIED-CRSで公開し、利活用に供した。共有時間は令和元年

東日本台風が６日だったのに対して、今回は１日半に短縮化が実現で

きた。また、現地に派遣された ISUTメンバーから、推定結果が現地で

把握した数値と整合しているとの報告を得た。広域および時間差で被

害が拡大する災害における複数データの統合技術が必要であることが

明らかになり、また、建物だけでなく被災人口や被災農地面積が把握で

きる情報プロダクツのニーズを得ることができた。 

 

・多数の組織間で災害情報を相互に共有するための汎用的なデータ交

換方式（データフレームワーク）として SIP4D-ZIP を新たに開発し、

SIP4D に実装した。「SIP 第２期」の研究開発と連携し、16 県の防災情

報システムと SIP4D の連接実証事業において SIP4D-ZIP を各県のシス

テムに実装し、SIP4Dを介した「国と県」および「県と県」間の双方向

データ共有が実現できることを実証した。これにより SIP4D-ZIP に準
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拠して連接された県との自動的なデータの流通が可能になるととも

に、新規に連接する都道府県に向け共通化された連接インタフェース

を提示することが可能になり、災害情報の相互運用性を高めることが

可能であることが示された。 

 

・災害過程科学の構築に向け、災害発生時に発生する複雑な被害と社会

的な困難の因果関係を明らかにするために、国外の研究者や大学の研

究者らなど、多様な分野の研究者・実務者の協力を得て、災害知を統合

したイベントツリーの整理手法の開発に着手した。中では、災害によっ

て発生する事象の連鎖形態や概念整理に関する既往の研究に基づき、

災害影響の時間的・空間的なスケール拡大に繋がる事象を、既往の発生

事象から抽出する方法の検討を行った。その結果、過去に国内外で発生

した災害の発生事象と影響を関連づけたデータベースが構築でき、豪

雨災害、雪氷災害などのイベントツリーの一部が明らかになった。ま

た、各分野の専門家やステークホルダーとの共同によりイベントツリ

ー等を構築するワークショップ手法の検討を行ない、分野を超えてシ

ナリオを検討する手法の研究を行った。その結果、複雑な社会システム

を解析する手法である ISM（Interpretive Structural Modeling）法を

用いて、発生する可能性のあるシナリオの構造をワークショップで可

視化する手法のプロトタイプができた。加えて、シナリオの量的な把握

においては、災害とライフラインの相互依存性を考慮したライフライ

ン停止と復旧の構造モデルを設計し、システムダイナミクスを用いて

シミュレーションする手法を構築した。構築したシミュレーションを

熊本地震に適用し、評価を行った結果、熊本地震のライフラインの復旧

過程を再現するシステムダイナミクスモデルができた。 

 

・レジリエンス・ファイナンスという新たな研究分野の確立を目指し、

異なる分野の専門家が所属しているという防災科研の強みを活かし、

分野横断的な文献収集及びその整理を試みた。令和２年 10月より毎月

 

 

 

 

 

・防災科研の資産であるハザード情報・リスク情報を活

用したサービスプラットフォームを、防災の現場で活

用する流れと防災の現場で得た情報又はサービスに対

するニーズをサービス開発にフィードバックする互酬

的な研究開発プロセスを、特に長岡市・尼崎市において

実現し、それぞれの地域における防災対策の推進と

YOU@RISK をはじめとするサービスの機能向上を実現す

るなど、防災科研における災害過程科学の構築に向け

た研究としての研究開発モデルを確立した。 
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１回の研究会の実施を通じて、近年の国際学術誌掲載論文を中心に 50

本を超える関連論文・書籍がリスト化でき、精読による論点が整理でき

た。第一の視点は、自然災害保険の発展経緯を追い、それらがどのよう

な科学技術の発展に基づいてきたのかを明らかにするものであり、例

えば、物的損失を補償する古典的保険に対して、フローの減収を補償す

る BI保険の誕生は、損失予測の技術進歩によって可能になり、また金

融面をみると、証券化技術の発展が ILS市場の発展をもたらしている。

第二の視点は、こうした技術が世界各国のレジリエンスを高める政策

にどのように取り入れられているかであり、例えば米国では、政府の水

害保険を民間の再保険会社と契約してリスク分散を試みるなど、新た

な展開が生まれつつある。第三に、災害保険が社会のレジリエンスをど

のように高めているかという点であり、いくつかの先行研究によれば、

保険加入が被害軽減につながるかどうかは見解が分かれており、効果

があるという研究についても、被害軽減のインセンティブよりはむし

ろ保険加入者がリスク情報を認識することによる効果が大きいとされ

ている。このサーベイの大まかな章立てと構成を構築することができ、

今後も研究を継続して令和３年度に出版する予定である。 

 

・水害、津波、地震のそれぞれを対象災害に、個人や地域コミュニティ

自らが、災害時の地域課題の解決過程において、自地域の災害リスク情

報を段階的に表示し、科学的知見に基づいて安全な避難行動を検討し

避難計画が策定できる情報プロダクツ「YOU@RISK」のプロトタイプを開

発した。また、地域コミュニティ自らが「YOU@RISK」を用いて、豪雨災

害または津波災害に対する想定浸水深などの地域のハザード情報（科

学知）をはじめ、防災行政からの各種災害情報（気象防災情報、避難情

報等）と、個々人や地域社会の実態（地域知）をもとに、適切な避難行

動の検討を可能にする避難行動検討プログラムを構築（プロトタイプ）

した。豪雨災害に対しては、令和元年度の台風 19号の被害を受けた新

潟県長岡市千手地区（千手小学校区）の地域コミュニティと協働し、豪
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雨災害時の世帯単位、町会単位、地区（小学校区）単位の安全な避難行

動と避難場所・経路を含む判断基準の検討と行動計画の作成といった

防災活動の実践方針を定めることができ、実践結果を取りまとめた避

難計画の作成と訓練等の検証といった地域ぐるみの避難行動計画が検

討・作成できるようになった。津波災害に対しては、南海トラフ巨大地

震が発生した際の「津波避難要注意地域」に指定されている兵庫県尼崎

市臨海工業団地と協働し、既存の「水平避難」（第１の形）と「垂直避

難」（第２の形）に加え、避難方法の検討と避難訓練を通じて特定でき

た避難時間に応じた避難距離のボトルネックに対し、垂直避難に切り

替えるといった「逐次水平避難」（第３の形）を導入した避難判断フレ

ームが設定でき、より高度で実戦的な避難行動の意思決定につなげる

ことができるようになった。さらに、これらの社会実装においては、防

災対策の検討と実践を支援するファシリテーション手法の開発に向

け、ファシリテーターの基本的機能の定式化を試みた。その結果、地域

防災の実施体制の把握をはじめ、災害時の地域課題の発見と地域実態

を踏まえた具体的な避難行動の検討において、地域防災ファシリテー

ターに求められる具体的な活動内容と、防災情報プロダクツに対する

社会的期待が明らかになった。 

 

・地域コミュニティを対象にした避難行動検討プログラムの研究開発

に加え、小学校の児童を対象に、豪雨災害から自らの命を守るための主

体的な思考力・判断力・行動力の向上による災害対応力を高めることを

目的に、「YOU@RISK」を活用し、地域と連携したアクティブ・ラーニン

グを可能にする豪雨防災教育プログラムの研究開発を行った。具体的

には、文部科学省が定める教育課程（カリキュラム）の基準である新学

習指導要領（2020 年度）に示された防災教育の方針と目標・内容を分

析し、「知る」、「備える」、「行動する」を軸にした学習目標の設定を行

った。そして、Instructional Design 理論の ADDIEプロセスを導入し、

学習目標に即した効果が得られる実効性のある学習プログラム化を実
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現し、洪水ハザードマップを題材とした ICTツールとして「YOU@RISK」

を用いて、小学校の教職員が自ら実践できるよう、学習指導案、スライ

ド資料、ワークシートを作成した。開発したプログラムは、令和元年度

の台風 19号によって豪雨災害の被害を受けた新潟県長岡市立千手小学

校の４年生をモデルにした実践を通じたプログラム評価を行った結

果、質問紙形式で学習目標に沿った効果測定を通じてプログラムの評

価を行った。その結果、プログラム全体を通じて学習前後で統計的に有

意な効果（ｔ検定）が見られ、プログラム全体を通じて学習効果が確認

できた。さらに、実践内容を基に、同市内の教職員による評価の結果を

踏まえ、より学習効果を高める教育プログラムに改善を行った。改善し

たプログラムは長岡市防災危機管理本部と連携し、長岡市内の小中学

校に設置されている防災教育ツール「防災玉手箱」を通じて長岡市内に

展開を予定している。 

 

・大規模災害への対応には被災市町村から国、民間事業者まで多機関が

協調することが不可欠であることから、災害対応の標準化に向けた応

援受援の標準化に着目して調査研究活動を行った。具体的には、現時点

での我が国の応援受援活動の全体像と課題を明らかにするため、令和

元年台風第 19号災害時の応援受援活動を事例について、全国の都道府

県及び市区町村を対象とした悉皆調査を行い、応援側および受援側の

両面から、地方自治体間の応援受援活動の全体像を明らかにした。その

結果、複数の制度による派遣活動が並立していること、現場業務支援の

派遣に比べ、計画立案などのマネジメント支援の派遣が少ないことな

どを明らかにした。また、調査結果より、応援および受援の複数機関で

円滑な対応を行うために必要となる、共通の対応計画の策定が促進さ

れるよう、令和元年度の海外現地調査等にもとづき、米国の NIMSを参

考に複数機関による中期対応計画策定の標準手順（立案プロセスなど）

を検討し、書類様式の共通テンプレート（案）を作成し、主要な応援業

務ごとのサンプルの作成に着手した。さらに、近年に重要度の増してい
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る高齢者等の災害時要配慮者への自治体の支援業務について、令和元

年 30 年台風第 15 号の実態調査を実施し、求められる業務内容等の整

理、応援受援手順の標準化等の検討を行った。その結果、ライフライン

被害、特に停電による高齢者の健康への影響は大きく、災害による入居

高齢者の体調悪化を防ぐためには、通常どおりの食事提供ができるよ

うに施設を支援することが重要であることが明らかになった。さらに、

地域生活を継続するためには、医療や介護サービス等の生活支援が重

要なため、これらを早期に復旧させることと、地域高齢者の住居に損壊

がある場合は、住宅修理や住み替えの手続き等の支援が必要であるこ

とが明らかになった。 

     

 

４．その他参考情報 

特になし 

 

 

 

  



92 

 

２－１－４－２ 国立研究開発法人防災科学技術研究所 年度評価 項目別評定調書（業務運営の効率化に関する事項） 

 

１．当事務及び事業に関する基本情報 

Ⅱ―１ 
柔軟かつ効率的なマネジメント体制の確立：（１）研究組織及び事業の見直し、（２）内部統制、（３）研究開発等に係る評

価の実施 

当該項目の重要度、難易度  関連する政策評価・行政事業レ

ビュー 

令和３年度行政事業レビュー番号 0272 

 

２．主要な経年データ 

 評価対象となる

指標 

達成目標 基準値等 

（前中長期目標

期間最終年度値

等） 

平成 28年度 平成 29年度 平成 30年度 令和元年度 令和２年度 令和３年度 令和４年度 （参考情報） 

当該年度までの累積値等、必要

な情報 

― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― 

― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― 

― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― 

― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― 

― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― 

― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― 

 

３．中長期目標、中長期計画、年度計画、主な評価軸、業務実績等、年度評価に係る自己評価及び主務大臣による評価 

 中長期目標、中長期計画、年度計画 

主な評価指標等 
法人の業務実績等・自己評価 

主務大臣による評価 
主な業務実績等 自己評価 

１．柔軟かつ効率的なマネジ １．柔軟かつ効率的なマネジメント体制の確立 １．柔軟かつ効率的なマネジメント体制の確立 評定 Ａ 
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メント体制の確立 <自己評価> 

評定：Ａ 

 

<評定に至った理由> 

防災科研の活動により、中長期計画における所期の目

標を上回る成果が得られているため、評定とＡとする。 

 

（Ａ評定の根拠） 

○「柔軟かつ効率的なマネジメント体制の確立」とし

て、職員個々及び所全体としての研究開発能力及び経

営管理能力の強化を図った以下の実績は、顕著な成果

として高く評価できる。 

・職員の意欲に根ざした取組として、自らの使命や課題

を所全体で議論・共有することで各分野に亘る有意義

な活動の展開を図るため、国難災害を乗り越えるため

に防災科研が担うべき役割等についてのブランディン

グ活動を前年度に引き続き実施した。具体的には、理事

長と職員一人ひとりとの意見交換の実現、研究系職員

を対象とした研究動画の作成及び成果発表会における

当該動画発表及びベスト 10研究動画の選出、知の収集

を目的としたワークショップ開催、財務情報と非財務

情報をまとめた「統合レポート 2020」の作成等により、

組織ブランドを強化する活動に取り組んだ。 

・組織体制については、中長期目標の達成に向けて業務

を遂行するにあたり、産学官民によるイノベーション

の共創を全所的に推進するため「イノベーション共創

本部」を設置し、また、双方向のコミュニケーションを

通じて、多様なステークホルダーとの協働につなげる

機能を強化するため「広報・ブランディング推進課」を

＜評定に至った理由＞ 

以下に示すとおり、国立研究開発法人の活動

により、中長期計画における所期の目標を上

回る成果が得られていると認められるため。 

 

・「柔軟かつ効率的なマネジメント体制の確

立」として、職員個々及び防災科研全体として

の研究開発能力及び経営管理能力の強化を図

った実績は、顕著な成果として高く評価でき

る。 

・国が推進する「健康経営」の考え方を研究開

発法人として積極的に取り入れ、具体的な方

針を宣言の形で示すことにより、組織全体の

健康管理を経営的な視点で考え、戦略的に実

践する取り組みを開始したことは、高く評価

できる。 

 

＜今後の課題＞ 

― 

＜その他事項＞ 

― 
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設置した。 

・理事長のリーダーシップの下、「健康経営」の実現に

向けた取組の開始、研究部門と事務部門の対話を主た

る目的とした連絡調整会議の積極的運用と、議論の結

果の職員にとって魅力ある職務環境及び研究環境の整

備への反映、新型コロナウイルス感染症への対応に始

まるニューノーマルの実現とそのためのデジタル環境

の整備と運用、ブランディングの推進と社会との関係

を重視した共創活動の実施、勤怠管理システムや財務

会計システム、業務支援システム、研究業績総合利活用

システムの整備運用等による組織及び個人の行動また

は成果の「見える化」、リスク管理とコンプライアンス

の効果的推進を実施するなど、研究成果の最大化を図

り、社会に役立つ、かつ、災害対応につなげる組織とし

ての役割を果たすために、職員が一丸となって、各部

門・部署の垣根を越えた連携を図り、業務に取組むこと

ができる体制構築を推進した。 

 

 

（１）研究組織及び事業の

見直し 

 

＜評価の視点＞ 

【体制の観点】 

○法人の長のマネジメント

をサポートする仕組み、体

制等が適切であるか 

・経営企画体制の強化、統

合的・分野横断的に研究開

（１）研究組織及び事業の見直し 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(１)研究組織及び事業の見直し 

 

補助評定：Ａ 

 

<補助評定に至った理由> 

防災科研の活動により、中長期計画における所期の目

標を上回る成果が得られていると認められるため、Ａ

評定とする。 

 

（Ａ評定の根拠） 

補助評定 Ａ 

＜補助評定に至った理由＞ 

以下に示すとおり、国立研究開発法人の活動

により、中長期計画における所期の目標を上

回る成果が得られていると認められるため。 

 

・理事長と職員一人ひとりが意見交換を行い

防災科研全体の担うべき役割を全員と共有化

したこと、また、成果発表会における当該動画

発表、ベスト 10研究動画の選出など創意工夫
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発を行う研究体制の再編を

推進することができたか。 

・理事長のリーダーシップ

の下での業務の継続的改

善、権限と責任を明確にし

た組織運営、国・関係機関

と役割分担を考慮した研究

開発を行ったか。 

 

【長としての資質の観点】 

○リーダーシップが発揮さ

れているか 

・法人の長がリーダーシッ

プを発揮できる環境は整備

され、実質的に機能してい

るか。 

 

 

 

 

 

 

・理事長のリーダーシップの下、「研究開発成果の最大化」に向け

て、研究開発能力及び経営管理能力の強化に取り組んだ。 

 

 

 

 

・理事長の強力なリーダーシップの下、職員が各部署の垣根を超えて

一丸となるための取組（ブランディング）の一環として、研究と社会

の関係を考えるための所内ワークショップを開催するとともに、企

画・合意形成に当たり、所内外でワークショップを開催する文化の定

着を進めた。 

また、防災科研のアイデンティティを統一的に伝えていくための、VI

（Visual Identity）ガイドラインを整備し、情報発信における表

記・呼称の統一による職員の意識共有を図った。 

さらに、成果発表会における研究者一人ひとりの成果発表への所外投

票等の実施とベスト 10研究成果の表彰（今年度は、コロナ禍を踏ま

え、会場でのポスター発表形式から、動画をウェブサイトで事前公開

する形式に変更。）を実施した。 

令和元年度に初めて作成した財務情報と非財務情報をまとめた「統合

レポート」を、2020年版として作成した。 

 

・「知の統合」に関して、防災科研、土木研究所ユネスコ後援機関水

災害・リスクマネジメント国際センター（ICHARM）、東京大学地震研

究所、京都大学防災研究所等 15機関が参画する防災減災連携研究ハ

○「研究組織及び事業の見直し」として、職員個々及び

所全体としての研究開発能力及び経営管理能力の強化

を図った以下の実績は、顕著な成果として高く評価で

きる。 

 

・理事長のリーダーシップの下、「研究開発成果の最大

化」に向けて、研究開発能力及び経営管理能力の強化に

取り組んだ。職員の意欲に根差した取組を開始し、自ら

の使命や課題を所全体で議論・共有することで、各分野

に渡る有意義な活動の展開を図った。 

 

・職員の意欲に根ざした取組として、自らの使命や課題

を所全体で議論・共有することで各分野に亘る有意義

な活動の展開を図るため、国難災害を乗り越えるため

に防災科研が担うべき役割等についてのブランディン

グ活動を前年度に引き続き実施した。具体的には、理事

長と職員一人ひとりとの意見交換の実現、研究系職員

を対象とした研究動画の作成及び成果発表会における

当該動画発表及びベスト 10研究動画の選出、知の収集

を目的としたワークショップ開催、財務情報と非財務

情報をまとめた「統合レポート 2020」の作成等により、

組織ブランドを強化する活動に取り組んだ。 

 

 

 

 

・防災減災連携研究ハブでの活動等我が国の研究機関

を主導した知の統合に関する取組を実施し、国難災害

に対するレジリエンス向上に寄与した。 

した取り組みにより、組織ブランド強化に繋

げたことは高く評価できる。 

・国民や政府、企業が用いる自然災害に関する

情報プロダクツの開発に関連する研究を重点

的に行うため、組織を再編成したことは高く

評価できる。 

 

＜今後の課題＞ 

― 

＜その他事項＞ 

― 
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ブの事務局を担った。ハブでは、日本学術会議の提言「災害レジリエ

ンスの強化による持続可能な国際社会実現のための学術からの提言－

知の統合を実践するためのオンライン・システムの構築とファシリテ

ータの育成－」の取りまとめを、日本学術会議・科学技術を活かした

防災・減災政策の国際的展開に関する検討委員会と編成する合同タス

クフォースにおいて取り組んだ。 

 

・経営に関する戦略立案、環境整備、業務体制、危機管理などをより

一層効率的・効果的に行うため、企画機能、研究推進・支援を一体で

行う企画部を設置し、企画機能を強化している。柔軟かつ効率的なマ

ネジメントを行うため、理事長直属で特命事項を担当する審議役を４

名配置し、理事、企画部、審議役が連携して理事長を支える体制を整

備している。 

 

・組織体制については、中長期目標の達成に向けて業務を遂行するに

あたり、防災科学技術の活性化及びイノベーション創出並びに防災に

関する知の統合のための産学官民による研究開発及びその成果の利活

用を推進するため、理事長を本部長とする「イノベーション共創本

部」を新たに設置した。また、多様なステークホルダーとの協働つな

げる機能を強化するため、広報活動のほか、ブランディング推進に係

る業務についても行う「広報・ブランディング推進課」を設置した。 

 

・第４期中長期計画の研究開発を推進するための制度として、プロジ

ェクト（８プロジェクト）を設置し、基礎研究部門に研究部門長、セ

ンターにセンター長、プロジェクトに研究統括を置き各業務に係る権

限と責任を明確化するとともに、クロスアポイントメント制度の活用

等により多様な人材の確保と研究力の向上を図った。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

・組織体制については、中長期目標の達成に向けて業務

を遂行するにあたり、産学官民によるイノベーション

の共創を全所的に推進するため「イノベーション共創

本部」を設置し、また、双方向のコミュニケーションを

通じて、多様なステークホルダーとの協働につなげる

機能を強化するため「広報・ブランディング推進課」を

設置した。 
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・防災科研の業務運営に係る重要事項等について毎年開催している経

営諮問会議については、新型コロナウイルス感染防止の観点から、会

議の開催に替えて、理事、企画部及び若手職員により有識者から個別

に助言及び提言を受けた。有識者からの意見等は、役員等をはじめ所

内で共有し、業務運営に反映するとともに、次期中長期計画策定の検

討においても活用した。 

 

・防災科研の経営に係る重要事項等について議論する拡大役員会議及

び役員会議を開催しており、事業運営の効率性、透明性の確保に努め

た。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

・新型コロナ感染症の感染拡大に対応して、経営諮問会

議の開催に替えて、防災科研の業務運営に関する重要

事項等について委員等に個別に助言及び提言を受け

た。 
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（２）内部統制 

 

＜評価の視点＞ 

【体制の観点】 

○法人の長のマネジメント

をサポートする仕組み、体

制等が適切であるか 

・理事長のリーダーシップ

の下での業務の継続的改

善、権限と責任を明確にし

た組織運営を行ったか。 

・監事監査において、法人

の長のマネジメントについ

て留意しているか。 

・監事監査において把握し

た改善点等について、必要

に応じ、法人の長、関係役

員に対し報告しているか。

その改善事項に対するその

後の対応状況は適切か。 

 

【長としての資質の観点】 

○リーダーシップが発揮さ

れているか 

・法人の長がリーダーシッ

プを発揮できる環境は整備

され、実質的に機能してい

るか。 

（２）内部統制 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

・防災科研では、中長期計画に基づき、研究成果の最大化を図り、社

会に役立つ、かつ、災害対応につなげる組織としての役割を果たすた

めに、職員が一丸となって、各部門・部署の垣根を越えた連携を図

り、業務に取組むことができる体制構築を推進した。 

 令和２年度は、前年度の取組に引き続き、以下のとおり取組んだ。 

①理事長のリーダーシップの下の「健康経営」の実現とこれを支える

研究部門と事務部門の対話による職員にとって魅力ある職務環境及び

研究環境の整備 

②新型コロナ禍への対応に始まるニューノーマルの実現とそのための

デジタル環境の整備と運用 

③ブランディングの推進と社会との関係を重視した共創活動の実施 

④勤怠管理システムや財務会計システム、業務支援システム、研究業

績総合利活用システムの整備運用等による組織及び個人の行動または

成果の「見える化」 

⑤リスク管理とコンプライアンスの効果的推進 

⑥外部法人設立に向けた経営管理上の適正な体制 

(２)内部統制 

 

補助評定：Ａ 

 

<補助評定に至った理由> 

防災科研の活動により、中長期計画における所期の目

標を上回る成果が得られているため、Ａ評定とする。 

 

（Ａ評定の根拠） 

○「内部統制」として、職員個々及び所全体としての研

究開発能力及び経営管理能力の強化を図った以下の実

績は、顕著な成果として高く評価できる。 

 

・理事長のリーダーシップの下、「健康経営」の実現に

向けた取組の開始、研究部門と事務部門の対話を主た

る目的とした連絡調整会議の積極的運用と、議論の結

果の職員にとって魅力ある職務環境及び研究環境の整

備への反映、新型コロナウイルス感染症への対応に始

まるニューノーマルの実現とそのためのデジタル環境

の整備と運用、ブランディングの推進と社会との関係

を重視した共創活動の実施、勤怠管理システムや財務

会計システム、業務支援システム、研究業績総合利活用

システムの整備運用等による組織及び個人の行動また

は成果の「見える化」、リスク管理とコンプライアンス

の効果的推進を実施するなど、研究成果の最大化を図

り、社会に役立つ、かつ、災害対応につなげる組織とし

ての役割を果たすために、職員が一丸となって、各部

門・部署の垣根を越えた連携を図り、業務に取組むこと

ができる体制構築を推進した。 

補助評定 Ａ 

＜補助評定に至った理由＞ 

以下に示すとおり、国立研究開発法人の活動

により、中長期計画における所期の目標を上

回る成果が得られていると認められるため。 

 

・研究成果の最大化を図るため、成果の見える

化や、リスク管理とコンプライアンスの効果

的推進を実施したほか、「科学技術・イノベー

ション創出の活性化に関する法律」に基づく

外部法人の設立に向け、内部統制の観点から

検討すべき事項を整理し、準備が着実に進捗

しているなど、組織全体に横串を通した活動

を推進し、強い組織体制の構築に注力したこ

とは高く評価できる。 

・組織全体の健康管理を経営的な視点で考え、

戦略的に実践する取り組みを目指す理事長の

健康経営宣言は、高く評価できる。 

 

＜今後の課題＞ 

・新型コロナウイルスの感染リスクに鑑み、特

に研究プロジェクトのリーダーなど主要な人

材が外れた場合に、進捗に影響を及ぼすこと

がないような体制の構築を期待したい。 

 

＜その他事項＞ 

― 
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・法人の長は、組織にとっ

て重要な情報等について適

時的確に把握するととも

に、法人のミッション等を

役職員に周知徹底している

か。 

・法人の長は、法人の規模

や業種等の特性を考慮した

上で、法人のミッション達

成を阻害する課題（リス

ク）のうち、組織全体とし

て取り組むべき重要なリス

クの把握・対応を行ってい

るか。 

・法人の長は、内部統制の

現状を的確に把握した上

で、リスクを洗い出し、そ

の対応計画を作成・実行し

ているか。 

 

 

・理事長のリーダーシップの下の「健康経営」の実現とこれを支える

研究部門と事務部門の対話による職員にとって魅力ある職務環境及び

研究環境の整備にあたり、全職員と経営陣との意見交換会、次期中長

期計画の検討にあたっての全所員が「わがこと」意識をもって取り組

むためのワークショップの開催や、拡大役員会議の全所員によるウェ

ブ傍聴の許可など情報と意識の共有を推進した。連絡調整会議など事

務部門と研究部門との建設的な対話も開始され、その中から職員が力

を発揮できるよう働きやすい勤務環境、研究環境の整備が進められ

た。 

 

・新型コロナ禍への対応に始まるニューノーマルの実現とそのための

デジタル環境の整備と運用に向け、令和２年４月の政府の緊急事態宣

言、そして出勤者７割減の要請を受けて、テレワーク、在宅勤務の導

入を急遽行ったことで、当初はテレワーク用 PCの不足、VPN接続手続

きの遅れなどの混乱も若干見られたが、試行錯誤の１年を経て、テレ

ワーク勤務、ウェブ会議など遠隔での就労・会議が定着した。 

 

 

・ブランディングの推進と社会との関係を重視した共創活動の実施に

あたり、防災科研の生み出す価値、アイデンティティ、そこに働く者

としての矜持等についての意識の共有、深化に努めた。IR統合レポー

トなど、外に向かって防災科研の価値を訴えていく「コーポレート・

リレーション」の取組は進みつつあるが、所内に向けての「インナ

ー・ブランディング」活動については十分とは言い難い状況であっ

た。 

 

・勤怠管理システムや財務会計システム、業務支援システム、研究業

績総合利活用システムの整備運用等による組織及び個人の行動または

 

・理事長のリーダーシップの下、年度を通して、全職員

とのコミュニケーションを積極的に試みたことは、魅

力ある職場環境及び研究環境の整備に適切に取り組ん

でいる証拠であり、常日頃職員一人ひとりの状況を把

握し、問題点と改善方向を図るための取組を実施した。 

 

 

 

 

 

・新型コロナウイルス感染症という未曽有のリスクに

対し、テレワーク制度の早期導入を図り、実施を推進し

たことは迅速かつ円滑な業務運営の維持のために極め

て有効な対応であり、所内において、不測の事態に対

し、柔軟な対応が可能となる適切な組織体制が整って

いることを示すものであった。 

 

 

・防災に対する国民の興味が深まる中、自己の生み出す

情報の価値をいち早く認識し、ブランディングの推進

に当たったことは、組織として内的には職員の意識向

上に、外的には防災科研の価値の向上に資するもので

あり、適切なブランディング活動が実施された。 

 

 

 

・令和元年度に導入された各システムが有効に機能す

るようになり、組織として適切な管理業務の実施が可
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成果の「見える化」の取組にあたり、これまで勤怠管理システムや財

務会計システム、業務支援システム等を活用し、予算執行委の見える

化、実行予算配算方針の見える化、個人のスケジュールの見える化な

どを進めてきたところであり、成果も上がってきた。 

 

・リスク管理計画表に関しては、令和元年度に大幅に見直し、新たな

リスク項目を付け加え、優先度を再評価するとともに、モニタリング

が可能なように、対応策の充実を図ったところであり、各部署のリス

ク推進担当者を中心に、その実施と点検を図った。所として対応すべ

き新たなリスクとして、SIPプロジェクト「国家レジリエンス」に関

する管理法人としてのリスク、情報プロダクツの提供に関わる法務的

リスク、テレワークやクラウド利用に伴う所外の情報システム利用に

関するリスクなどが挙げられ、これらのリスクを踏まえ、リスク管理

計画表の見直しを行い、適切なリスクマネジメントに取り組んだ。 

 

・モニタリングの一環として内部監査及び監事監査を実施し、理事長

等に業務運営に関する助言等の提示を行った。特に監事監査の実施に

当たっては、中長期計画に定められた業務が円滑に運ばれているかと

いう観点から、内部統制の推進状況、研究業務および事務業務の状況

ならびに組織の運営状況などを重点に置いた。 

 

・平成 30年度に導入した勤怠管理システムを活用し、テレワーク制

度における適切な労務管理を可能とした。 

また、既存の安否確認システムを活用し、新型コロナウイルス感染症

対策として毎朝の職員の体調確認の効率化を実現した。 

 

・「科学技術・イノベーション創出の活性化に関する法律」に基づ

く、防災科研の社会成果の社会実装を推進するため、令和３年度中に

防災科研の出資に係る外部法人の設立に向け、各種準備が進められ

能となった。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

・従業員の労務状況や体調状況の迅速な集約管理の実

現により、素早い意思決定に基づく適切な業務管理に

大きな成果が期待できる状態となった。 
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た。これについて、内部的な検討事項、知財関連、財務会計上の整

理、利益相反マネジメント、人事制度等、検討すべき事項が多岐にわ

たるため、防災科研全体の関係部署の力を結集して十分な制度設計に

取り組んだ。 

 

 

（３）研究開発等に係る評

価の実施 

 

＜評価の視点＞ 

【体制の観点】 

○法人の長のマネジメント

をサポートする仕組み、体

制等が適切であるか 

・理事長のリーダーシップ

の下での業務の継続的改

善、外部からの意見や社会

における活用を考慮した研

究評価を行ったか。 

 

【長としての資質の観点】 

○リーダーシップが発揮さ

れているか 

・法人の長がリーダーシッ

プを発揮できる環境は整備

され、実質的に機能してい

るか。 

・中長期目標・計画の未達

成項目（業務）についての

（３）研究開発等に係る評価の実施 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

・年度計画に基づく業務の実施状況を踏まえた今後の計画について

は、研究統括・センター長等からヒアリングを行って確認するととも

に、共用施設の利用計画の策定については、関係機関や外部有識者を

含めた運用委員会又は利用委員会での審議の結果、決定している。こ

れらの業務の実施状況については、前述のヒアリングのほか、研究職

員及び事務職員の業績評価などを通じて適宜把握を行うとともに、毎

年の評価委員会で評価している。 

 

(３)研究開発等に係る評価の実施 

 

補助評定：Ｂ 

 

<補助評定に至った理由> 

中長期計画における所期の目標を達成していると認め

られるため、Ｂ評定とする。 

 

（Ｂ評定の根拠） 

○以下の実績により、中長期計画における所期の目標

を達成した。 

 

・所全体として、自己評価に関し、評価委員会で毎年評

価を実施している。 

 

補助評定 Ｂ 

＜補助評定に至った理由＞ 

以下に示すとおり、中長期計画における所期

の目標を達成していると認められるため。 

 

・業務の実施状況について、ヒアリング等を通

じて適宜把握を行うとともに、評価委員会で

評価を行っていることは評価できる。 

 

＜今後の課題＞ 

― 

＜その他事項＞ 

― 
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未達成要因の把握・分析・

対応等に着目しているか。 

 

４．その他参考情報 

特になし 
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２－１－４－２ 国立研究開発法人防災科学技術研究所 年度評価 項目別評定調書（業務運営の効率化に関する事項） 

 

１．当事務及び事業に関する基本情報 

Ⅱ―２ 
業務の効率化：（１）経費の合理化・効率化、（２）人件費の合理化・効率化、（３）契約状況の点検・見直し、（４）電子化

の推進 

当該項目の重要度、難易度  関連する政策評価・行政事業レ

ビュー 

令和３年度行政事業レビュー番号 0272 

 

２．主要な経年データ 

 評価対象となる指

標 

達成目標 基準値等 

（前中長期目

標期間最終年

度値等） 

平成 28年度 平成 29年度 平成 30年度 令和元年度 令和２年度 令和３年度 令和４年度 （参考情報） 

当該年度までの累積値等、必

要な情報 

一般管理費（百万

円） 

― 199 193 219 250 287 285 ― ― ― 

効率化（％） 毎年度平均

で前年度比

３％以上 

― 3.0％ △5.3％ △8.2％ △5.3％ △7.8% ― ― ― 

業務経費（百万円） ― 7,472 5,659 5,939 8,521 9,985 9,863 ― ― ― 

効率化（％） 毎年度平均

で前年度比

１％以上 

― 24.3％ 9.7％ △8.0％ △10.3％ △8.0% ― ― ― 

 

３．中長期目標、中長期計画、年度計画、主な評価軸、業務実績等、年度評価に係る自己評価及び主務大臣による評価 

 中長期目標、中長期計画、年度計画 

主な評価指標等 
法人の業務実績等・自己評価 

主務大臣による評価 
主な業務実績等 自己評価 

 ２．業務の効率化 ２．業務の効率化 評定 Ａ 
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<自己評価> 

評定：Ａ 

 

<評定に至った理由> 

防災科研の活動により、中長期計画における所期の目

標を上回る成果が得られているため、評定をＡとする。 

 

（Ａ評定の根拠） 

○「業務の効率化」として、「経費の合理化・効率化」

や新型コロナウイルス感染症対策を逆手にとった「電

子化の推進」を実施した以下の実績は、顕著な成果とし

て高く評価できる。 

・予算の配分について、固定費が年々増加する中、一層

の経費の精査、合理化及び削減が必要であったことか

ら、所内各組織からヒアリングを行い、最低限必要とな

る経費を明らかにしたことにより、経費を合理化・削減

するとともに、例年より時期を前倒しして所内に配算

し、より円滑な執行を行うことが可能となった。 

・令和元年度から令和２年度に「財務会計システム」を

改修し、予算執行状況の「見える化」を図ったことによ

り、同システムを使用する職員誰もがアクセスした日

の前日時点における執行状況を一覧で把握することが

可能となり、また、予算実施請求書等の提出期限の定期

的な周知徹底を行うことで、予算執行の透明化や各部

署における予算執行管理の合理化・効率化が促進され、

防災科研内における予算執行管理に関する意識の醸成

を図られたことにより、運営費交付金の執行の早期化

が図られた。 

＜評定に至った理由＞ 

以下に示すとおり、国立研究開発法人の活動

により、中長期計画における所期の目標を上

回る成果が得られていると認められるため。 

 

・テレワーク勤務の制度化や、それを支える仕

組みの導入、個人の負担にならない法人携帯

番号の導入などが進められたことにより、出

勤を前提とした体制と遜色のない水準で各種

の業務を実施したことは、高く評価できる。 

・現場の研究者の課題解決に資する制度改善

を進めたことにより、研究の進捗の後押しに

つながるよう、一定の経費について例年より

時期を一カ月程度前倒しして配分が実現され

るなど、防災科研の運営に相応しい業務の効

率化が進められたことは高く評価できる。 

 

＜今後の課題＞ 

・次期の中長期計画策定に向け、無理のない、

全員参加型の効率的な業務運営を図っていく

ために、形だけにならないような取組が継続

する仕組みの導入を期待したい。 

 

＜その他事項＞ 

― 
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・新型コロナウイルス感染症対策に際しては、新たにテ

レワーク制度を導入し、勤怠管理システムを活用した

テレワークにおける業務開始・終了の報告等の手続き

の効率化を行うとともに、所が経費を負担する「050」

の電話番号を職員私用のスマートフォン等に付与する

テレワーク時のコミュニケーション促進ツールを導入

した。また、令和元年に導入した業務支援システムを活

用した電子決裁の運用開始や施設等の電子予約システ

ムの利用範囲の拡大、さらに、原則として紙の書面の作

成・提出等、押印、又は対面での手続きを廃止し、FAX

の棚卸しをするなど、業務の合理化・効率化を図った。 

・新型コロナウイルス感染症の感染拡大対策による出

勤回避の対応の一環として、テレビ会議システム導入

や Web での会議が増えたことによる拡大役員会議・役

員会議を始めとする会議資料のペーパーレス化を一気

に促進するとともに、年末調整に係る申告や源泉徴収

票の発行手続き等の人事給与手続きの電子化、初任者

向け防災科研ガイダンスの電子媒体配布や各種研修の

リモート開催・e-ラーニングを行うなど、電子化を強力

に推進した。 

 

 

（１）経費の合理化・効率

化 

 

＜主な定量的指標＞ 

・一般管理費の効率化（数

値目標：毎年度平均で前年

度比３％以上） 

（１）経費の合理化・効率化 

 

 

 

 

 

 

(１)経費の合理化・効率化 

 

補助評定：Ａ 

 

<補助評定に至った理由> 

防災科研の活動により、中長期計画における所期の目

標を上回る成果が得られているため、Ａ評定とする。 

補助評定 Ａ 

＜補助評定に至った理由＞ 

以下に示すとおり、国立研究開発法人の活動

により、中長期計画における所期の目標を上

回る成果が得られていると認められるため。 

 

・予算の配分について、一層の経費の精査、合



106 

 

・業務経費の効率化（数値

目標：毎年度平均で前年度

比１％以上） 

 

＜その他の指標＞ 

・「独立行政法人の事務・事

業の見直しの基本方針」へ

の取組 

 

 

 

 

 

・予算の配分について、固定費が年々増加する中で経費の精査が必要

であったことから、所内各組織からヒアリングを行い、最低限必要と

なる経費を明らかにしたことにより、経費を合理化するとともに、例

年より時期を前倒しして配算することが可能となった。また、業務効

率化の検討に当たり経費区分を明確化し、経費の見える化を図った。 

 

 

 

・令和元年度から令和２年度に「財務会計システム」を改修し、予算

執行状況の「見える化」を図ったことにより、同システムを使用する

職員誰もがアクセスした日の前日時点における執行状況を一覧で把握

することが可能となり、また、予算実施請求書等の提出期限の定期的

な周知徹底を行うことで、予算執行の透明化や各部署における予算執

行管理の合理化・効率化が促進され、防災科研内における予算執行管

理に関する意識の醸成を図られたことにより、令和元年度に引き続き

運営費交付金の執行の早期化が図られた。 

 

 

 

・一般管理費削減の取組としては、つくば市近郊にある独立行政法人

及び大学とで共同調達を継続し、経費の削減に取組、また引き続きパ

ソコン類のリユース、リサイクルにより、産業廃棄物の廃棄処分費用

の削減を実施した。業務経費の効率化の取組としては、役務等の契約

の複数年化を引き続き検討し、経費の削減を図った。 

 

（Ａ評定の根拠） 

○「業務の効率化」として、「経費の合理化・効率化」

を実施した以下の実績は、顕著な成果として高く評価

できる。 

・予算の配分について、固定費が年々増加する中で経費

の精査が必要であったことから、所内各組織からヒア

リングを行い、最低限必要となる経費を明らかにした

ことにより、経費を合理化するとともに、例年より時期

を前倒しして配算することが可能となった。また、業務

効率化の検討に当たり経費区分を明確化し、経費の見

える化を図った。 

 

・令和元年度から令和２年度に「財務会計システム」を

改修し、予算執行状況の「見える化」を図ったことによ

り、同システムを使用する職員誰もがアクセスした日

の前日時点における執行状況を一覧で把握することが

可能となり、また、予算実施請求書等の提出期限の定期

的な周知徹底を行うことで、予算執行の透明化や各部

署における予算執行管理の合理化・効率化が促進され、

防災科研内における予算執行管理に関する意識の醸成

を図られたことにより、令和元年度に引き続き運営費

交付金の執行の早期化が図られた。 

 

・経費の合理化については、他機関との共同調達の実

施、パソコン類のリユース・リサイクルによる産業廃棄

物処分費用の削減、役務契約の複数年化による経費の

削減などの努力が続けられている。 

 

理化及び削減を目的に、防災科研内各組織か

らヒアリングを行い、最低限必要となる経費

を明らかにしたことにより、経費を合理化・削

減するとともに、例年より時期を一カ月程度

前倒しして防災科研内に配算し、より円滑な

執行を行ったことは高く評価できる。 

 

＜今後の課題＞ 

― 

＜その他事項＞ 

― 
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・新型コロナウイルス感染症対策に際しては、新たにテレワーク制度

を導入し、勤怠管理システムを活用し、これまでテレワークにおいて

メールや電話等による業務開始・終了の報告等の手続きについて、同

システム上による申告を可能とし、労務状況の管理に伴う業務の効率

化を実現した。また、所が経費を負担する「050」の電話番号を職員

私用のスマートフォン等に付与するテレワーク時のコミュニケーショ

ン促進ツールを導入し、業務の効率化を図った。 

 

・令和元年度に導入した業務支援システム更なる活用（電子決裁や電

子申請の運用開始や研究活動用車両の施設等の電子予約システムの利

用範囲の拡大）を行い、テレワークを念頭とした業務の電子化や、情

報の集約・一元化を図ったことにより、業務効率化を実施した。 

 

・国民や事業者等に対して紙の書面の作成・提出等、押印、又は対面

での手続きを求めているものについて、原則として、紙の書面の作

成・提出等、押印、又は対面での手続きを廃止し、業務の合理化・効

率化を図った。 

 

・その他、ファックス（回線を含む）の棚卸（廃止 10回線）、会計シ

ステムライセンス数の棚卸、研究活動用車両の廃止（つくば本所△１

台、三木支所△１台）、災害派遣者への出張旅費の即日支払いシステ

ム構築などを行い、業務の合理化・効率化を実施した。 

 

・これまでに各種実験施設や観測機器の運用及び維持管理、観測デー

タ収集、スーパーコンピュータの運用など、可能な限り民間委託やア

ウトソーシングの活用を図っているところであるが、業務の効率化が

研究開発能力を損なうことなく、継続的な維持・向上に繋がるものと

なるよう十分に配慮した。 

 

・新型コロナウイルス感染症対策に際しては、新たにテ

レワーク制度を導入し、勤怠管理システムを活用した

テレワークにおける業務開始・終了の報告等の手続き

の効率化を行うとともに、所が経費を負担する「050」

の電話番号を職員私用のスマートフォン等に付与する

テレワーク時のコミュニケーション促進ツールを導入

した。また、令和元年に導入した業務支援システムを活

用した電子決裁の運用開始や施設等の電子予約システ

ムの利用範囲の拡大、さらに、原則として紙の書面の作

成・提出等、押印、又は対面での手続きを廃止し、FAX

の棚卸しをするなど、業務の合理化・効率化を図った。 
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・「一般管理費」及び「業務経費」は、新規に追加されるもの及び拡

充分、人件費(有期雇用職員人件費は除く)、公租公課及び特殊要因経

費を控除した額は、それぞれ 275百万円及び 7,184百万円となり効率

化目標の３％及び１％を達成した。 

 

 

（２）人件費の合理化・効

率化 

 

＜評価の視点＞ 

【総人件費改革への対応】 

・取組開始からの経過年数

に応じ取組が順調か。ま

た、法人の取組は適切か。 

 

【給与水準】 

・給与水準の高い理由及び

講ずる措置（法人の設定す

る目標水準を含む）が、国

民に対して納得の得られる

ものとなっているか。 

・法人の給与水準自体が社

会的な理解の得られる水準

となっているか。 

・国の財政支出割合の大き

い法人及び累積欠損金のあ

る法人について、国の財政

支出規模や累積欠損の状況

（２）人件費の合理化・効率化 

 

 

・定員及び人件費削減の基本方針に基づき、引き続き事務部門及び研

究部門の計画的な人員の配置を行った。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

①給与水準の適切性 

・防災科研の俸給表は事務系職、研究職ともに国家公務員と同じ俸給

表を適用しており、給与基準は国家公務員の給与に準拠している。令

和２年度における国家公務員と比較した給与水準は、以下のとおり適

切な給与水準であった。 

 

１）ラスパイレス指数 

(２)人件費の合理化・効率化 

 

補助評定：Ｂ 

 

<補助評定に至った理由> 

中長期計画における所期の目標を達成していると認め

られるため、Ｂ評定とする。 

 

（Ｂ評定の根拠） 

○以下の実績により、中長期計画における所期の目標

を達成した。 

 

 

 

 

・防災科研の俸給表は事務系職、研究職ともに国家公務

員と同じものを適用しており、また役員報酬も国家公

務員指定職俸給表と同様の範囲で支給された。これに

より、職員の給与水準及び役員報酬は適切なレベルに

保たれており、また、これらの数値についてはホームペ

ージで適切に公表がなされた。 

 

補助評定 Ｂ 

＜補助評定に至った理由＞ 

以下に示すとおり、中長期計画における所期

の目標を達成していると認められるため。 

 

・職員の給与及び役員報酬が適切なレベルに

保たれていることは評価できる。 

 

＜今後の課題＞ 

― 

＜その他事項＞ 

― 
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を踏まえた給与水準の適切

性に関して検証されている

か。 

 

【諸手当・法定外福利費】 

・法人の福利厚生費につい

て、法人の事務・事業の公

共性、業務運営の効率性及

び国民の信頼確保の観点か

ら、必要な見直しが行われ

ているか。 

 

・令和２年度の防災科研の国家公務員に対するラスパイレス指数は、

下記のとおりであった。 

事務系職員：101.4 

年齢・地域・学歴勘案 102.4 

研究職員： 100.0 

年齢・地域・学歴勘案  100.2 

 

２）国家公務員に比して指数が高い理由 

ア）事務系職員 

・56才～59才の年齢層の管理職の比率が高く、指数を引き上げてい

るが防災科研の給与水準は国家公務員の給与に準じたものであり、お

おむね適切と考える。 

 

イ）研究職員 

・防災科研は、防災科学技術における国内唯一の総合研究機関であ

り、研究分野は多岐に渡る。それぞれの研究分野ごとに優れた専門的

知識を有する博士課程修了者を選考により採用することとしている

が、防災科研の給与水準は国家公務員の給与に準じたものであり、お

おむね適切と考える。 

 

３）講ずる措置 

・人事院勧告を踏まえた給与基準の見直しを行うとともに、引き続き

退職者の補填については可能な限り若返りを図るなど計画的に人事管

理を行っていく。 

 

４）国と支給割合等が異なる手当 

・国家公務員と同様の規程となっている。 

  

②役員報酬の適切性 

・令和２年度は、人事院勧告に準じて改正を行った。 
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・理事長の報酬は、国家公務員の指定職の範囲内で支給した。 

 

③給与水準の公表 

・役員報酬及び職員給与水準についてはホームページにて公表した。 

 

④給与体系の見直し 

・国家公務員の給与に準じ、令和２年度の人事院勧告に準じた勤勉手

当の見直しを行った。 

 

 

（３）契約状況の点検・見

直し 

 

＜評価の視点＞ 

【調達等合理化計画に基づ

く取組の実施】 

・「独立行政法人における調

達等合理化の取組の推進に

ついて」（平成 27年５月 25

日総務大臣決定）を踏ま

え、①調達の現状と要因の

分析、②重点的に取り組む

分野、③調達に関するガバ

ナンスの徹底、④自己評価

の実施、⑤推進体制を盛り

込んだ調達等合理化計画を

策定等し、防災科研の締結

する契約については、原則

として一般競争入札などに

（３）契約状況の点検・見直し 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

・６月に策定・公表した「調達等合理化計画」に沿って、防災科研の

締結する契約については、原則として一般競争入札などによることと

し、公正性、透明性を確保しつつ、厳格に手続きを行った。 

 

①調達の現状と要因の分析として、当該年度における防災科研の調達

の全体像を把握するため、競争入札等、企画競争・公募、競争性のな

い随意契約といった契約種別毎の契約件数及び金額や一者応札・応募

(３)契約状況の点検・見直し 

 

補助評定：Ｂ 

 

<補助評定に至った理由> 

中長期計画における所期の目標を達成していると認め

られるため、Ｂ評定とする。 

 

（Ｂ評定の根拠） 

○以下の実績により、中長期計画における所期の目標

を達成した。 

 

・６月に策定・公表した「調達等合理化計画」に沿って、

公正性、透明性を確保しつつ、厳格に契約手続を行っ

た。当該計画の実施状況を含む入札及び契約の適正な

実施については、契約監視委員会による外部点検など

を受け、その結果をホームページにて公表した。 

 

 

補助評定 Ｂ 

＜補助評定に至った理由＞ 

以下に示すとおり、中長期計画における所期

の目標を達成していると認められるため。 

 

・入札及び契約の適正な実施に関して、契約監

視委員会による外部点検などを受け、その結

果をホームページにて公表するなど、公正性、

透明性の確保に積極的に取り組んでいること

は評価できる。 

 

＜今後の課題＞ 

― 

＜その他事項＞ 

― 
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よることとし、公正性、透

明性を確保しつつ、厳格に

手続きを行う。 

の状況を取りまとめ、前年度と比較するなどして現状分析を実施し

た。 

 

②重点的に取り組む分野として、研究業務分野及び一般管理分野につ

いて、それぞれの状況に即した調達の改善及び事務処理の効率化に努

めることとし、財・サービスの特性を踏まえた調達の実施、一括調達

契約の推進、茨城県内８機関による汎用的な物品・役務における共同

調達の推進等を定め、それぞれに従った取組を実施することを通じて

経費の削減を行った。 

 

③調達に関するガバナンスの徹底を図るため、既に整備している規程

等に従って調達手続きを実施した。随意契約案件については、契約担

当役理事を筆頭とした契約審査委員会又は随意契約検証チームにより

厳格に手続きを行った。なお、契約審査委員会の審議事項の一部と随

意契約検証チームの審議をメール審議とし効率化を図った。また、不

祥事の発生の未然防止・再発防止のため、研究者、調達担当者に対す

る調達に関する不祥事事案等の研修、契約担当職員の資質向上のため

の外部機関による研修会への参加、当事者以外による検収等を実施し

た。 

 

④自己評価については、当該年度に係る業務の実績等に関する評価の

一環として年度終了後に実施し、その結果を主務大臣に報告して主務

大臣の評価を受ける旨を定め、それに従い実施した。 

 

⑤推進体制として、契約担当役理事を筆頭とした契約審査委員会によ

り調達等合理化に取り組む体制を定め、それに従い実施した。 
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・その他、調達等合理化計画の実施状況を含む入札及び契約の実施に

ついて契約監視委員会の点検を受け、その結果をホームページにて公

表した。 

 

・以上のように、調達等合理化計画の策定等を行うとと

もに、同計画に沿った取組を実施した。 

 

（４）電子化の推進 

 

＜評価の視点＞ 

【電子化の推進】 

・電子化の促進を図ってい

るか。 

・情報共有体制を整備して

いるか。 

・災害時への対策を実施し

ているか。 

（４）電子化の推進 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(４)電子化の推進 

 

補助評定：Ａ 

 

<補助評定に至った理由> 

防災科研の活動により、中長期計画における所期の目

標を上回る成果が得られているため、Ａ評定とする。 

 

（Ａ評定の根拠） 

○「業務の効率化」として、新型コロナウイルス感染症

対策を逆手にとった「電子化の推進」を実施した以下の

実績は、顕著な成果として高く評価できる。 

 

・新型コロナウイルス感染症対策に際しては、新たにテ

レワーク制度を導入し、勤怠管理システムを活用した

テレワークにおける業務開始・終了の報告等の手続き

の効率化を行うとともに、所が経費を負担する「050」

の電話番号を職員私用のスマートフォン等に付与する

テレワーク時のコミュニケーション促進ツールを導入

した。また、令和元年に導入した業務支援システムを活

用した電子決裁の運用開始や施設等の電子予約システ

ムの利用範囲の拡大、さらに、原則として紙の書面の作

成・提出等、押印、又は対面での手続きを廃止し、FAX

補助評定 Ａ 

＜補助評定に至った理由＞ 

以下に示すとおり、国立研究開発法人の活動

により、中長期計画における所期の目標を上

回る成果が得られていると認められるため。 

 

・テレビ会議システム導入や Web 会議の導入

により、拡大役員会議・役員会議をはじめとす

る会議資料のペーパーレス化を短期間で進め

たのみならず、役員以外の所員も拡大役員会

議を傍聴可能とすることにより迅速な情報共

有や幅広い議論の喚起につなげるなど、独自

の工夫による成果を挙げたことは高く評価で

きる。 

 

＜今後の課題＞ 

・今後の更なる電子化に向けた有効な方策と

して、業務自体の必要性の有無の確認や有効

性のチェック、業務フローの簡素化や整備な

どの取組を深堀りしていくことを期待した

い。 

・防災科研における電子化の手法などを、さま

ざまな災害現場に関わる現業や大学研究者な
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・「国の行政の業務改革に関する取組方針～行政の ICT化・オープン

化、業務改革の徹底に向けて～」（平成 26年７月 25日総務大臣決

定）を踏まえ、イントラネットを活用し事務部門のマニュアルを整備

し、業務に必要な様式等をダウンロードし利用できるようにしてい

る。 

 

・新型コロナウイルス感染症の感染拡大対策による出勤回避の対応の

一環として、テレビ会議システム導入を行い、活用促進を図った。

Webでの会議が増えたことによる拡大役員会議・役員会議を始めとす

る会議資料のペーパーレス化を促進させ、一層の電子化の推進を図る

ことができた。安否確認システムによる職員の発熱症状や出勤状況の

確認を４月以降毎日実施した。 

 

・令和元年度に導入した業務支援システムのさらなる活用（電子決裁

や電子申請の運用開始や研究活動用車両の施設等の電子予約システム

の利用範囲の拡大）を行った。 

 

・テレワーク制度の整備や、勤怠管理システムを活用したテレワーク

制度下における労務管理の効率化、年末調整に係る申告や源泉徴収票

の発行手続き等の人事給与手続きの電子化、初任者向け防災科研ガイ

ダンスの電子媒体配布や各種研修のリモート開催・e-ラーニング化

等、電子化への促進を行った。 

 

・災害時への対策については、安否確認システムにより、緊急参集に

おける連絡網を構築し災害時の体制を維持した。なお、緊急地震速報

と連動して安否確認連絡を自動送信するなど職員への安否確認を迅速

に行える運用を継続した。 

の棚卸しをするなど、業務の合理化・効率化を図った。 

 

 

 

 

 

 

 

・新型コロナウイルス感染症の感染拡大対策による出

勤回避の対応の一環として、テレビ会議システム導入

や Web での会議が増えたことによる拡大役員会議・役

員会議を始めとする会議資料のペーパーレス化を一気

に促進するとともに、年末調整に係る申告や源泉徴収

票の発行手続き等の人事給与手続きの電子化、初任者

向け防災科研ガイダンスの電子媒体配布や各種研修の

リモート開催・e-ラーニングを行うなど、電子化を強力

に推進した。 

どが活用できるようになり、研究開発成果の

最大化に寄与することを期待したい。 

 

＜その他事項＞ 

― 
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４．その他参考情報 

特になし 
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２－１－４－３ 国立研究開発法人防災科学技術研究所 年度評価 項目別評定調書（財務内容の改善に関する事項） 

 

１．当事務及び事業に関する基本情報 

Ⅲ 財務内容の改善に関する事項 

当該項目の重要度、難易度  関連する政策評価・行政事業レ

ビュー 

令和３年度行政事業レビュー番号 0272 

 

２．主要な経年データ 

 評価対象となる

指標 

達成目標 基準値等 

（前中長期目標

期間最終年度値

等） 

平成 28年度 平成 29年度 平成 30年度 令和元年度 令和２年度 令和３年度 令和４年度 （参考情報） 

当該年度までの累積値等、必要

な情報 

― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― 

― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― 

― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― 

― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― 

― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― 

― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― 

 

３．中長期目標、中長期計画、年度計画、主な評価軸、業務実績等、年度評価に係る自己評価及び主務大臣による評価 

 中長期目標、中長期計画、年度計画 

主な評価指標等 
法人の業務実績等・自己評価 

主務大臣による評価 
主な業務実績等 自己評価 

  ＜自己評価＞ 評定 Ｂ 
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評定：B 

 

<評定に至った理由> 

中長期計画における所期の目標を達成していると認め

られるため。評定をＢとする。 

 

（Ｂ評定の根拠） 

○以下の実績により、中長期計画における初期の目標

を達成した。 

 

＜評定に至った理由＞ 

以下に示すとおり、中長期計画における所期

の目標を達成していると認められるため。 

 

・運営費交付金の執行や、収支計画及び資金計

画等において、特段の問題はみられず、法人の

業務運営に問題等が生じていないことは評価

できる。 

 

＜今後の課題＞ 

― 

＜その他事項＞ 

― 

 

１．予算（人件費の見積も

りを含む）、収支計画及び資

金計画 

 

＜評価の視点＞ 

【収入】 

【支出】 

【収支計画】 

【資金計画】 

【財務状況】 

（当期総利益（又は当期総

損失）） 

・当期総利益（又は当期総

損失）の発生要因が明らか

にされているか。 

１．予算（人件費の見積もりを含む）、収支計画及び資金計画 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

１．予算（人件費の見積もりを含む）、収支計画及び資

金計画 

 

・運営費交付金の執行率は約 82%となっているが、未執

行額には、契約済繰越額、科学技術イノベーション創造

推進費の繰越額等が含まれており、これらを除く執行

額は約 93%に達している。残額の債務は、令和３年度に

全額が執行される見込みとなっている。 

 

・当期総損失は、本中長期目標期間に受託研究収入等に

より取得した固定資産の減価償却費等の独立行政法人

会計基準に基づく処理を行った結果生じているもので

あり、法人の業務運営に問題等があるものではない。 

 

・利益剰余金は、積立金 472 百万円、前中期目標期間

繰越積立金 541百万円、当期総損失△172百万円の合計
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・また、当期総利益（又は

当期総損失）の発生要因は

法人の業務運営に問題等が

あることによるものか。 

 

（利益剰余金（又は繰越欠

損金）） 

・利益剰余金が計上されて

いる場合、国民生活及び社

会経済の安定等の公共上の

見地から実施されることが

必要な業務を遂行するとい

う法人の性格に照らし過大

な利益となっていないか。 

・繰越欠損金が計上されて

いる場合、その解消計画は

妥当か。 

・当該計画が策定されてい

ない場合、未策定の理由の

妥当性について検証が行わ

れているか。さらに、当該

計画に従い解消が進んでい

るか。 

 

（運営費交付金債務） 

・当該年度に交付された運

営費交付金の当該年度にお

ける未執行率が高い場合、

運営費交付金が未執行とな

（１） 予算 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

※各欄積算と合計欄の数字は四捨五入の関係で一致しないことがあ

る。 

841百万円であった。 

【機密性○（取扱制限）】 

（令和２年度の予算） 

 （単位：百万円） 

区  別 

予算 実績 

研究 

開発

の推

進 

中核的

機関の

形成 

法人 

共通 
合計 

研究 

開発

の推

進 

中核的

機関の

形成 

法人 

共通 
合計 

収入         

運営費交付金 3,834 6,370 720 10,924 3,834 6,370 720 10,924 

寄附金収入 0 0 0 0 0 0 0 0 

施設整備費補助金 0 417 0 417 0 1,502 0 1,502 

自己収入 0 686 0 686 44 457 5 506 

受託事業収入等 704 0 0 704 633 0 0 633 

地球観測システム研

究開発費補助金 
0 7,416 0 7,416 0 3,491 0 3,491 

             

計 4,538 14,889 720 20,148 4,510 11,820 725 17,056 

 

支出 
        

一般管理費 0 0 516 516 0 0 552 552 

（公租公課、特殊経費

を除いた一般管理費） 
0 0 515 515 0 0 494 494 

うち、人件費 0 0 237 237 0 0 224 224 

（特殊経費を除いた 

人件費） 
0 0 221 221 0 0 209 209 

物件費 0 0 278 278 0 0 285 285 

公租公課 0 0 1 1 0 0 42 42 

             

事業費 3,834 7,056 204 11,094 3,821 6,876 218 10,915 

（特殊経費を除いた 

事業費） 
3,765 7,053 204 11,022 3,754 6,874 218 10,846 

うち、人件費 655 443 0 1,098 576 476 0 1,052 

（特殊経費を除いた 

人件費） 
586 440 0 1,026 509 474 0 983 

物件費 3,179 6,613 204 9,996 3,245 6,400 218 9,863 

（特殊経費を除いた 

物件費） 
3,179 6,613 204 9,996 3,245 6,400 218 9,863 

受託研究費 704 0 0 704 526 83 28 637 

寄附金 0 0 0 0 0 0 0 0 

地球観測システム研

究開発費補助金経費 
0 7,416 0 7,416 0 3,461 0 3,461 

施設整備費 0 417 0 417 0 1,491 0 1,491 

             

計 4,538 14,889 720 20,148 4,347 11,912 798 17,057 
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っている理由が明らかにさ

れているか。 

・運営費交付金債務（運営

費交付金の未執行）と業務

運営との関係についての分

析が行われているか。 

 

（溜まり金） 

・いわゆる溜まり金の精査

において、運営費交付金債

務と欠損金等との相殺状況

に着目した洗い出しが行わ

れているか。 

 

（２）収支計画 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

※各欄積算と合計欄の数字は四捨五入の関係で一致しないことがあ

る。 

【機密性○（取扱制限）】 

 （単位：百万円） 

区  別 

予算 実績 

研究 

開発

の推

進 

中核的

機関の

形成 

法

人 

共

通 

合計 

研究 

開発

の推

進 

中核的

機関の

形成 

法

人 

共

通 

合計 

費用の部         

経常経費 5,357 12,244 728 18,329 4,581 13,371 870 18,822 

 一般管理費 0 0 717 717 0 0 809 809 

うち、人件費（管理系） 0 0 455 455 0 0 444 444 

物件費 0 0 261 261 0 0 322 322 

      公租公課 0 0 1 1 0 0 42 42 

  業務経費 4,027 6,395 0 10,423 3,712 6,264 0 9,976 

   うち、人件費（事業系） 1,341 893 0 2,234 1,285 967 0 2,252 

    物件費 2,687 5,502 0 8,189 2,427 5,297 0 7,724 

施設整備費 0 83 0 83 0 403 0 403 

受託研究費 704 0 0 704 515 81 30 626 

  補助金事業費 0 1,529 0 1,529 0 1,415 0 1,415 

 減価償却費 625 4,237 11 4,872 355 5,208 31 5,593 

財務費用 0 11 0 11 0 12 0 12 

雑損 0 0 0 0 1 0 0 1 

 臨時損失 0 0 0 0 0 0 0 0 

         

計 5,357 12,255 728 18,340 4,583 13,383 870 18,836 

         

収益の部          

運営費交付金収益 3,960 5,686 693 10,339 3,346 6,346 685 10,377 

施設費収益 0 83 0 83 0 403 0 403 

受託収入 704 0 0 704 524 81 30 635 

補助金収益 0 1,529 0 1,529 0 1,439 0 1,439 

その他の収入 0 686 0 686 271 201 50 522 

賞与引当金見返に係る収益 35 32 16 83 34 31 15 80 

退職給付引当金見返に係

る収益 
32 2 8 43 50 △5 37 82 

資産見返運営費交付金戻入 148 265 10 423 206 265 43 514 

資産見返物品受贈額戻入 472 845 0 1,317 1 1,298 0 1,299 

資産見返補助金戻入 2 3,122 0 3,124 0 3,185 0 3,185 

資産見返寄附金戻入 3 5 0 9 9 4 0 13 

臨時収益 0 0 0 0 0 0 0 0 

         

計 5,357 12,255 728 18,340 4,440 13,251 860 18,551 

         

純損失 0 0 0 0 143 133 9 285 

前中期目標期間繰越積立金取

崩額 
0 0 0 0 5 106 1 112 

目的積立金取崩額 0 0 0 0 0 0 0 0 

総損失 

 
0 0 0 0 137 26 9 172 
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（３）資金計画 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

※各欄積算と合計欄の数字は四捨五入の関係で一致しないことがあ

る。 

 

２．短期借入金の限度額短

期借入金の限度額 

 

＜評価の視点＞ 

・短期借入金は有るか。有

る場合は、その額及び必要

性は適切か。 

２．短期借入金の限度額短期借入金の限度額 

 

・短期借入金はなかった。 

２．短期借入金の限度額短期借入金の限度額 

 

・該当無し 

 

【機密性○（取扱制限）】 

 （単位：百万円） 

区  別 

予算 実績 

研究 

開発の

推進 

中核的

機関の

形成 

法人 

共通 
合計 

研究 

開発の

推進 

中核的

機関の

形成 

法人 

共通 
合計 

資金支出 4,538 14,889 720 20,148 4,947 14,037 853 26,276 

業務活動による支出 2,772 5,505 598 8,875 4,723 8,819 858 14,400 

投資活動による支出 1,725 9,311 120 11,156 222 4,892 -5 5,109 

財務活動による支出 41 73 3 117 2 325 0 327 

翌年度への繰越金 0 0 0 0 0 0 0 6,439 

         

資金収入 4,538 14,889 720 20,148 4,596 11,721 726 26,276 

業務活動による収入 4,538 14,472 720 19,731 4,596 10,219 726 15,541 

運営費交付金による収入 3,834 6,370 720 10,924 3,834 6,370 720 10,924 

受託収入 704 0 0 704 701 0 0 701 

補助金収入 0 7,416 0 7,416 0 3,491 0 3,491 

その他の収入 0 686 0 686 61 358 6 424 

投資活動による収入 0 417 0 417 0 1,502 0 1,502 

有形固定資産の売却によ

る収入 
0 0 0 0 0 0 0 0 

施設整備費による収入 0 417 0 417 0 1,502 0 1,502 

財務活動による収入 0 0 0 0 0 0 0 0 

無利子借入金による収入 0 0 0 0 0 0 0 0 

 前年度よりの繰越金 0 0 0 0 0 0 0 9,234 
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３．不要財産又は不要財産

となることが見込まれる財

産がある場合には、当該財

産の処分に関する計画 

 

＜評価の視点＞ 

・不要な財産の処分に関す

る計画は有るか。ある場合

は、計画に沿って順調に処

分に向けた手続きが進めら

れているか。 

 

３．不要財産又は不要財産となることが見込まれる財産がある場合に

は、当該財産の処分に関する計画 

 

・不要財産又は不要財産となることが見込まれる財産はなかった。 

３．不要財産又は不要財産となることが見込まれる財

産がある場合には、当該財産の処分に関する計画 

 

・該当無し 

 

 

４．前号に規定する財産以

外の重要な財産を譲渡し、

又は担保に供しようとする

ときは、その計画 

 

＜評価の視点＞ 

・重要な財産の処分に関す

る計画は有るか。ある場合

は、計画に沿って順調に処

分に向けた手続きが進めら

れているか。 

 

４．前号に規定する財産以外の重要な財産を譲渡し、又は担保に供し

ようとするときは、その計画 

 

・重要な財産の譲渡、又は担保に供することはなかった。 

４．前号に規定する財産以外の重要な財産を譲渡し、又

は担保に供しようとするときは、その計画 

 

・該当無し 
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５．剰余金の使途 

 

＜評価の視点＞ 

・利益剰余金は有るか。有

る場合はその要因は適切

か。 

・目的積立金は有るか。有

る場合は、活用計画等の活

用方策を定める等、適切に

活用されているか。 

５．剰余金の使途 

 

・剰余金は、中長期計画に定める重点的に実施すべき研究開発業務へ

の充当、職員教育・福利厚生の充実、業務の情報化、防災科研の行う

広報の充実に充てることとなっているが、令和２年度の決算において

は、これらに充当できる剰余金は発生しなかった。 

５．剰余金の使途 

 

・該当無し 

 

 

 

 

４．その他参考情報 

特になし 
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２－１－４－４ 国立研究開発法人防災科学技術研究所 年度評価 項目別評定調書（その他業務運営に関する重要事項） 

 

１．当事務及び事業に関する基本情報 

Ⅳ その他業務運営に関する重要事項 

当該項目の重要度、難易度  関連する政策評価・行政事業レ

ビュー 

令和３年度行政事業レビュー番号 0272 0273 

 

２．主要な経年データ 

 評価対象となる

指標 

達成目標 基準値等 

（前中長期目標

期間最終年度値

等） 

平成 28年度 平成 29年度 平成 30年度 令和元年度 令和２年度 令和３年度 令和４年度 （参考情報） 

当該年度までの累積値等、必要

な情報 

― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― 

― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― 

― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― 

― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― 

― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― 

― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― 

 

３．中長期目標、中長期計画、年度計画、主な評価軸、業務実績等、年度評価に係る自己評価及び主務大臣による評価 

 中長期目標、中長期計画、年度計画 

主な評価指標等 
法人の業務実績等・自己評価 

主務大臣による評価 
主な業務実績等 自己評価 

  ＜自己評価＞ 評定 Ｂ 
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評定：Ｂ 

 

<評定に至った理由> 

中長期計画における初期の目標を達成していると認め

られるため、評定をＢとする。 

 

（Ｂ評定の根拠） 

○以下の実績により、中長期計画における初期の目標

を達成した。 

 

＜評定に至った理由＞ 

以下に示すとおり、中長期計画における所期

の目標を達成していると認められるため。 

 

・拡大役員会のオープン化などで、所全体の置

かれた状況認識の共有が図られ、適切なリー

ダーシップやガバナンスが働く組織風土が形

成されていることは評価できる。 

 

＜今後の課題＞ 

・施設の品質管理・向上検討チームを設置し、

研究者からの改善要望を待つだけでなく、中

長期的な視点での実験施設などのメンテナン

スが、全所的に進められるような体制が作ら

れており、研究開発成果の最大化に向け、Eデ

ィフェンスでの無事故継続など、大型装置の

メンテナンスなどのノウハウを更に共有し

て、全体最適化が進むことを期待したい。 

 

＜その他事項＞ 

― 

 

１．国民からの信頼の確

保・向上 

 

＜評価の視点＞ 

【適正性の観点】 

○コンプライアンス体制は

整備されているか 

１．国民からの信頼の確保・向上 

 

（１）研究倫理の確立及びコンプライアンスの推進 

 

・コンプライアンスに関しては、引き続き研究不正に関する e-ラーニ

ング、公的研究費の適正使用に関する研修を行うとともに、コンプラ

イアンス研修として、研究不正・研究倫理という具体的なテーマを設

１．国民からの信頼の確保・向上 

 

（１）研究倫理の確立及びコンプライアンスの推進 

 

・令和元年度に引き続き、コンプライアンスに大きく反

するような事案の発生は散見されなかった。令和３年

２月に研究機関における公的研究費の管理・監査ガイ

ドラインが改正されたことを受け、それに迅速に対応
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・法令順守の徹底と社会的

信頼性の維持向上に資する

業務の遂行、情報の公開が

推進されたか。 

 

【適正な体制の確保の観

点】 

○研究不正に対応するため

の規定や組織としての責任

体制の整備及び運用が適切

になされているか 

定し、「コンプライアンス推進月間」に合わせてポスターの掲示及び

動画配信による研修を実施し、200名を超える受講を得た。 

 

・研究倫理教育に関する e-ラーニングの実施について、引き続き徹底

を行い、研究員に対する研究倫理の向上を図った（受講率 97％）。 

 

・令和元年度に引き続きコンプライアンスカード、コンプライアンス

ガイドブックを配布して執務上の参考とさせるとともに、新たに、設

立予定の外部法人との関わりで問題となりうる利益相反問題につい

て、利益相反マネジメントガイドブックを作成して所内に展開した。 

 

・将来、研究不正の指摘を受けた場合に備え、研究活動の正当性を説

明できるように、令和元年度に引き続き研究活動の記録の管理及び保

存を義務付ける実施要領に基づく、記録の所在場所等の情報の一括管

理を行った。 

 

・全職員を対象に「公的研究費の適正な執行に関する全所説明会」の

開催にあたり、公的研究費の管理・監査ガイドラインの改正を踏まえ

た不正使用等を引き起こす要因と防止に向けた取組等の説明を行い、

公的研究費の適正な執行について意識向上を図った。 

 

・「防災科研初任者ガイダンス」において、防災科研の不正活動防止

への取組及び公益通報制度に関する説明をガイダンス資料に明記し

て、新規採用者に対しコンプライアンスの啓発を行った。 

 

 

した公的研究費の適切な執行に関する研修を、本年度

は新型ウイルスの影響を鑑み、動画配信による手法を

試み、役職員への周知徹底を実施した。また、例年、コ

ンプライアンスの推進の一環として実施しているコン

プライアンス研修についても、動画配信による研修を

実施、令和元年度と比べ高い受講率を上げ、大きな効果

を図ることができた。さらに、継続事項として、職員へ

のコンプライアンスに対する概念の周知及びコンプラ

イアンスガイドブック、コンプライアンスカードの配

布による役職員へのコンプライアンスに対する意識向

上を継続して行うことで、コンプライアンスに対する

意識向上を図ることができた。 
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（２）情報セキュリティ対

策の推進 

 

＜評価の視点＞ 

【適正性の観点】 

○情報セキュリティ対策は

整備されているか 

・適切な情報セキュリティ

対策が推進されたか。 

 

【適正な体制の確保の観

点】 

○情報セキュリティに対応

するための規定や組織とし

ての責任体制の整備及び運

用が適切になされている

か。 

（２）情報セキュリティ対策の推進 

 

・政府機関の情報セキュリティ対策のための統一基準群（平成 30年

度版）を踏まえ制定した「国立研究開発法人防災科学技術研究所情報

セキュリティポリシー（平成 30年度改訂）」に基づき、理事を委員長

とする「防災科学技術研究所情報セキュリティ委員会」の体制のも

と、情報セキュリティ対策に継続して取り組んだ。 

 

・重要なセキュリティ情報は、イントラネットを通じ、全役職員に周

知徹底するとともに、継続的なセキュリティ意識の向上策として、e-

ラーニングによるセキュリティ教育と、標的型攻撃メールの模擬訓練

を実施した。 

 

・令和２年度は、外部公開している全ウェブサイトを対象に必要な常

時暗号化を完了した。また、新型コロナウイルス感染症対策としての

テレワーク実施に伴い、役職員全員が VPN接続可能となるよう VPN装

置の能力増強を行い、CISO指示の下「テレワーク実施時のセキュリテ

ィ対策に関する要請」を作成し全役職員へ周知した。 

 

・クラウドサービスの利用推進に伴い、防災科研外の ITインフラ利

用が増加したが、外部クラウド上に構築した webシステムの一つでセ

キュリティ対策に不備があり、インシデントの発生に繋がった。フォ

レンジック調査の結果からは、他システムへの感染拡大や情報漏えい

の痕跡は確認されず、また、検証用のシステムであったため業務影響

も最小限であったが、再発防止策として、防災科研が管理する外部サ

ービスを使用した全てのシステムに対してセキュリティ対策の確認を

行い、必要な対策を実施するとともに、全役職員に対して改めて外部

サービスの利用に関する注意喚起を行った。 

（２）情報セキュリティ対策の推進 

 

・「国立研究開発法人防災科学技術研究所情報セキュリ

ティポリシー」を策定し、適切に運用している。 

 

 

 

 

・適切な委員会の体制の元、継続した教育により、セキ

ュリティ意識の向上を図った。 

 

 

 

・PDCA サイクルによる情報セキュリティ対策の改善を

図り、公開 web サーバの常時暗号化対応や、テレワー

ク実施時のセキュリティ対策を定めるなど、サイバー

攻撃への防御力を強化した。 

 

 

・インシデント発生時には、「情報セキュリティポリシ

ー」及び「インシデント発生時緊急連絡網」に沿って適

確に報告・対応を行い、再発防止策を策定し実施した。 
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（３）安全衛生及び職場環

境への配慮 

 

＜評価の視点＞ 

【適正性の観点】 

○安全衛生及び職場環境へ

の配慮が十分に図られてい

るか 

（３）安全衛生及び職場環境への配慮 

 

・安全衛生委員会を毎月１回開催し、職員の危険又は健康障害を防止

するための基本となる対策について、調査審議した。 

 

・職場内での事故や災害の発生を未然に防止するとともに衛生管理を

徹底させるため、産業医や衛生管理者等による各居室の安全衛生巡視

を定期的に実施した。 

 

・実験施設を利用した実験研究や、危険が伴う現地派遣においては、

その都度、安全管理計画書や作業安全基準書を作成し、安全管理の徹

底、事故等の発生防止に努めた。 

 

・職員の健康管理においては、定期健康診断（実施率 100％）、個人の

ストレスチェック（実施率 95％）のみならず集団分析を実施し組織毎

の改善指導に役立つデータを作成、健康相談を実施するとともに、特

にメンタル面でのフォローアップを図るため、産業医による長時間労

働の面接指導を実施した。令和元年度に産業医を１人から２人に増員

したことにより、健康障害の防止やメンタルヘルス対策等を継続的に

実施した。災害派遣時におけるストレスチェックを導入し、災害派遣

期間終了後においても職員のフォローアップを実施した。 

 

・外部委託により、24時間健康相談サービスを取り入れ、職員等の健

康管理、メンタルヘルス等に関するサポートを継続的に行った。 

 

・新型コロナウイルス感染症対策の一環として、安否確認システムに

よる職員の発熱症状や出勤状況の確認を４月以降毎日実施した。 

 

（３）安全衛生及び職場環境への配慮 

 

・労働安全衛生及び職場環境の向上を目的として、新規

採用職員へのガイダンスを始め、各種の研修や講習会

を適切に実施した。また、産業医や衛生管理者等による

安全衛生巡視、大型実験施設での安全管理計画書の作

成、定期健康診断、健康相談、ストレスチェックなどが

計画的かつ適切に実行され、また、近年増加している自

然災害に対応した災害派遣者に対してもストレスチェ

ックを導入しフォローアップを実施した。令和元年度

から産業医を増員し健康障害の防止やメンタルヘルス

対策や、その他、外部委託により、メンタルヘルス等に

関するサポートを継続的に実施した。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

・新型コロナウイルス感染症対策として、安否確認シス

テムを用い、日々の確認をした。 
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・令和３年１月 13日に、理事長より「健康経営の宣言」がなされ

た。健康管理・健康づくりの推進は、ワークライフバランス向上とと

もにリスクマネジメントという観点からも重要であり、健康経営優良

法人を目指し、誰もが研究や業務に生き生きと取り組むための健康経

営に取り組むこととした。 

 

・健康を経営的視点からとらえ、健康経営に取り組むこ

とは多面的な効果が期待される。 

 

２．人事に関する事項 

 

＜評価の視点＞ 

【人事に関する計画】 

・人事に関する計画は有る

か。有る場合は、当該計画

の進捗は順調か。 

・人事管理は適切に行われ

ているか。 

 

２．人事に関する事項 

 

（１）人員に係る指標 

・中長期計画に定める人件費の範囲内で、事務部門及び研究部門の計

画的な人員の配置を行った。また新規事業のイノベーション共創本部

の立ち上げに伴い、各部署の協力を得て人員配置を適正に行った。 

 

（２）職員研修制度の充実 

・令和２年度は、所内コミュニケーションの改善や、職員の心身の健

康維持のため、新たにコミュニケーション研修や産業医によるメンタ

ルヘルス研修、また、テレワーク下におけるワークライフバランス研

修を実施した。 

 

このほか、昨年度に引き続き、防災科研が主催する防災科研ガイダン

ス、公的研究費の適正な執行に向けての説明会、公文書管理法説明

会、文書管理担当者実務研修、広報研修、科研費獲得に向けた所内説

明、安全保障輸出管理セミナー、知的財産ポリシー説明会、メンタル

ヘルス研修、ハラスメント防止研修、コンプライアンス研修、ウェブ

アクセシビリティ講習会を実施した。その他、他機関が主催する英語

研修、給与実務研究会等を実施した。さらに、集合型研修だけではな

く、オンライン上での中継や、e-ラーニングによる研修を実施したこ

とにより、個人情報保護のための研修や、情報セキュリティ研修、研

究活動の不正防止関する研修等に役職員が積極的に参加した。 

２．人事に関する事項 

 

 

・中長期計画に定める人件費の範囲内で人員の計画的

な配置が進められた。 

 

 

 

・資質の向上を目指して防災科研の内外において、各種

研修の開催を継続的に行うとともに、一部オンライン

開催化を進めることにより、テレワーク下における新

しい研修の在り方の構築に努めた結果、多くの役職員

が積極的に参加した。 
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（３）職員評価結果の反映 

・職員の業務に対するモチベーションの向上を図るため、職員評価の

結果を昇給、昇格、賞与等に反映させるとともに、研究職員の評価結

果については、結果のフィードバックを行った。 

 

・有期雇用職員については、職員評価の結果に基づき特に優秀な者に

対しては、業績手当の支給を実施した。 

 

（４）職場環境の整備 

・テレワーク制度の導入や、育児・介護に関する制度の改正及び所内

イントラネット内ページの更新等により、職員に対しての育児・介護

制度の理解及び促進を図るとともに、健康経営に基づく推進を行っ

た。 

 

 

３．施設・設備に関する事

項 

 

＜評価の視点＞ 

【施設・設備に関する事

項】 

・施設及び設備に関する計

画は有るか。有る場合は、

当該計画の進捗は順調か。 

 

３．施設・設備に関する事項 

 

・消防法、建築基準法、電気事業法、水道法等に基づく法令点検、そ

の他機能維持を保つための定期点検及び不具合箇所の修繕を行い、施

設・設備の維持管理に努めた。 

 

・令和２年度は、施設の現状把握や老朽化対策検討ため、施設の品質

管理・向上検討チームを設け、その整備・更新計画の点検見直しを進

めた。 

 

・老朽化対策工事として、大型降雨実験施設の躯体塗装工事を実施し

た。 

 

３．施設・設備に関する事項 

 

・施設・設備の維持管理、更新計画などによる計画的な

老朽化対策及び所内照明の LED化を進めた。 
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・所内照明の LED化については全所的な整備の計画を作成するととも

に、雪氷防災実験施設の一部について LED化を実施した。 

 

・フロン規制対応として雪氷防災実験施設の冷凍機更新を進めた。

（令和３年８月完了予定）。 

 

 

４．中長期目標期間を超え

る債務負担 

 

＜評価の視点＞ 

【中長期目標期間を超える

債務負担】 

・中長期目標期間を超える

債務負担は有るか。有る場

合は、その理由は適切か。 

 

４．中長期目標期間を超える債務負担 

 

・平成 31年度地球観測システム研究開発費補助金の事業として、南

海トラフ海底地震津波観測網（N-net）の構築に 13,825百万円（令和

元年度～令和５年度）の本中長期目標期間（令和４年度まで）を超え

る債務負担が生じている 

４．中長期目標期間を超える債務負担 

 

・南海トラフ海底地震津波観測網（N-net）の構築は、

平成 31年度に文部科学省から令和５年度までを補助期

間とした補助金の交付を受けており、中長期目標期間

を超える債務負担を行っている理由は適切である。 

 

 

５．積立金の使途 

 

＜評価の視点＞ 

【積立金の使途】 

・積立金の支出は有るか。

有る場合は、その使途は中

長期計画と整合している

か。 

 

５．積立金の使途 

 

・積立金の支出はなかった。 

 

 

 

 

５．積立金の使途 

 

・該当無し。 
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 ６．その他（令和２年度の防災科研における新型コロナウイルスの感

染防止対策の実施状況） 

 

・令和２年４月の緊急事態宣言の発令を受け、防災科研では速やかに

新型コロナウイルス感染症対策本部(本部長:林理事長)において「新

型コロナウイルスの感染拡大による緊急事態宣言を受けての

ActionPlan」を定め、以下の取組を実施した。（４月７日から５月 31

日） 

・テレワーク及び業務実施場所の分散 

・バーチャル会議の推奨 

・オフピーク通勤の推奨 

・出張・外勤の中止・延期 

・不要不急の会議の中止（東京会議室閉鎖） 

・就業の特別の取り扱い（体調不良や休校に伴う就業禁止や

休暇等を設定） 

・安否確認システムによる職員の発熱症状や出勤状況の毎日

の確認 

 

・テレワーク者の拡大に伴い VPN接続可能数の増設を行うとともに、

バーチャル会議用アカウントの追加、内線電話の転送設定を実施し

た。 

 

・緊急事態宣言の解除を受け、防災科研が感染予防と研究活動等の推

進するにあたり、以下の取組を実施した。（６月１日から） 

・「新型コロナウイルスの感染予防と研究活動を両立した新

行動様式の定着に向けたガイドライン」による研究活動等の

推進 

・テレワーク勤務の試行（テレワーク勤務の制度化されるま

での間。） 

６．その他（令和２年度の防災科研における新型コロナ

ウイルスの感染防止対策の実施状況） 

 

・新型コロナウイルス感染症対策本部事務局(総務課)

においては、政府及び関係自治体の要請、決定等の情報

収集に努め、適宜、対応案を検討するとともに速やかに

対策本部会議決定の手続きを行い、適切な感染防止対

策の対応をした。また、災害時の安否確認システムを有

効活用した毎日の職員の症状や出勤状況の確認につい

ては、日々の体調不良者の把握、出勤・テレワーク・出

張・休暇取得者の集計などに有効に活用できた。さらに

テレワーク勤務の試行段階でのアンケート調査におい

て問題点等を把握し、例えば職員のコミュニケーショ

ン不足解決の必要なツールとして個人のスマートフォ

ンに「050」で始まる番号を付与し個人負担とならない

通話方式を導入するなど、効果的にテレワークの制度

化を実施した。これらの感染防止対策やそれに付随す

る様々な対応を実施したことにより令和２年度におけ

る防災科研の職員及びその同居家族の感染者が０人と

いう結果に繋がった。 
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・レワーク勤務の活用による段階的な出勤者数緩和 

・染した場合等の就業の特別の取り扱いの継続 

・議開催時における感染防止等の実施 

・しい生活様式及び各種行動手順等の共有 

 

・７月以降はガイドラインに沿った研究活動の継続と健康の維持管理

を徹底することに加え、感染拡大状況に応じてテレワークの実施頻度

である週１回の原則の適宜変更による出勤者減を図ることや東京会議

室の限定使用、見学者・施設利用の制限、感染拡大地域との往来の自

粛、不要不急の外出及び不要不急の会合・会食の自粛等の取組を「新

型コロナウイルスの感染防止対策の徹底について（Ver.1～10）」を定

めて実施した。（令和３年度も継続して実施予定。） 

 

・令和３年１月から防災科研テレワーク勤務規程を施行するととも

に、所が経費を負担する「050」の電話番号を職員私用のスマートフ

ォン等に付与するテレワーク時のコミュニケーション促進ツールを導

入した。 

 

・これらの取組を実施した結果、令和２年度における防災科研の職員

及びその同居家族の感染者は０人であった。 

 

４．その他参考情報 

特になし 
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（別添）中長期目標・中長期計画・年度計画 

 

項目別調書 No. 中長期目標 中長期計画 年度計画 

Ⅰ―１ 

防災科学技術研究におけ

るイノベーションの中核

的機関の形成 

１．防災科学技術研究におけるイノベーションの中核的機関の

形成 

 

防災科学技術の研究開発成果の最大化のために、関係府省や

大学・研究機関、民間企業等の多様な組織と人材がそれぞれの枠

を超えて、防災科学技術の新しいイノベーションの創出に向け

て連携できる防災科学技術の中核的機関としての機能を強化す

る。 

１．防災科学技術研究におけるイノベーションの中核的機関の

形成 

 

防災科学技術の「研究開発成果の最大化」に向けて、関係府省

や大学・研究機関、民間企業等の多様な組織と人材がそれぞれの

枠を超えて、防災科学技術の新しいイノベーションの創出に向

けて連携できる防災科学技術の中核的機関としての機能を強化

する。 

１．防災科学技術研究におけるイノベーションの中

核的機関の形成 

 

防災科学技術の「研究開発成果の最大化」に向け

て、関係府省や大学・研究機関、民間企業等の多様

な組織と人材がそれぞれの枠を超えて、防災科学技

術の新しいイノベーションの創出に向けて連携でき

る防災科学技術の中核的機関としての機能を強化す

る。 

また、科学技術イノベーションの実現を目指す戦

略的イノベーション創造プログラム（SIP 第２期）

において、防災科研が管理法人として指定された課

題について、総合科学技術・イノベーション会議が

策定する基本方針に基づき、管理法人業務を行う。 

さらに、防災科学技術における研究成果の社会実

装を戦略的に推進するために、防災科研を中核的機

関として、産学官連携により、イノベーションの共

創につなげることを狙いとした重要領域を設定し、

レジリエンス強化に向けた研究開発を推進するとと

もに、全所的なデータ連携・利活用等の推進及び支

援を行うための新たな組織を設置する。その一環と

して時限を迎えた「気象災害軽減イノベーションセ

ンター」を廃止する。 

 

 （１）中核的機関としての産学官連携の推進 

 

(１）中核的機関としての産学官連携の推進 

 

(１）中核的機関としての産学官連携の推進 
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我が国の防災科学技術の中核的機関として、その先端的研究

基盤を活用し、「研究開発成果の最大化」を推進する観点から関

係府省や大学・研究機関、民間企業等との連携・協働の強化を図

る。クロスアポイントメント制度の活用等により産学官の人材・

技術の流動性を高め、防災科研の直接的な成果のみならず、他機

関の成果を含めた社会実装に向けた橋渡し、行政への技術支援

等を行うとともに、国内外の大学・研究機関、民間企業等の人材

が交流するネットワークとなるイノベーションハブを形成し、

産学官による研究開発を一体的に進める基盤を構築する。 

 

我が国の防災科学技術の中核的機関として、防災科研の基盤

的観測網や先端的研究施設等の先端的研究基盤を活用し、「研究

開発成果の最大化」に向けて、災害からの被害軽減や事業継続性

の確保等のニーズを有するインフラストラクチャー事業者等の

民間企業や地方公共団体との防災・減災対策に関する連携・協働

等を推進し、我が国全体の防災科学技術の水準の向上を図る。 

また、クロスアポイントメント制度を活用した産学官の多様

な人材の受入れ、研究開発上の多様なシーズを有する大学等の

研究機関や民間企業等とニーズを有する地方公共団体や民間企

業との共同研究の推進、プロジェクトベースの研究開発センタ

ーの設置等を通じて、人材と「知見・技術・経験」を結ぶネット

ワークを構築することにより、研究開発から社会実装まで一体

として実施できる研究環境を確立する。 

さらに、我が国が推進するプロジェクト等への参画による外

部資金の獲得を大学・研究機関・民間企業等と積極的に推進し、

防災科研の成果とともに他機関の成果も含め社会実装の橋渡し

や行政機関への技術支援等を行い、防災科学技術のイノベーシ

ョン創出の中核的機関としての地位を確立する。 

 

我が国の防災科学技術の中核的機関として、防災

科研の基盤的観測網や先端的研究施設等の研究基盤

を活用し、「研究開発成果の最大化」に向けて、災害

からの被害軽減や事業継続性の確保等のニーズを有

するインフラストラクチャー事業者等の民間企業や

地方公共団体との防災・減災対策に関する連携・協

働等を推進し、我が国全体の防災科学技術の水準の

向上を図る。 

また、クロスアポイントメント制度を活用した産

学官の多様な人材の受入れ、研究開発上の多様なシ

ーズを有する大学等の研究機関や民間企業等とニー

ズを有する地方公共団体や民間企業との共同研究の

推進、プロジェクトベースの研究開発センターの設

置等を通じて、人材と「知見・技術・経験」を結ぶ

ネットワークを構築することにより、研究開発から

社会実装まで一体として実施できる研究環境を確立

する。 

さらに、我が国が推進するプロジェクト等への参

画による外部資金の獲得を大学・研究機関・民間企

業等と積極的に推進し、防災科研の成果とともに他

機関の成果も含め社会実装の橋渡しや行政機関への

技術支援等を行い、防災科学技術のイノベーション

創出の中核的機関としての地位を確立する。そのた

め、引き続き「地震津波火山ネットワークセンター」

「総合防災情報センター」では安定的で継続的な事

業を推進する。また、「先端的研究施設利活用センタ

ー」では、極端状況での性能検証を通した技術開発

支援、知財活用・社会実装を推進する。 

さらに、「火山研究推進センター」、「首都圏レジリ
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エンス研究推進センター」「国家レジリエンス研究推

進センター」では外部資金による大型プロジェクト

研究を推進する。 

加えて、「イノベーション共創本部」では防災科学

技術の活性化及びイノベーション創出並びに防災に

関する知の統合のための産学官民による研究開発及

びその成果の利活用を推進する。 

 

 （２）基盤的観測網・先端的研究施設の運用・共用促進 

 

 

地震調査研究推進本部の「新たな地震調査研究の推進につい

て―地震に関する観測、測量、調査及び研究の推進についての総

合的かつ基本的な施策―（平成 24年９月６日改訂）」、科学技術・

学術審議会測地学分科会地震火山部会の計画等を踏まえて、陸

域の地震観測網（高感度地震観測網、広帯域地震観測網、強震観

測網等）と海域の地震観測網（日本海溝海底地震津波観測網（S-

net）、地震・津波観測監視システム（DONET））を一元化した海陸

の基盤的地震観測網や基盤的火山観測網の整備・安定的運用を

継続するとともに、観測データの関係機関との共有や利用促進

を図り、国内外の関係機関における研究、業務遂行や我が国の地

震・津波・火山に関する調査研究の進展に貢献する。 

我が国全体の防災科学技術に関する研究開発を推進するた

め、実大三次元震動破壊実験施設(Ｅ－ディフェンス)、大型降雨

実験施設、雪氷防災実験施設等の先端的な研究基盤施設につい

て効果的・効率的かつ安全に運用し、外部研究機関との共用を促

進する。なお、共用に当たっては、これまでの実績及び当該施設

の運用状況のみならず研究開発成果を最大化することも踏ま

え、年度計画に定める共用件数を確保する。 

(２)基盤的観測網・先端的研究施設の運用・共用促進 

 

 

地震調査研究推進本部の地震調査研究に関する総合基本施策

及び調査観測計画を踏まえて、陸域の地震観測網（高感度地震観

測網、広帯域地震観測網、強震観測網等）と海域の地震観測網

（日本海溝海底地震津波観測網（S-net）、地震・津波観測監視シ

ステム（DONET））を一元化した海陸の基盤的地震観測網の安定的

運用（稼働率 95％以上）を行うとともに、関連施設の更新を図

る。また、「今後の大学等における火山観測研究の当面の進め方

について」（平成 20年 12月、科学技術・学術審議会測地学分科

会火山部会）及び「御嶽山の噴火を踏まえた火山観測研究の課題

と対応について」（平成 26年 11月、科学技術・学術審議会測地

学分科会地震火山部会）に基づき、重点的に強化すべき火山につ

いて観測施設の整備・運用を推進する。観測データの関係機関と

の共有や利用促進を図り、国内外の関係機関における研究、業務

遂行や我が国の地震・津波及び火山に関する調査研究の進展に

貢献する。 

我が国全体の防災科学技術に関する研究開発を推進するた

め、実大三次元震動破壊実験施設（Ｅ－ディフェンス）、大型降

雨実験施設、雪氷防災実験施設等の先端的研究施設の運用・共用

(２)基盤的観測網・先端的研究施設の運用・共用促

進 

 

防災科研が運用する陸域の地震観測網（高感度地

震観測網、広帯域地震観測網、強震観測網等）と海

域の地震観測網（日本海溝海底地震津波観測網（S-

net）、地震・津波観測監視システム（DONET））、火山

観測網（V-net）を一元化した、陸海統合地震津波火

山観測網（MOWLAS: Monitoring of Waves on Land 

and Seafloor）について、以下の事業を実施する。 

地震調査研究推進本部の地震調査研究に関する総

合基本施策及び調査観測計画を踏まえて、陸海の基

盤的地震観測網の安定的運用（稼働率 95％以上）を

行うとともに、関連施設の更新を図る。また南海ト

ラフ海底地震津波観測網（N-net）の構築を進め、利

活用に向けた基盤構築を関係機関等と協力して進め

る。さらに首都圏地震観測網（MeSO-net）の安定的

運用を行うとともに、一層の体制、環境整備に取り

組む。 

火山については、「今後の大学等における火山観測

研究の当面の進め方について」（平成 20年 12月、科
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また、基盤的観測網や先端的研究施設によって得られたデー

タを活用した外部の成果を把握し、これらの成果に防災科研が

貢献していることが社会から幅広く理解されるように努める。 

 

促進を行う。 

Ｅ－ディフェンスについて、効果的・効率的な運用を行うとと

もに、その安全・確実な運用のため、施設・設備・装置等の保守、

点検及び整備を着実に実施する。また、地震減災研究の振興を図

るため、共同研究や外部研究機関等への施設貸与によるＥ－デ

ィフェンスの活用を促進するとともに、実験データを外部研究

機関等へ提供する。さらに、優れた研究開発環境を確立するた

め、関連する施設・設備・装置等の改善、改良及び性能向上など、

地震減災研究に関する研究基盤機能の高度化に取り組む。 

先端的研究施設について効果的・効率的かつ安全に運用し、幅

広い研究分野・領域で産業界を含めた国内外の外部研究機関と

の共用を促進する。なお、これまでの実績及び当該施設の運用状

況のみならず研究開発成果を最大化することも踏まえ、年度計

画に定める共用件数を確保する。 

また、防災科学技術や災害情報を集約及び展開できる情報基

盤を活用することにより知の統合化を進める。さらに、基盤的観

測網や先端的研究施設によって得られたデータを活用した外部

の成果を把握し、これらの成果に防災科研が貢献していること

が社会から幅広く理解されるように努める。 

 

学技術・学術審議会測地学分科会火山部会）及び「御

嶽山の噴火を踏まえた火山観測研究の課題と対応に

ついて」（平成 26年 11月、科学技術・学術審議会測

地学分科会地震火山部会）に基づき、重点的に強化

すべき火山について観測施設の整備・運用を推進す

る。観測データの関係機関との共有や利用促進を図

り、国内外の関係機関における研究、業務遂行や我

が国の地震・津波及び火山に関する調査研究の進展

に貢献する。 

MOWLAS 等で取得したデータを関係機関との間で

共有出来る仕組みを提供するとともに、想定される

南海トラフ地震や首都圏直下地震のような従来に比

して 10 倍以上の被害が予想される災害への対応を

念頭に、より安定したデータ共有を実現するための

仕組みの構築に取り組む。さらに、行政や企業によ

る MOWLAS等のデータの利活用を促進させる。広く地

震津波被害の低減に貢献するため、開発した即時予

測技術を実装し、多様な防災情報の発出を検討する。

また、観測網の利活用、技術開発、運用費用の在り

方等に関する検討に取り組む。 

また、我が国全体の防災科学技術に関する研究開

発を推進するため、実大三次元震動破壊実験施設（Ｅ

－ディフェンス）、大型降雨実験施設、雪氷防災実験

施設等の先端的研究施設の運用・共用促進を行う。 

Ｅ－ディフェンスについて、効果的・効率的な運

用を行うと共に、その安全・確実な運用のため、施

設・設備・装置等の保守、点検及び整備を着実に実

施する。 

また、共同研究や外部研究機関等への施設貸与に



136 

 

よるＥ－ディフェンスの活用を促進するとともに、

実験データを外部研究機関等へ提供する。さらに、

関連する施設・設備・装置等の改善、改良及び実験

技術の向上など、地震減災研究に関する研究基盤機

能の高度化に取り組む。令和２年度には、Ｅ－ディ

フェンスを安全・確実に運用するため、加振系装置、

制御系装置、油圧系装置、高圧ガス製造設備の定期

点検と日常点検を実施し、Ｅ－ディフェンスの効果

的・効率的な運用を行う。また、Ｅ－ディフェンス

の施設・設備・装置等の改善、改良及び性能向上に

資するための検討を進める。なお、令和２年度にお

ける施設の共用に関する計画は以下のとおりであ

る。 

 

●Ｅ－ディフェンス 

共用件数：年間５件 

外部研究機関等によるＥ－ディフェンスの活用促進

として、「首都圏を中心としたレジリエンス総合力向

上プロジェクト」における非構造部材を含む構造物

の崩壊余裕度に関するデータ収集・整備の実験を実

施する。また、民間企業への施設貸与２件、外部機

関との共同研究２件の実施を予定している。さらに、

データ公開システムによる外部研究機関等への実験

データ提供を引き続き実施すると共に、公開予定日

を迎える実験データの開示を進める。 

 

●大型耐震実験施設 

 共用件数：年間８件 

外部研究機関等への施設の共用として、構造物や地
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盤等を対象として、４件の施設貸与および４件の産

学との共同実験の実施を計画している。 

 

●大型降雨実験施設 

 共用件数：年間６件 

共用実験として施設貸与実験３件、また、共同研究

実験３件程度を計画中である。さらに自体研究、普

及啓発のための実験を行う予定である。 

 

●雪氷防災実験施設 

 共用件数：年間 19件 

大学や公的研究機関との雪氷防災の基礎研究に関す

る共同研究 15件、及び雪氷対策技術の実用化に関す

る民間企業への施設貸与４件の実施を予定してい

る。 

 

また、防災科学技術や災害情報を集約及び展開で

きる情報基盤を活用することにより知の統合化を進

める。さらに、基盤的観測網や先端的研究施設によ

って得られたデータや成果に対してデジタルオブジ

ェクト識別子（DOI:Digital Object Identifier）の

付与により、当該データを活用した外部成果の把握

を可能とし、これらの成果に防災科研が貢献してい

ることが社会から幅広く認識されるように努める。 

 

 （３）研究開発成果の普及・知的財産の活用促進 

 

① 関係府省や地方公共団体、民間企業等防災科学技術の研究

成果を活用することが想定される機関のニーズを踏まえた研究

（３）研究開発成果の普及・知的財産の活用促進 

 

①研究開発成果の普及・知的財産の活用促進 

防災科研で得られた研究成果を広く普及させるため、シンポ

（３）研究開発成果の普及・知的財産の活用促進 

 

①研究開発成果の普及・知的財産の活用促進 

防災科研で得られた研究成果を広く普及させるた
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を進めるなど、研究成果が活用され普及するための取組を推進

する。また、研究開発成果の技術移転、社会実装、国際展開を効

果的に進めるため、明確な知的財産ポリシーの下、防災科研が創

出・保有する知的財産の価値の最大化を図る。さらに、防災科研

の研究開発の成果を事業活動において活用し、又は活用しよう

とする者（成果活用事業者）に対する出資並びに人的及び技術的

援助を行うものとする。 

 

② 防災科研の役割や活動に関する国民の理解を深めるため、

ウェブやマスメディア等を通じて、研究活動や研究成果の情報

発信やアウトリーチに努める。また、防災科学技術に関する国内

外の様々な情報及び資料を収集・整理・データベース化し、ウェ

ブ等を通じて効果的に提供する。 

その際、利用者のニーズを踏まえつつ、利用者が必要とする情報

に効率的にアクセスできるようにウェブの機能強化を図るとと

もに、専門的な知識を持たない利用者に対してもわかりやすく

情報を提供することに努める。 

 

ジウムや研究成果発表会を開催するとともに、国内外における

学会・学術誌等で発表・公表する。その際、科学的な知見の発信

レベルの維持・向上のため、査読のある専門誌及び SCI 対象誌

等の重要性の高い専門誌での誌上発表や学会等での口頭発表を

行う。 

研究開発成果の普及に当たっては、国民の安全・安心に直結す

るという防災科学技術の特性を踏まえ、海外展開も念頭に置き

ながら、広く成果が活用されるよう知的財産の取得・活用戦略・

管理等の方針を定めた知的財産ポリシーを新たに策定する。そ

の際、単に実施料収入の観点だけでなく、我が国の防災力の向上

に留意した質の高い特許等の知的財産の権利化や実施許諾等に

努める。加えて、「科学技術・イノベーション創出の活性化に関

する法律」（平成 20年法律第 63号）に基づき、防災科研の研究

開発の成果を事業活動において活用し、又は活用しようとする

者（成果活用事業者）に対する出資並びに人的及び技術的援助を

行い、防災科研の成果の一層の普及を図る。さらに、先端的研究

施設等を利用した試験結果に基づき、性能・品質等を検証するた

めの仕組みづくりの検討を行う。また、ウェブ上の公開等を通

じ、民間企業や地方公共団体等を対象として潜在的なニーズや

連携対象を積極的に発掘し、研究開発に反映させるように努め

る。 

 

め、シンポジウムや研究成果発表会を開催するとと

もに、国内外における学会・学術誌等で発表・公表

する。その際、科学的な知見の発信レベルの維持・

向上のため、査読のある専門誌及び SCI 対象誌等の

重要性の高い専門誌での誌上発表や学会等での口頭

発表を行う。 

研究開発成果の普及に当たっては、国民の安全・

安心に直結するという防災科学技術の特性を踏ま

え、海外展開も念頭に置きながら、広く成果が活用

されるよう特許、実用新案、商標権等の知的財産の

取得・活用戦略・管理等の方針を定めた知的財産ポ

リシーを運用する。その際、単に実施料収入の観点

だけでなく、我が国の防災力の向上に資する公益性

の高いものであることに留意した質の高い特許等の

知的財産の権利化や実施許諾等に努めると共に、取

得したものについてはホームページにおいて公開す

る。 

さらに、先端的研究施設等を通じて、利用者本位

での利活用と産学公連携を推進し、価値創出のため

の総合的な戦略作りを行い、認証に向けた性能検証

実験や標準化への取組みを推進する。特に雪氷実験

施設では、業界団体との連携を基に業界標準の確立

を行ってきており、今年度からは JIS 規格化への発

展を目指している。このような「基準認証の業界団

体等を入れて標準化、性能検証の仕組みづくりにむ

けた取り組み」を各施設においても実践するためス

テークホルダーとのネットワーキングを強化し、利

用者の開拓の視点を取り入れた仕組みを構築する。

また、マルチハザードの災害対応を考慮した実験研
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究とシミュレーション研究との連携を強化するた

め、全所的取り組みを行う研究の場を作って横断的

な協働を推進する。 

また、ウェブ上の公開、説明会、協議会等を通じ

た民間企業の潜在的なニーズや連携対象の発掘、ア

ンケート調査、災害時の協働、協議会等を通じた地

方公共団体等の潜在的なニーズや連携対象の発掘を

積極的に推進し、研究開発に反映させるように努め

る。 

 

  ②広報・アウトリーチ活動の推進 

 

研究成果の普及、防災科研への国民の理解・信頼・支持の獲

得、国民の防災リテラシーの向上を図るため、防災科研の研究活

動や研究成果等について、ウェブやテレビ・新聞等の報道機関等

を通じた情報発信を行う。その際、国民に対し分かりやすい形で

情報発信するため、ウェブの機能・コンテンツの強化や取り上げ

やすさを念頭においた報道発表等に努める。 

また、多様な媒体を組み合わせた情報発信を行うため、研究施

設の一般公開・見学者の受入、一般市民を対象としたシンポジウ

ムやワークショップの開催・所外のイベントへの参加、広報誌の

発行、防災教育のための講師派遣等も行う。 

さらに、基盤的地震・火山観測網やＥ－ディフェンス等によっ

て得られたデータやそれらに基づく成果が、我が国の安全・安心

に貢献していることが周知されるような取組を行う。 

 

②広報・アウトリーチ活動の促進 

 

「生きる、を支える科学技術」を目指す防災科研

に対する国民の理解・信頼・支持の獲得のため、広

報とブランディングを統合した情報発信活動を推進

する。 

研究成果の普及、国民の防災リテラシーの向上を

図るため、防災科研の研究活動や研究成果、取り組

み等について、ウェブやテレビ・新聞等の報道機関

等も活用して双方向のコミュニケーションを促進す

る。その際、国民に対し分かりやすい形で情報発信

するため、ウェブの機能・コンテンツの強化や取り

上げやすさを念頭においた情報発信に努める。 

また、双方向のコミュニケーションを促進する手

段として、一般市民を対象としたシンポジウムやワ

ークショップの開催・所外のイベントへの参加、広

報誌の発行、防災教育のための講師派遣等も行う。

国際協力枠組みに関連する会合を利用して積極的に

防災科研の取組に関する情報発信を行う。 
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さらに、MOWLAS、気象・雪氷に関するレーダー観

測、Ｅ－ディフェンス等によって得られたデータや

それらに基づく成果を把握し、ウェブやシンポジウ

ム等を活用して、これらが我が国の安全・安心に貢

献していることが周知されるような取組を行う。 

 

  ③災害情報のアーカイブ機能の強化 

 

防災科学技術の中核的機関として、防災科研の研究成果のみ

ならず、国内外の防災科学技術に関する研究や、様々な自然災害

に関する資料を収集・整理して、データベース化を進め、ウェブ

等を通じて研究者、防災の専門家、一般市民等へ効果的に提供す

る。 

 

③災害情報のアーカイブ機能の強化 

 

防災科学技術の中核的機関として、災害時におけ

る組織間での状況認識の統一や的確な災害対応、お

よび、防災科学技術の研究開発の発展に寄与するべ

く、基盤的防災情報流通ネットワーク（SIP4D: 

Shared In-formation Platform for Disaster 

Manage-ment）の研究開発をすすめるとともに、防災

科研の研究成果のみならず、国内外の防災科学技術

に関する研究や、様々な自然災害に関する資料を収

集・整理して、データベース化を進め、防災科研ク

ライシスレスポンスサイト（NIED-CRS）等、ウェブ

等を通じて行政等の災害対応機関、研究者、防災の

専門家、一般市民等へ効果的に提供する。令和２年

度については以下の業務を実施する。 

・SIP4D を基盤的な情報流通ネットワークとして所

内外で活用できるよう研究開発をすすめる。特に、

実効雨量等の高頻度・大容量のデータの蓄積・リア

ルタイム処理の安定化に取り組む。 

・総合防災情報センターを中核とし、ICT統括室、広

報・ブランディング推進課をはじめ所内各研究部門、

センター、プロジェクト、課室等と全所的な連携を

すすめ、基礎研究および基盤的研究開発を促進する
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共通のデータ基盤の構築および研究成果に関する情

報のデータベース化・共用・および統合発信を加速

するとともに防災科学知の統合に向けた取り組みを

推進する。また、「自然災害ハザード・リスク評価に

関する研究」と連携し、災害資料アーカイブの構築

と災害資料集約手順の SOPを進める。 

・災害時には、所内外の活動と密に連携し、SIP4D等

を活用した情報集約に努める。また NIED-CRS等を構

築・開設し、広く一般への情報提供と、行政等の災

害対応機関への情報支援を行う。 

 

 （４）研究開発の国際的な展開 

 

我が国の防災科学技術の中核的機関として、海外の研究機関・

国際機関との共同研究や連携を推進し、国際的なネットワーク

の強化、防災科学技術の海外展開への取組を通じて、防災科研及

び我が国の国際的な位置づけの向上を図る。 

 

(４）研究開発の国際的な展開 

 

我が国の防災科学技術の研究開発及び情報の受発信の中核的

機関として、海外の研究機関・国際機関との共同研究や協定、国

際共著論文の発表等による連携を推進し、国際的なネットワー

クの強化、防災科学技術の海外展開への取組を通じて、防災科研

及び我が国の国際的な位置づけの向上を図る。 

このため、アジア・太平洋地域の地震観測網を活用した津波予

測システムの開発、WOVO（World Organization of Volcano 

Observa-tories）との連携に基づく火山観測データに関する国

際データベースの充実・共有化の推進、国際NPO法人GEM (Global 

Earthquake Model)との連携に基づく国際的な地震ハザード評

価、リスク評価手法の開発とその標準化等の取組を引き続き推

進する。また、2015 年４月ネパール地震において実施した現地

災害調査の実績を踏まえ、海外で発生した災害に対しても被災

地に貢献できる取組を実施する。さらに、国際シンポジウムの開

催、海外からの人材・視察の受け入れ等に取り組む。 

また、国際的な研究開発動向や防災に関する国際協力のニー

(４）研究開発の国際的な展開 

 

我が国の防災科学技術の研究開発及び情報の受発

信の中核的機関として、海外の研究機関・国際機関

との共同研究や協定、国際共著論文の発表等による

連携を推進し、国際的なネットワークの強化、防災

科学技術の海外展開への取組を通じて、防災科研及

び我が国の国際的な位置づけの向上を図る。 

このため、アジア・太平洋地域の地震観測網を活

用した津波予測システムの開発、 WOVO（World 

Organization of Volcano Observa-tories）との連

携に基づく火山観測データに関する国際データベー

スの充実・共有化の推進、西太平洋地域等における

各機関との地震観測データ共有による地震カタログ

整備及び津波予測精度の向上、WMO（World Meteoro-

logical Organization）固体降水相互比較実験

（SPICE）におけるデータ共有、雪氷防災実験施設を

用いた国際共同研究を進める。また、APEC Centerの
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ズを踏まえ、企業も含め新たな協力連携相手の開拓に努めると

ともに、防災科学技術に関する国際共同研究及び技術の海外展

開のための事業を推進する。 

 

一 つ で あ る ACES(APEC Cooper-ation for 

Earthquake Science)や、国際 NPO法人 GEM (Global 

Earthquake Model) との連携を推進するとともに、

TEM（Taiwan Earthquake Model）、GNS（ニュージー

ランド）とのワークショップを開催し、アジア・環

太平洋地域での研究交流を進め、SCEC（南カリフォ

ルニア地震センター）との連携を図り、地震ハザー

ド・リスク評価の国際展開を行う。 

また、海外で発生した災害に対しても被災地に貢

献できる取組を実施し、国際シンポジウム等の開催

や参加、海外からの人材・視察の受け入れ等に取り

組む。また、国際的な研究開発動向や防災に関する

国際協力のニーズを踏まえ、企業も含め新たな協力

連携相手の開拓に努めるとともに、防災科学技術に

関する国際共同研究及び技術の海外展開のための事

業を推進する。 

その一環として、米国テキサス大学宇宙開発セン

ター及び山口大学と連携し、衛星データの災害対応

における活用方策の検討を進める。 

また、我が国によるペルーの防災体制構築支援と

して、ペルー側が首都リマ市を中心に住民を含めた

総合的な避難訓練（リマ版シェイクアウト訓練）を

実施できるよう協力することを通じ、防災減災対策

など社会防災上の研究に資する知見を得る。 

さらに、台湾の国家災害防救科技センター(NCDR)

と、防災に関する共同研究、情報交換、年次ワーク

ショップ開催等の協力を行う。 

 

 （５）人材育成 （５）人材育成 （５）人材育成 
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防災に携わる人材の養成や資質の向上に資するために、「科学

技術・イノベーション創出の活性化に関する法律」（平成 20 年

法律第 63 号）第 24 条に基づき策定された「国立研究開発法人

防災科学技術研究所における人材活用等に関する方針」（以下

「人材活用等に関する方針」という。）も踏まえつつ、国内外か

ら若手研究者や大学院生を受け入れるとともに、インターンシ

ップ等を活用し大学等の教育機関、地方公共団体、NPO法人等と

の協働等の取組を推進する。 

 

 

防災科研は、我が国の防災科学技術の発展を通じて国及び国

民の安全・安心の確保に貢献するため、「科学技術・イノベーシ

ョン創出の活性化に関する法律」（平成 20年法律第 63号）第 24

条に基づき策定された「国立研究開発法人防災科学技術研究所

における人材活用等に関する方針」（以下「人材活用等に関する

方針」という。）も踏まえつつ、防災科研内外の研究者等の養成・

資質向上のみならず、地方公共団体や地域の防災リーダー等広

く防災に携わる人材の養成・資質向上等に取り組む。 

具体的には、連携大学院制度やインターンシップ制度を活用

した内外からの優秀な大学生・大学院生の積極的な受け入れ、ク

ロスアポイントメント制度・人事交流等を通じた研究者間の協

働の推進及び地方公共団体や地域の防災実務担当者を対象とし

た受入・研修プログラムを開設するとともに、これらの者の防災

実務及び研究開発現場での協働の推進を通じ、人材の育成や資

質の向上に取り組む。 

さらに、将来の防災科学技術を担う人材の裾野を広げるとと

もに、国民全体の防災リテラシー向上を図るため、教育機関や地

方公共団体、NPO法人等を対象として、防災教育のための講師派

遣・研修等にも着実に取り組む。 

 

 

防災科研は、我が国の防災科学技術の発展を通じ

て国及び国民の安全・安心の確保に貢献するため、

防災科研内外の研究者等の養成・資質向上のみなら

ず、地方公共団体や地域の防災リーダー等広く防災

に携わる人材の養成・資質向上等に取り組む。 

具体的には、連携大学院制度、インターンシップ

制度等を活用した内外からの優秀な大学生・大学院

生の積極的な受け入れ、クロスアポイントメント制

度・人事交流等を通じた研究者間の協働の推進及び

地方公共団体や地域の防災実務担当者を対象とした

受入・研修プログラムを開設するとともに、これら

の者の防災実務及び研究開発現場での協働の推進を

通じ、人材の育成や資質の向上に取り組む。 

さらに、将来の防災科学技術を担う人材の裾野を

広げるとともに、国民全体の防災リテラシー向上を

図るため、全国各地の教育機関や地方公共団体、NPO

法人等を対象として、講師派遣等の仕組み作りや防

災教育に取り組む。レジリエンス研究教育推進コン

ソーシアムの枠組により、筑波大学をはじめとする

参画機関と協働でリスク・レジリエンス工学学位プ

ログラムの運営を開始するとともに、筑波大学の教

員を兼務する研究者の勤務環境の整備を行う。 

 

 （６）防災行政への貢献 

 

災害対策基本法に基づく指定公共機関として、重大な災害が

発生した場合には、複数部門の職員から構成される分野横断的

な災害対応の組織を立ち上げ、発災後の被害拡大防止及び復旧・

（６）防災行政への貢献 

 

防災科研は、災害対策基本法に基づく指定公共機関として、同

法及び関係法令や自らが定めた防災業務計画に基づき、重大な

災害が発生した場合には、都道府県や市町村に協力することが

（６）防災行政への貢献 

 

防災科研は、災害対策基本法に基づく指定公共機

関として、同法及び関係法令や自らが定めた防災業

務計画に基づき、重大な災害が発生した場合には、
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復興に資する防災科学技術に基づく情報提供を関係機関などへ

迅速に行う。 

また、災害時の被害拡大防止及び速やかな復旧・復興の実効性

を高めるため、国、地方公共団体との連携・協働を強化し、災害

現場で必要とされている科学技術のニーズを明らかにして、必

要に応じて研究開発に反映させる。 

求められている。 

そのため、防災科研全体として対応する観点から体制の整備

を図る。重大な災害が発生した場合には、災害対応を総括する責

任者を置き、当該者を中心として複数部門の職員から構成され

る分野横断的な災害対応の組織を立ち上げる。また、災害情報シ

ステム等を活用しながら、発災後の被害拡大防止及び復旧・復興

に資する防災科学技術に基づいた情報提供を関係機関等へ迅速

に行うとともに、職員を派遣して災害現場の支援等を行う。 

さらに、災害時の被害拡大防止及び速やかな復旧・復興の実効

性を高めるため、被災した都道府県や市町村の職員等を交えた

フォローアップを行い、災害現場で必要とされている防災科学

技術のニーズを明らかにして、必要に応じて研究開発に反映さ

せるとともに、国、地方公共団体との連携・協働を強化する。 

都道府県や市町村に協力することが求められてい

る。 

そのため、防災科研全体として対応する観点から

体制の整備を図る。重大な災害が発生した場合には、

災害対応を総括する責任者を置き、当該者を中心と

して複数部門の職員から構成される分野横断的な災

害対応の組織を立ち上げる。また、災害情報システ

ム等を活用しながら、発災後の被害拡大防止及び復

旧・復興に資する防災科学技術に基づいた情報提供

を関係機関等へ迅速に行うとともに、職員を派遣し

て災害現場の支援等を行う。加えて、「災害時情報集

約支援チーム（ISUT）」の活動の支援等を行う。 

災害時には、内閣府が設置する ISUTをはじめ、所

内外の活動と密に連携し、SIP4D による情報集約・

共有に努める。また、ISUT-SITEを運用し、災害対応

従事者に向けた情報提供に努める。 

さらに、災害時の被害拡大防止及び速やかな復旧・

復興の実効性を高めるため、被災した都道府県や市

町村の職員等を交えたフォローアップを行い、災害

現場で必要とされている防災科学技術のニーズを明

らかにして、必要に応じて研究開発に反映させると

ともに、国、地方公共団体との連携・協働を強化す

る。 

地方自治体や公益企業体と協定を締結し、地震や

津波の早期検知やモニタリング技術、即時予測技術

を実装し、広く防災減災に貢献する。地方自治体や

公益企業体との海底地震津波観測網データや、強震

観測網データ利活用に関する協定を結び、各地域や

各事業の防災減災へ連携して取り組む。 
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Ⅰ―２ 

防災科学技術に関する基

礎研究及び基盤的研究開

発の推進 

２．防災科学技術に関する基礎研究及び基盤的研究開発の推進 

 

 

国民の安全・安心を確保するために、災害を予測・察知してそ

の正体を知る技術、早期に被害状況を把握し国民の安全な避難

行動に資する技術、迅速な復旧を可能とする技術及び災害情報

を共有し利活用する技術等の実現を目指す。このため、防災科学

技術に関する基礎研究及び基盤的研究開発を、①地震・火山・極

端気象等世界に類を見ない観測網を活用した観測研究と②世界

最大規模の実験施設を用いた実験研究といった従来からの強み

を生かしつつ、③災害の全体像を明らかにするシミュレーショ

ン、④効果的な災害対応や復旧・復興に向けたハザード・リスク

評価、⑤これらを統合するための情報利活用技術といった今後

一層強化すべき技術を組み合わせ、目標の実現に向けた工程を

踏まえつつ推進する。その際、防災科研内外の異なる研究分野間

との連携やリスクコミュニケーションの手法を積極的に活用す

る。 

具体的な取組及び中長期目標期間中に達成を目指すべき成果

は以下のとおりであり、そのため、個々の研究開発について、具

体的な目標を中長期計画において定めるとともに、早急に研究

ロードマップを策定し、可能なものは公表するものとする。 

 

 

 

２．防災科学技術に関する基礎研究及び基盤的研究開発の推進 

 

 

防災科学技術とは、「災害を未然に防止する予測力・予防力」、

「被害の拡大を食い止める対応力」、そして「災害からの復旧・

復興を実現する回復力」、の全てを含む幅広い概念である。防災

に関する総合的な研究機関である強みを活かし、「災害は自然と

社会の交互作用のなかで発生するもの」との認識に立ち、防災科

学技術の研究開発も自然と社会の交互作用を対象としつつ、「予

測力・予防力」、「対応力」、「回復力」の全てを対象とした幅広い

研究を促進することが、真の意味で防災科学技術の水準の向上

につながる。 

このような認識の下、中長期目標に従い、防災科学技術に関す

る基礎研究及び基盤的研究開発を、①地震・火山・極端気象等世

界に類を見ない観測網を活用した観測研究と②世界最大規模の

実験施設を用いた実験研究といった従来からの強みを生かしつ

つ、③災害の全体像を明らかにするシミュレーション、④効果的

な災害対応や復旧・復興に向けたハザード・リスク評価、⑤これ

らを統合するための情報利活用技術、といった今後一層強化す

べき技術を組み合わせ、目標の実現に向けた工程を踏まえつつ

推進する。本中長期計画では、防災科研内外の異なる研究分野間

との連携にあたり、コ・デザイン、コ・プロダクションが可能に

なるようにリスクコミュニケーションの手法を積極的に活用し

つつ、以下に記す３領域７分野に関する研究開発を推進する。 

 

２．防災科学技術に関する基礎研究及び基盤的研究

開発の推進 

 

防災科学技術とは、「災害を未然に防止する予測

力・予防力」、「被害の拡大を食い止める対応力」、そ

して「災害からの復旧・復興を実現する回復力」、の

全てを含む幅広い概念である。防災に関する総合的

な研究機関である強みを活かし、「災害は自然と社会

の交互作用のなかで発生するもの」との認識に立ち、

防災科学技術の研究開発も自然と社会の交互作用を

対象としつつ、「予測力・予防力」、「対応力」、「回復

力」の全てを対象とした幅広い研究を促進すること

が、真の意味で防災科学技術の水準の向上につなが

る。 

このような認識の下、防災科研内外の異なる研究

分野間との連携にあたり、コ・デザイン、コ・プロ

ダクションが可能になるようにリスクコミュニケー

ションの手法を積極的に活用しつつ、中長期計画に

従い以下のとおり研究開発を推進する。 

 （１）災害をリアルタイムで観測・予測するための研究開発の推

進 

 

（１）災害をリアルタイムで観測・予測するための研究開発の推

進 

 

（１）災害をリアルタイムで観測・予測するための

研究開発の推進 
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南海トラフ巨大地震や首都直下地震等の甚大な被害を生じさ

せる地震・津波災害や火山災害の軽減に有効な情報をリアルタ

イムで提供する観測・予測技術を開発し、防災・減災対策に貢献

する。 

 

①地震・津波の観測・予測研究 

 

S-net 及び DONET を含む海陸の基盤的地震観測網等の観測デ

ータと大規模シミュレーションを活用して、地震動・津波即時予

測のための研究開発を実施し、迅速かつ高精度な地震や津波の

早期警報及び直後の被害予測の実現を目指す。また、将来発生し

得る大規模な地震に関する地殻活動等の把握や地震発生の長期

評価等の高度化に関する研究に取り組み、地震調査研究推進本

部等の施策に貢献する。さらに、地震・津波災害の軽減に向けて

ステークホルダーとの協働を進める。 

 

 

 

 

 

 

①地震・津波予測技術の戦略的高度化研究 

 

平成 23年東北地方太平洋沖地震では、津波警報による津波予

測高が過小評価であったために迅速な避難に繋げられず、また

被害の把握が遅れた。また、緊急地震速報についても頻発した余

震に対する誤報等の課題が見出された。今後発生が懸念される

首都直下地震をはじめとする内陸部を震源とする地震、南海ト

ラフや日本海溝等における海溝型巨大地震及びその余震による

被害の軽減に向けては、上記課題の解決が重要となる。このた

め、以下の研究開発に取り組む。 

防災科研が安定的に運用する世界最大規模の稠密かつ高精度

な陸域及び S-net や DONET 等の海域の基盤的地震・津波観測網

により新たに得られる海陸統合のデータに加えて、海外を含む

様々な機関のデータや必要に応じてそれらを補完する機動的な

調査観測のデータを最大限活用した研究開発を実施することに

より、地震及び津波に係る防災・減災に貢献する。 

具体的には、シミュレーション等の技術を活用し、迅速かつ確

実な地震動や津波の即時予測技術や直後の被害予測技術の開発

を行うとともに、高信頼・効率的な地震・津波観測を行うための

観測機材や観測技術を開発する。また、従来の地震カタログに具

わる多様な情報の活用等により地震発生の長期評価の発展につ

ながる地震発生モデルを構築するとともに、室内実験、大規模シ

ミュレーション等を活用して、被害をもたらす大地震に関する

研究も行う。 

 

 

 

 

 

①地震・津波予測技術の戦略的高度化研究 

 

平成 23年東北地方太平洋沖地震では、津波警報に

よる津波予測高が過小評価であったために迅速な避

難に繋げられず、また被害の把握が遅れた。また、

緊急地震速報についても頻発した余震に対する誤報

等の課題が見出された。今後発生が懸念される首都

直下地震をはじめとする内陸部を震源とする地震、

南海トラフや日本海溝等における海溝型巨大地震及

びその余震による被害の軽減に向けては、上記課題

の解決が重要となる。このため、以下の研究開発に

取り組む。 

防災科研が安定的に運用する MOWLAS により新た

に得られる海陸統合のデータに加えて、海外を含む

様々な機関のデータや必要に応じてそれらを補完す

る機動的な調査観測のデータを最大限活用した研究

開発を実施することにより、地震及び津波に係る防

災・減災に貢献する。 

具体的には、シミュレーション等の技術を活用し、

迅速かつ確実な地震動や津波の即時予測技術や直後

の被害予測技術の開発を目指すとともに、高信頼・

効率的な地震・津波観測を行うための観測機材や観

測技術の開発や、従来の地震カタログに具わる多様

な情報の活用等により地震発生の長期評価の発展に
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地震・津波防災研究の中核的機関として国内外の機関とも連

携し、日本における地震観測データを集約・公開・解析し、得ら

れた地震津波防災情報やシミュレーション結果を国民に対して

分かりやすく情報発信を行うとともに、政府関係委員会等への

資料提供、地方公共団体やインフラストラクチャー事業者等と

の協働に取り組むことにより、国民の安全・安心と社会の安定的

発展に貢献する。 

なお、S-netの観測データを活用した津波の遡上の即時予測を

実現する研究開発と分かりやすい情報提供を目指した実証実験

は、社会実装に向けた取組の一環として、「戦略的イノベーショ

ン創造プログラム（SIP）」において府省・分野横断的に行う。 

 

つながる地震発生モデルの構築、室内実験、大規模

シミュレーション等を活用した被害をもたらす大地

震に関する研究の実施等を目指し、令和２年度は、

以下の研究を実施する。 

 

・即時地震動予測、即時余震活動予測のシステム化

に関する各種調査（フィージビリティ・スタディを

含む）を継続し、前年度までに構築したプロトタイ

プシステムの高度化を行う。有望なアルゴリズムに

ついては随時プロトタイプシステムに組み込む。即

時地震動予測システムのうち、データ同化システム

の構築を継続し、実時間で処理を行うための改良を

実施する。海域地震動データを効果的に即時予測に

活かすための各種研究を継続する。特に DONET デー

タを用いて地震動指標を計算する試験システムの構

築を行う。さらに長周期地震動に関しては、MOWLAS

による陸海統合データ等を活用することにより揺れ

から揺れを予測する手法開発を実施するとともに、

民間企業等と連携した予測情報に関する実証実験に

おいて情報をユーザーに配信し、情報の配信側・利

活用側双方の課題の抽出や改善等を行う。 

・津波即時予測システムプロトタイプ、テスト地域

を対象とした津波の成長・収束予測システムプロト

タイプを検証稼働させて課題抽出・機能検証を実施

する。また、遠地津波予測技術と津波被害推定技術

の検証及びこれらの予測システム・技術の検証用プ

ラットフォームを通じた課題抽出・機能検証により

各システム・技術の高度化を進める。ステークホル

ダーとの連携や普及啓発活動を継続し、予測技術対
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応地域及び利活用主体の拡大を図る。 

・海陸地震観測網の観測データを統合的に解析する

ための技術開発ならびにシミュレーションや統計解

析等に基づく「異常」現象検知方法の開発を継続す

る。日本列島地震情報基盤データベースを構成する

多機能地震カタログに付加されるべき情報追加に必

要な技術開発を継続する。地殻活動総合モニタリン

グシステムの構築にむけて、様々な現象の自動検出

のための技術開発ならびに解析手法の検証を進める

とともに、活動の可視化技術の開発を行う。評価が

終了した項目から、地震調査委員会等の各種委員会

に現況評価資料として資料提供を行う。整備が完了

した項目について、所内外へ公開する。所外への情

報公開にあたっては、総合防災情報センターとの協

働を進める。 

・南海トラフ応力蓄積モデルをもとに大地震発生シ

ナリオの構築を進める。さらに、超大型岩石摩擦試

験機の製作に取りかかるとともに、大型岩石摩擦実

験を行ってデータを取得し、断層の破壊法則につい

ての検討を進める。 

 

 ② 火山災害の観測・予測研究 

 

基盤的火山観測網と各種リモートセンシング技術やモニタリ

ング技術等を活用して火山災害過程の把握や予測に関する研究

開発及び火山災害の軽減につながるリスクコミュニケーション

の在り方に関する研究を実施し、新たな火山防災・減災対策の実

現を目指す。また、大学・研究機関との連携等も含め、研究実施

体制の強化・充実を図る。 

②火山災害の観測予測研究 

 

平成 26年の御嶽山の噴火災害は、水蒸気噴火予測の困難さや

事前に適切な情報提供ができなかったことなどにより戦後最悪

の火山災害となった。本噴火災害により、火山防災対策推進の仕

組み、火山監視・観測体制、火山防災情報の伝達、適切な避難方

策、火山防災教育や知識の普及、火山研究体制の強化と火山専門

家の育成など、火山防災対策に関する様々な課題が明らかにな

②火山災害の観測予測研究 

 

平成 26年の御嶽山の噴火災害は、水蒸気噴火予測

の困難さや事前に適切な情報提供ができなかったこ

となどにより戦後最大の犠牲者を生じる火山災害と

なった。本噴火災害により、火山防災対策推進の仕

組み、火山監視・観測体制、火山防災情報の伝達、

適切な避難方策、火山防災教育や知識の普及、火山
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 った。火山災害による被害の軽減を図るため、上記課題の解決を

目指し以下の研究開発に取り組む。 

基盤的火山観測網、火山ガス・地殻変動・温度の把握を目的と

したリモートセンシング技術等による多項目の火山観測データ

を活用し、多様な火山現象のメカニズムの解明や火山災害過程

を把握するための研究開発を進める。 

また、事象系統樹は、地域住民、地方公共団体や政府が、噴火

災害の恐れのある噴火活動に対して、その火山活動や噴火現象

の推移の全体像を把握し、適切な判断をする基本となるもので、

社会的に重要である。この事象系統樹による推移予測技術の開

発、実験的・数値的手法による多様な火山現象を再現する物理モ

デルの構築などにより、火山活動及び火山災害の推移を予測す

る技術開発を実施する。さらに、水蒸気噴火の先行現象の研究等

に資するため、火口付近を含む火山体周辺において火山観測網

を補完する機動的な調査観測を行うほか、噴火様式の変化を早

期に捉えるため、遠隔で火山ガスや火山灰等の分析を行うモニ

タリング技術を開発する。 

災害リスク情報に関する研究と連携し、火山活動と火山災害

に関する空間的・時間的情報を一元化し、火山防災に関わる住

民・国・地方公共団体・研究機関が迅速に共有・利活用できるシ

ステムを開発する。また、火山専門家の知見を社会に効果的に伝

える手法の開発等、火山災害による被害の軽減につなげるため

のリスクコミュニケーションの在り方に関する研究を実施す

る。国内の火山研究の活性化と成果の社会実装を推進するため、

大学・研究機関・火山防災協議会等との連携を強化し、研究実施

体制の強化・充実を図る。 

 

研究体制の強化と火山専門家の育成など、火山防災

対策に関する様々な課題が明らかになった。火山災

害による被害の軽減を図るため、上記課題の解決を

目指し、令和２年度は以下の研究開発に取り組む。 

火山観測・災害予測・防災対策まで含めた事象系

統樹の整備及びこれらの分岐判断・推移予測を行う

ための技術開発を進める。このために下記の項目を

実施する。 

・活発な火山活動が続いている阿蘇山・霧島山を重

点火山として研究を進める。基盤的火山観測網（V-

net）や機動観測網、さらに火山観測データ一元化共

有システム（JVDNシステム）に集約された多項目観

測データを活用し、噴火に関連する火山性微動や地

殻変動等のメカニズムの解明や火山災害過程を把握

するための研究開発を進める。 

・地上設置型レーダー干渉計による機動観測に向け

た高時間分解能観測手法の開発を進める。 

・ARTS-SEのデータについて、ARTS-SEのカメラ型セ

ンサ（STIC）による箱根試験観測、斜め観測データ

の処理技術開発、火成岩の赤外分光放射率計測に関

する処理手法の開発を行う。 

・望遠分光装置（G-STIC）の可視域のセンサ部の開

発を行う。 

・阿蘇山における地上設置型レーダー干渉計試験観

測の計画を作成するとともに、G-STICによる阿蘇山

等での試験観測を行う。また、霧島山での観測計画

を検討する。 

・伊豆大島を対象として、物質科学分析・実験から

噴火過程をモデル化し、対象火山での火山泥流の評
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価手法を開発する。 

・火道流モデルによる地殻変動モデルを構築し、

様々な噴火形式に適用する。 

・マグマシステム内進化過程シミュレーションマス

ターモデル開発の検討を進める。 

・水蒸気爆発シミュレーションのための設計を行

う。 

・気泡を含むマグマの粘性流動シミュレーションを

行う。 

・阿蘇山において火山灰自動採取・可搬型分析装置

（VOLCAT)やパーシベルによる試験観測を実施する。 

・阿蘇山・霧島山において地震・火山噴火連動評価、

溶岩流、火山泥流、火砕流シミュレーション、物質

科学的解析を実施する。 

・那須岳火山防災協議会における噴火を想定した防

災訓練及び火山に関する座学研修を実施し、手順書

を作成する。訓練の結果を避難計画及び地域防災計

画にフィードバックする。 

・栃木県那須町、北海道壮瞥町、鹿児島県鹿児島市

と連携しアウトリーチ活動（教育活動）を実施する。 

・自治体間の連携支援を行う。 

・SNS を用いた情報発信と情報収集に向けた取り組

みに着手する。 

・阿蘇山・霧島山周辺自治体と連携し、防災計画の

策定指針・災害評価シミュレーション・アウトリー

チ活動を実施する。 

 

 （２）社会基盤の強靱性の向上を目指した研究開発の推進 

 

（２）社会基盤の強靱性の向上を目指した研究開発の推進 

 

（２）社会基盤の強靱性の向上を目指した研究開発

の推進 
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南海トラフ巨大地震や首都直下地震等が懸念されており、社

会基盤の強靭性向上と事業継続能力の強化による地震災害の軽

減に向けた対策の推進が急務である。 

Ｅ－ディフェンスを活用して、構造物の耐震性能評価に加え

構造物の応答制御や機能維持等を対象とした大規模・最先端な

震動実験を実施し、実験データの取得・蓄積・解析とその公開・

提供を通じて、地震減災技術の高度化と社会基盤の強靭化に貢

献する。また、耐震性能評価への活用のため、構造物の耐震シミ

ュレーションを行う数値震動台の高度化を実施する。さらに、こ

れらの研究の基盤となるＥ－ディフェンスの機能の高度化等に

取り組む。 

 

 

実大三次元震動破壊実験施設等研究基盤を活用した地震減災研

究 

 

今後発生が懸念されている南海トラフ巨大地震や首都直下地

震等、巨大地震災害に対する我が国におけるレジリエンス向上

に貢献するため、Ｅ－ディフェンス等研究基盤を活用して、地震

被害の再現や構造物等の耐震性・対策技術を実証及び評価する

実験を実施することにより、地震減災技術の高度化と社会基盤

の強靭化に資する研究及びシミュレーション技術を活用した耐

震性評価に関する研究を行う。 

地震減災技術の高度化と社会基盤の強靭化に資する研究で

は、Ｅ－ディフェンスを活用した大規模・最先端な震動実験によ

り、実験データの取得・蓄積・解析を実施する。具体的には、構

造物等の耐震性評価、応答制御、機能維持システム等の課題や社

会基盤を構成する構造物、地盤等の地震時挙動解明に関する課

題に重点的に取組、地震時の破壊や被害に至る過程の再現、対策

技術の適用性・有効性等を実証する。 

シミュレーション技術を活用した耐震性評価に関する研究で

は、Ｅ－ディフェンスで実施した実験を再現するシミュレーシ

ョン技術（数値震動台）の性能向上や利便性向上等に関する研究

開発等を行い、耐震性評価への活用を目指す。 

これらの研究は、関係機関との連携・協働体制の下で推進し、

Ｅ－ディフェンスで実施した実験から得られるデータ・映像に

ついては、公開することにより、我が国全体の地震減災に関する

研究開発振興と防災意識啓発に貢献する。また、「戦略的イノベ

ーション創造プログラム（SIP）」等の一環として、Ｅ－ディフェ

ンスを活用した実験研究を関係機関と共同で実施する。 

 

 

実大三次元震動破壊実験施設等研究基盤を活用した

地震減災研究 

 

Ｅ－ディフェンスを活用した大規模・最先端な震

動実験により、実験データの取得・蓄積・解析を実

施する。地震被害の再現や構造物等の耐震性・対策

技術を実証及び評価する実験を実施することによ

り、地震減災技術の高度化と社会基盤の強靭化に資

する研究及びシミュレーション技術を活用した耐震

性評価に関する研究を行う。このうち、令和２年度

は以下の研究を実施する。 

・地震対応力向上のためのダメージ評価手法の研究

開発では、令和３年度に制作する中層のオフィスビ

ル試験体設計を実施するとともに、試験体に設置す

るセンサシステムの開発のためのハード、ソフトの

整備を行う。また、地震応答データによる動特性を

評価するアルゴリズム開発に着手するとともに、セ

ンサを用いた居室内の地震被害の評価技術の研究及

び、これら被害情報の配信技術と可視化についての

研究に取り組む。文部科学省の補助事業である「首

都圏を中心としたレジリエンス総合力向上プロジェ

クト」では、災害時重要施設の高機能設備性能評価

と機能損失判定のための実験を医療施設について実

施する。また、国の建築基準の整備促進事業の一環

として実施する５階建て鉄筋コンクリート建物の実

験を行う。 

さらに次世代免震技術に関する性能評価実験を行

う。社会基盤施設については、液状化に関する基盤
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的な研究を推進する。また、配管の機能維持を考慮

した耐震性評価手法の整備を進める。Ｅ－ディフェ

ンス等実験施設の活用による構造物等の耐震性実

証・評価実験を継続的に実施するための標準的手法

構築に関する検討と、映像を含む実験データを防災・

減災意識の啓発に活用するため、VR映像等による情

報プロダクツの作成にも取り組む。これらの推進で

は、関係機関と連携した体制を構築するとともに、

実験施設等の研究資源を有効に活用する。 

・数値震動台等シミュレーション技術を活用した耐

震性評価に関する研究では、地震による建物の構造

および室内の損傷・被害予測、ならびに、その際の

残余耐震性能の定量化のための解析機能の高度化を

実施する。また、機械学習・確率統計等のデータサ

イエンスに特化した WGを立ち上げて、建物の被害評

価・リスク評価に関する研究を推進する。これに加

えて、産学官での商用耐震解析プログラム共同開発

をさらに進め、普及・利用促進を図る。さらに、社

会の地震対応力を促進するためのフレームワーク構

築を見据え、都市規模のシミュレーションシステム

に数値震動台の成果を組み込むための検討を行う。 

 

 （３）災害リスクの低減に向けた基盤的研究開発の推進 

 

 

災害リスクの低減に向けて、観測・予測研究及びハザード評価

研究と一体で、災害の未然防止、被害の拡大防止から復旧・復興

までを見据えた研究開発を推進する。 

 

（３）災害リスクの低減に向けた基盤的研究開発の推進 

 

 

 

 

 

 

（３）災害リスクの低減に向けた基盤的研究開発の

推進 
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①気象災害の軽減に関する研究 

 

地球温暖化による気候変動の影響等に伴う竜巻、短時間強雨、

強い台風、局地的豪雪等の増加による風水害、土砂災害、雪氷災

害等の気象災害を軽減するため、先端的なマルチセンシング技

術と数値シミュレーション技術を活用した短時間のゲリラ豪雨

等の予測技術開発やハザード評価技術等の研究開発を実施し、

ステークホルダーと協働した取組を通じて成果の社会実装を目

指す。 

 

①気象災害の軽減に関する研究 

 

(a)マルチセンシングに基づく水災害予測技術に関する研究 

 

豪雨・突風・降雹・落雷等激しい気象や都市の浸水を引き起こ

す積乱雲の予測精度は依然として低い。また防災情報を提供す

るタイミングの難しさ等により、毎年のように被害を伴う土砂

災害が発生している。さらに気候変動に伴う巨大台風の発生と、

それに伴う高潮等の災害が懸念されている。一方、防災現場にお

いては、確率的な予測情報の活用方法が確立していないなど、情

報が十分に利活用されていない。このような状況を改善するた

め、以下の研究開発に取り組む。 

雲レーダ、ドップラーライダー及びマイクロ波放射計等を活

用した積乱雲等大気擾乱の早期検知技術の開発、X バンド MP レ

ーダを活用した雹及び融解層の検知技術の高度化、並びに雷の

早期検知可能性の検討を行う。また、データ同化手法等を活用し

た１時間先までのゲリラ豪雨の予測技術及び市町村単位で竜巻

警戒情報を作成する技術の開発、豪雨によって発生する浸水を

確率的に予測するモデルの開発とその実証試験、過去の土石流

等の履歴解析に基づく土石流危険度評価手法の開発を行う。 

大型降雨実験施設を活用して、斜面崩壊の危険域を絞り込む

手法の開発を行うとともに、斜面の変動を監視する手法の高度

化とリアルタイムで斜面崩壊危険度を評価するシステムの開発

を進める。 

高潮による浸水被害の避難方策の検討に役立てることを目指

して、台風時等における波、流れ、土粒子輸送等の観測と台風に

よる潮位変動や浸水情報等の予測システムの性能向上を図ると

ともに、将来起こり得る気象災害を把握するため、台風災害を含

む気象データベースの高度化や気候変動等に伴う海面水温の変

①気象災害の軽減に関する研究 

 

(a)マルチセンシングに基づく水災害予測技術の開

発 

豪雨・突風・降雹・落雷等激しい気象や都市の浸

水を引き起こす積乱雲の予測精度は依然として低

い。また防災情報を提供するタイミングの難しさ等

により、毎年のように被害を伴う土砂災害が発生し

ている。さらに気候変動に伴う巨大台風の発生と、

それに伴う高潮等の災害が懸念されている。一方、

防災現場においては、確率的な予測情報の活用方法

が確立していないなど、情報が十分に利活用されて

いない。このような状況を改善するため、令和２年

度は以下の研究開発に取り組む。 

・雲レーダー、ドップラーライダー、マイクロ波放

射計、X バンド MPレーダー、雷３次元マッピングシ

ステム等の観測機器を運用し、積乱雲の早期検知技

術、雹及び融解層の検知技術、雷の早期検知技術、

データ同化に基づく１kmメッシュの風向・風速推定

技術の高度化を図り、可能なものから順次リアルタ

イムの情報提供を行う。 

・豪雨によって発生する浸水を確率的に予測するモ

デル、およびリアルタイムで危険度の高い流域を把

握する技術の開発を進める。また豪雨災害の土砂移

動分布図の作成を進めるとともに、土石流危険度表

示システムの高度化を図る。 

・大型降雨実験施設を活用して、斜面の圧力変動や

雨水浸透を監視する技術の高度化を進めるととも

に、地方自治体の協力のもと、地盤情報やセンシン
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動等が激しい気象の発生に及ぼす影響の解明を進める。 

なお豪雨、竜巻、浸水予測技術の開発と実証実験の一部は、社

会実装に向けた取組の一環として、「戦略的イノベーション創造

プログラム（SIP）」において府省・分野横断的に行う。 

 

グ技術により斜面崩壊危険度を評価する手法の高度

化を図る。 

・高潮による浸水被害の避難方策の検討に役立てる

べく、台風時等における波、流れ、土粒子輸送等の

観測を沖縄県西表島および岩手県久慈湾で行うとと

もに、沿岸災害予測モデルの高度化を図る。また、

台風災害を含む気象データベースを更新するととも

に、気候変動等に伴う海面水温の変動等が激しい気

象の発生に及ぼす影響の解明を進める。さらに、浸

水等による道路の危険度を把握する技術の開発を行

う。 

河川氾濫や土砂災害等の深刻な被害を引き起こす

線状降水帯による集中豪雨の発生が近年多発してい

る。 

「SIP 第２期」と連携しながら、線状降水帯対策

として、令和２年度は以下の研究開発に取り組む。 

・マイクロ波放射計を九州地方に設置し、他の水蒸

気観測機器とともに水蒸気マルチセンシング網を構

築する。 

・水蒸気情報の同化手法の高度化を図り、数時間先

までの線状降水帯の発達予測技術の開発を進める。 

・過去の線状降水帯を引き起こした雨量情報の統計

解析に基づき、予測雨量を再現確率に変換する開発

を進める。 

 

従来のリアルタイムハザード情報をリスク情報に

変換する点に関して、防災情報研究部門等と連携し

ながら研究開発を進める 
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  (b)多様化する雪氷災害の危険度把握と面的予測の融合研究 

 

 

平成 26年豪雪による甲信越地方での記録的大雪に伴う交通障

害等、近年、豪雪地帯以外で発生する突発的な雪の災害に対する

社会の脆弱性が課題となっている。このため、豪雪地帯以外も対

象とした、空間規模や時間スケール（数時間～数週間）の異なる

様々な雪氷災害にも対応可能な対策技術の研究開発に取り組

む。また、地震、火山等の他の災害と複合して起こる雪氷災害や

温暖化に伴い極端化する雪氷災害に関する研究を行う。 

具体的には、雪氷災害危険度の現況把握技術と特定の範囲を

数キロメッシュで予測する面的予測技術を開発し、それらを融

合することで様々な規模や時間スケールの雪氷災害にも幅広く

活用可能なリアルタイムハザードマップ作成技術を確立する。

雪氷災害危険度の現況把握技術の開発においては、降雪監視レ

ーダと地上降雪粒子観測ネットワークの観測とを組み合わせ、

精度の高い降雪量及び降雪種の面的推定手法を確立し、豪雪地

帯以外の気象観測レーダによる正確な降雪量の推定を可能にす

る技術の開発につなげるほか、雪氷防災実験棟を用いた都市圏

の豪雪災害の想定等も含めた実験を行う。 

今後増加が予想される極端気象に伴う雪氷災害について、そ

の発生機構の解明、融雪地すべりや地震誘発雪崩などの雪氷現

象と他の自然現象との複合災害に関する発生機構の解明につい

ても取り組む。これらの成果の社会還元として、地方公共団体や

道路管理業者等のステークホルダーへ予測情報を試験的に提供

し、実際に利活用してもらうとともにフィードバックを得るこ

とで社会実装試験を行う。 

 

(b)多様化する雪氷災害の危険度把握と面的予測の

融合研究 

 

平成 26 年豪雪による関東甲信地方での記録的大

雪に伴う交通障害等、近年豪雪地帯以外で発生する

突発的な雪の災害に対する社会の脆弱性が課題とな

っている。また、平成 30年に北陸地方を中心として

広域に雪氷災害が発生したように、日本海寒帯気団

収束帯（JPCZ）に起因する時として局地的に発生す

る時間的にも集中した豪雪に対しては積雪地域にお

いても対応しきれない事が社会的に大きな課題とな

っている。このため、JPCZに起因する豪雪災害の問

題を解決するための研究を加速する。また豪雪地帯

以外も対象とした、空間規模や時間スケール（数時

間～数週間）の異なる様々な雪氷災害にも対応可能

な対策技術の研究開発に取り組む。さらに、地震、

火山等の他の災害と複合して起こる雪氷災害や温暖

化に伴い極端化する雪氷災害に関する研究を行う。

具体的には、令和２年度は以下の研究開発に取り組

む。 

・都市雪害に対応するため、太平洋側の雪にも対応

した面的降雪強度推定手法・集中豪雪アラートの開

発・改良を進め、多相降水レーダーおよび現業レー

ダーのデータを利用した降雪情報および豪雪アラー

トの稼働試験を実施する。また「雪おろシグナル」

による面的な積雪特性を推定する手法の改良および

対象地域の拡張を行う。さらに、山岳気象観測網の

観測データを活用したスキー場等の総合的な雪氷防

災に向けた研究を推進するとともに、災害ポテンシ
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ャルの現況把握のための技術（積雪ゾンデ、着雪検

知装置および道路状況判別システム）の開発を進め

る。 

・雪崩、吹雪、着雪の各モデルの高精度化に向けて、

降雪種情報を組み込んだ積雪変質モデルを用いた面

的雪崩予測手法や、粒子法による着雪モデルの開発

等を進める。また、モデル間の連携・結合を進める

とともに精度検証のための野外観測を継続する。さ

らに、GIS を用いた雪氷災害リアルタイムハザード

マップ作成システム（統合化 ver.）の高度化を推進

する。 

・前年度までの社会実装実験を踏まえ、道路雪氷予

測モデルの社会実装を達成する。他の雪氷災害発生

予測モデルに関しても試験運用を継続しつつ、社会

実装へ向けた検討を加速する。また新たに開発した

滑走路雪氷予測モデルに関しては、試験運用に向け

たモデルの改良を進める。さらに、前年度に引き続

き総合的雪氷防災シミュレーションに向けた雪氷災

害シナリオの作成を進める。JPCZに関する豪雪災害

研究では、広範囲の同イベントに高解像度シミュレ

ーションを適用し、大雪時の降雪現象および災害と

の関連を調べるとともに、衛星データを用いた広域

降雪量分布推定手法の高度化を進め、モデルの検証

データを取得する。また、研究成果の社会還元に向

けて、地方気象台や気象研究所との連携を深める。 

 

国際的なスキーリゾートであるニセコスキー場の

雪崩リスクを観光産業への影響予測も含めて、災害

過程研究部門等と連携しながら、総合的に把握する



157 

 

手法を開発する。 

 

 ② 自然災害ハザード・リスク評価と情報の利活用に関する研

究 

 

少子高齢化や人口減少、都市の人口集中等の急激な社会構造

の変化に対し、自然災害の未然防止策を強化するために、地震・

津波災害等のハザード・リスク評価手法の高度化やリスクマネ

ジメント手法の研究開発を実施する。また、災害時の被害拡大防

止及び復旧・復興のため、被害状況の推定及び把握技術の開発や

災害対策支援技術の研究開発を行い、社会実装を目指す。さら

に、行政、民間、住民といった社会を構成するステークホルダー

と協働して、災害リスク情報の共有及び利活用技術の開発や災

害リスク低減のための制度設計に資する研究及び対策技術の研

究開発を推進する。 

②自然災害ハザード・リスク評価と情報の利活用に関する研究 

 

 

(a)自然災害ハザード・リスク評価に関する研究 

 

都市への経済、インフラ、人口等の集積は、都市の災害リスク

を増大させており、首都直下地震や南海トラフ地震への備えは、

我が国の都市のレジリエンスを高める上で喫緊の課題の一つで

ある。しかし、国内の地理的条件や社会経済構造の違いにより、

地域によって災害に対するリスク認識には違いがある。このた

め、都市が潜在的に有する災害リスクを共通のリスク指標で総

合的に評価した上で、社会の各セクター（国、地方公共団体、地

域コミュニティ、民間企業等）が適切な災害対策を実施できる社

会の実現に向け、地震や津波をはじめとした各種自然災害のハ

ザード・リスク評価に関する研究を行う。 

具体的には、地震及び津波ハザード評価手法の高度化のため、

不確実さを考慮した低頻度な事象まで評価できる手法開発や、

予測精度向上のための震源及び波源モデル等の研究を行うこと

により、地震調査研究推進本部が進めている全国地震動予測地

図、及び全国を対象とした津波ハザード評価の高度化に貢献す

る。復旧・復興に至る各セクターの適切な災害対応を支援するた

め、全国概観版や地域詳細版の地震及び津波のリスク評価手法

の研究開発を行うとともに、各セクターの課題解決を目指した

リスクマネジメント手法の研究開発を行う。また、ハザード・リ

スク評価の基盤情報として、詳細な地形モデル、構造物や人口等

の社会基盤データベースの構築を行うとともに、海陸統合した

地下構造等の地盤情報や活断層情報の整備を行う。 

②自然災害ハザード・リスク評価と情報の利活用に

関する研究 

 

(a)自然災害ハザード・リスク評価に関する研究 

 

都市への経済、インフラ、人口等の集積は、都市

の災害リスクを増大させており、首都直下地震や南

海トラフ地震への備えは、我が国の都市のレジリエ

ンスを高める上で喫緊の課題の一つである。しかし、

国内の地理的条件や社会経済構造の違いにより、地

域によって災害に対するリスク認識には違いがあ

る。このため、都市が潜在的に有する災害リスクを

共通のリスク指標で総合的に評価した上で、社会の

各セクター（国、地方公共団体、地域コミュニティ、

民間企業等）が適切な災害対策を実施できる社会の

実現に向け、地震や津波をはじめとした各種自然災

害のハザード・リスク評価に関する研究を行う。令

和２年度は以下の研究開発に取り組む。 

・全国を対象とした地震ハザード評価手法の高度化

のため、シナリオベースの長期間平均ハザードを評

価する地震モデルの構築に着手し、2021年起点の確

率論的地震動予測地図を作成する。さらに断層極近

傍や海溝型の超巨大地震を対象とした強震動評価手

法の「レシピ」化の検討を行う。強震動統一データ

ベースを試作する。ハザード評価のための基盤情報

として、地下構造等の地盤情報の整備やモデル化手

法の標準化の検討を進めるとともに、国の活断層基
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さらに、風水害や土砂災害等の各種自然災害のハザード・リス

ク評価の研究開発を他の研究課題と連携しマルチハザード・リ

スク評価手法の研究開発を行うとともに、過去の経験から将来

のリスクを予測することを目指した自然災害事例マップを高度

化する。 

また、リアルタイム被害推定及び被害の状況把握技術開発を

行うとともに、ハザード・リスク評価、発災時の被害推定や被害

状況把握等のシミュレーション技術の研究開発を総合的に行う

ことができるプラットフォームを構築する。研究成果の社会実

装を目指し、「戦略的イノベーション創造プログラム（SIP）」等

の取組や関係機関と連携したハザード・リスク評価の地域展開、

仙台防災枠組や国際 NPO法人 GEM（Global Earthquake Model）

等と連携による国際展開を行う。 

 

本図（仮称）の作成に資するため、活断層の詳細位

置に関する調査検討を実施する。地震リスク評価手

法の高度化のため、2020年起点の地震リスク評価を

行う。「SIP第２期」と連携し間接被害を含む経済被

害モデル等の開発を進める。これらの検討を踏まえ

た地震のハザード・リスク情報ステーションの開発

を行い、情報の試験提供を継続する。 

・全国を対象とした津波ハザード評価手法の高度化

では、津波レシピの拡張に向け、スラブ内地震に特

化したスケーリング則および波源断層モデルの設定

方法等の検討を行う。津波ハザードステーションの

運用を実施するとともに、情報利活用の委員会で強

い要望のあったデータダウンロード機能の実装等の

改良を行う。モデル地域を対象とした津波ハザード

評価手法の開発を進める。 

・各種自然災害のハザード・リスク評価の研究開発

の連携によるマルチハザード・リスク評価手法の研

究開発、および過去の経験から将来のリスクを予測

することを目指した自然災害事例マップの高度化を

行う。地震及び津波、斜面、風水害ハザード・リス

クを対象とした共通のリスク指標を改良し、全国に

適用する。地すべり地形分布図に新たな地形情報を

付加し、公開プラットフォームを改良する。全国の

過去の自然災害事例情報を、Web 地図等に相互連携

可能な形態でデータベースに整備するとともに、時

間的な情報の網羅による事例情報の質的向上を図

り、災害事例の収集手法の標準化を検討する。 

・リアルタイム被害推定及び被害状況把握のため、

全国を概観するリアルタイム地震被害推定システム
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の利便性向上のための機能強化を図り、SIP4D やコ

ンソーシアムと連携する。地震による斜面崩壊や液

状化の推定機能の開発に着手することで、リアルタ

イム被害推定・状況把握プロトタイプのマルチハザ

ード・リスク化を図る。地震ハザード・リスク評価

を主たる対象として、要素技術の調査等、シミュレ

ーション技術の研究開発を総合的に行うことができ

るプラットフォームのプロトタイプ開発を行う。 

・「戦略的イノベーション創造プログラム（SIP）」で

の取組等を踏まえ、災害リスク情報の利活用に関す

る研究プロジェクトや大学等と連携を進め、地震や

津波を含めた各種自然災害ハザード・リスク評価の

地域への展開を進める。地域での利活用を支援・促

進するための研究会を実施する。産業界等への研究

成果の展開を図るコンソーシアム等と連携する。地

域の大学等と連携し、防災力強化推進ナショナルセ

ンターの立ち上げを他部門と連携して検討する。仙

台防災枠組や国際 NPO 法人 GEM との連携を推進する

とともに、地域拡大を図り、アジア・環太平洋地域

での研究交流をさらに進める。 

・「SIP第２期」と連携しながら、産業連関表等を利

用した、曝露対象物の機能低下を考慮した経済被害

予測手法を構築し、広域概観版経済被害予測システ

ムの開発を進める。 

 

  (b)自然災害情報の利活用に基づく災害対策に関する研究 

 

 

東日本大震災や平成 27年９月の関東・東北豪雨等では、社会

(b)自然災害情報の利活用に基づく災害対策に関す

る研究 

 

東日本大震災や平成 27年９月の関東・東北豪雨、
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を構成する各セクター（国、自治体、地域コミュニティ、民間企

業等）間での情報共有が十分でなく、情報不足による対応の遅れ

等、災害対応や復旧・復興において多くの課題を残した。また、

地方公共団体における人口減少等により、平時からの事前対策

を行う社会的リソース自体が不足しており、社会におけるレジ

リエンスの低下が懸念されている。 

このような状況を改善するためには、現在のレジリエンスの

状態を評価するとともに、各種災害情報を各セクター間で共有・

利活用することで連携・協働し、予防力・対応力・回復力を総合

的に強化する災害対策・技術を社会全体に浸透させることが必

要である。 

そのために、各種災害に対する効果的な災害対応及び復旧復

興のプロセスを解明し、事前対策の実施状況からその評価を実

施可能な手法を開発する。これにより、レジリエンスの状態に応

じた防災上の課題発見や各種災害対策・技術の導入効果の検証

を可能とする。 

また、災害種別毎に開発されたリスクコミュニケーション手

法やリスクマネジメント手法について、横断的・共通的観点か

ら、予防力・対応力・回復力を総合的に強化する手法として統合

化・高度化するとともに、災害リスクガバナンス手法を確立す

る。 

さらに、社会実装を担う行政や企業等と連携して、各種手法を

各セクターが実行するための標準作業手順（SOP: Standard 

Operating Procedure）と、各種災害情報の共有・利活用を実現

するシステムの標準仕様を確立する。これにより、効果的な災害

対策・技術を社会全体に普及・浸透・定着させ、社会全体のレジ

リエンスの継続に繋げる。 

これらの社会実装の促進及び防災行政への貢献のため、仙台

防災枠組みや学界（大学、研究機関、学協会等）、「戦略的イノベ

平成 28年の熊本地震等では、社会を構成する各セク

ター（国、自治体、地域コミュニティ、民間企業等）

間での情報共有が十分でなく、情報不足による対応

の遅れ等、災害対応や復旧・復興において多くの課

題を残した。また、地方公共団体における人口減少

等により、平時からの事前対策を行う社会的リソー

ス自体が不足しており、社会におけるレジリエンス

の低下が懸念されている。 

このような状況を改善するためには、現在のレジ

リエンスの状態を評価するとともに、各セクター間

が連携・協働し、予防力・対応力・回復力を総合的

に強化する災害対策・技術を社会全体に浸透させる

ことが必要である。 

そこで令和２年度は「SIP第２期」と連携しつつ、

応急対応期の効果的な情報処理に注目した「防災情

報の効果的な生成・流通・利活用技術に関する研究」

に加え、応急対応期から復旧復興期に至る災害対応

の全体像の解明を目指す「災害過程の科学的解明と

効果的な災害対応対策に関する研究」についての研

究を実施する。 

 

「防災情報の効果的な生成・流通・利活用技術に関

する研究」 

・各種ハザード・リスク情報や災害状況を示す情報

を統合的・横断的に可視化する技術および基盤につ

いて、総合防災情報センターが運用する SIP4D を活

用し、対応フェーズで共有すべき標準的な情報プロ

ダクツの検討を進めるとともに、即時性および視認

性を高める技術を開発・改良し、NIED-CRS等に反映
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ーション創造プログラム（SIP）」等の取組と連携の下、所内外の

研究開発成果を一元的にネットワーク化し、社会における各セ

クターが予防・対応・回復それぞれの目的に活用できる「統合化

防災科学技術情報プラットフォーム」を構築・運用する。 

する。 

・多種多様な情報の統合解析処理により新たな情報

プロダクツを生成する技術について、気象災害を対

象に、自然環境情報と社会環境情報の統合パターン

を多様化する技術を開発・改良する。 

・情報の生成・流通・利活用の相互運用性を確保す

る技術について、対応フェーズにおける情報集約・

統合・可視化の実態・プロセスを分析し、相互運用

性を高める SOP及び標準テンプレートを検討する。 

 

「災害過程の科学的解明と効果的な災害対応対策に

関する研究」 

・既往の防災研究・災害事例等において繰り返し発

生する現象や概念を抽出し、その共通の解釈と構造

を通じて、発災から復興に至る災害過程の科学的解

明を試みる。 

・レジリエンスの状態に関する量的な評価指標の開

発に向け、世界におけるレジリエンス・ファイナン

スの事例収集を行い、それを支える政府政策のレビ

ューおよび課題の整理を行う。 

・住民の適切な生存避難モデルの構築に向け、豪雨

被災地を対象にした避難実態の調査・分析を行い、

平時の地域取り組みやソーシャルキャピタルの実態

に加え、災害時の提供情報等が避難に及ぼす影響を

解明する。 

・学校防災力（教育・管理）の評価に向け、関連す

る既往研究や資料調査により、対象学年や教員等の

主体別に求められる能力の一覧化を行い、全国の実

態把握に着手し、学校防災上の課題抽出を並行して
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行う。 

・災害対応業務の標準化（SOP）に向け、被災自治体

等と協力し、大規模災害対応における組織間（被災

市町村、被災都道府県、国、応援団体）の応援受援

の実態を明らかにする。 

 

新学習指導要領等の普及・浸透を支援するための学

校における安全教育に資するプログラム及び、地域

の防災基礎力向上に資する水害プログラムの開発に

ついて、水・土砂防災研究部門、雪氷防災研究部門

等と連携しながら、研究開発を進める。 

 

「災害過程の科学的解明と効果的な災害対応対策に

関する研究」 

・既往の防災研究・災害事例等において繰り返し発

生する現象や概念を抽出し、その共通の解釈と構造

を通じて、発災から復興に至る災害過程の科学的解

明を試みる。 

 

Ⅱ―１ 

柔軟かつ効率的なマネジ

メント体制の確立 

１．柔軟かつ効率的なマネジメント体制の確立 

 

業務の質の向上及びガバナンスの強化を目指すとともに、効率

的なマネジメント体制とするため、評価を行い柔軟な組織の再

編及び構築を行うこととする。また、独立行政法人に関する制度

の見直しの状況を踏まえ、適切な取組を行う。 

１．柔軟かつ効率的なマネジメント体制の確立 

 

業務の質の向上及びガバナンスの強化を目指すとともに、効率

的なマネジメント体制とするため、業務運営の評価を行い柔軟

な組織の再編及び構築を行うこととする。また、独立行政法人に

関する制度の見直しの状況を踏まえ、適切な取組を行う。 

１． 柔軟かつ効率的なマネジメント体制の確立 

 

業務の質の向上及びガバナンスの強化を目指すとと

もに、効率的なマネジメント体制とするため、業務

運営の評価を行い柔軟な組織の再編及び構築を行う

こととする。働き方改革、同一労働同一賃金、テレ

ワーク推進に積極的に取り組む。また、独立行政法

人に関する制度の見直しの状況を踏まえ、適切な取

組を行う。 
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 （１）研究組織及び事業の見直し 

 

理事長のリーダーシップの下、防災科学技術の中核的機関と

して、様々な自然災害に関して基礎研究から社会実装まで総合

的な取組に対応するため、評価を踏まえて職員の配置の見直し

に取り組むとともに、クロスアポイントメント制度等を活用し、

総合的・分野横断的な組織編成を行う。また、研究開発成果の最

大化に向けて、戦略立案を行う企画機能、研究推進・支援体制等

を強化し、柔軟かつ効率的なマネジメント体制を確立する。 

「独立行政法人改革等に関する基本的な方針」（平成 25 年 12

月 24日閣議決定）に基づき、現在、南海トラフ海域において国

立研究開発法人海洋研究開発機構（以下「海洋機構」という。）

が整備を進めている DONET について、その整備が終了した際に

は、同システムの移管を受けることを踏まえ、海洋機構との連携

を含めた管理運営体制を整備し、海底地震・津波観測網の一元的

な管理運営を行う。 

 

(１)研究組織及び事業の見直し 

 

理事長のリーダーシップの下、「研究開発成果の最大化」に向

けて、研究開発能力及び経営管理能力の強化に取り組む。 

経営に関する戦略立案、環境整備、業務体制、危機管理などを

より一層効率的・効果的に行うため、企画機能、研究推進・支援

を一体で行う企画部を新設し、企画機能を強化する。柔軟かつ効

率的なマネジメントを行うため、理事長直属で防災科研の研究

開発を総括する、もしくは特命事項を担当する審議役を設置し、

理事、企画部、審議役が緊密に連携することにより理事長を支

え、防災科研のマネジメントを遂行する体制を構築する。 

プロジェクトについて、様々な自然災害に関して基礎研究か

ら社会実装に至るまでの総合的な取組に対応し、統合的・分野横

断的に研究開発を行うことができるよう、研究体制を再編する

とともに、各プロジェクトの業務に係る権限と責任について、規

程等により明確に定める。具体的には、研究分野間の協働、交

流、情報交換が円滑に行われるようにするため、研究者の所属部

署自体は専門分野別に編成する一方、重点的に進めるべき研究

開発課題や防災科研全体として取り組むべき事項については、

専門分野別の部署を横断するプロジェクトセンターを設置でき

る柔軟な研究開発体制を整備する。その際、効率的、効果的な業

務運営を図る観点から、職員の配置の見直しを行うとともに、ク

ロスアポイントメント制度、併任制度等の活用による外部の第

一線の研究者の登用や他の研究機関との連携を通じて、多様な

人材の確保と研究力の向上を図り、防災科学技術研究の中核研

究機関として最適な研究推進体制が構築できるような組織運営

を行う。 

また、経営諮問会議等の開催により、外部からの客観的・専門

的かつ幅広い視点での助言・提言を得ることで、現行事業運営の

(１)研究組織及び事業の見直し 

 

理事長のリーダーシップの下、「研究開発成果の最

大化」に向けて、研究開発能力及び経営管理能力の

強化に取り組む。 

経営に関する戦略立案、環境整備、業務体制、危

機管理などをより一層効率的・効果的に行うため、

企画機能、研究推進・支援を一体で行う企画部を運

営し、企画機能を引き続き強化する。また、柔軟か

つ効率的なマネジメントを行うため、理事長直属で

防災科研の研究開発を総括する、もしくは特命事項

を担当する審議役、理事、企画部が緊密に連携する

ことにより理事長を支え、防災科研のマネジメント

を遂行する体制を構築し運営する。 

プロジェクトについて、様々な自然災害に関して

基礎研究から社会実装に至るまでの総合的な取組に

対応し、統合的・分野横断的に研究開発を行うこと

ができるよう、研究体制を再編するとともに、各プ

ロジェクトの業務に係る権限と責任について、規程

等により明確に定める。具体的には、研究分野間の

協働、交流、情報交換が円滑に行われるようにする

ため、研究者の所属部署自体は専門分野別に編成す

る一方、重点的に進めるべき研究開発課題や防災科

研全体として取り組むべき事項については、専門分

野別の部署を横断するプロジェクトセンターを設置

できる柔軟な研究開発体制を整備する。その際、効

率的、効果的な業務運営を図る観点から、職員の配

置の見直しを行うとともに、クロスアポイントメン

ト制度、併任制度等の活用による外部の第一線の研
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課題を把握し、その解決を図る。また、事業運営の効率性、透明

性の確保に努める。 

「研究開発成果の最大化」に向けて、他の機関との連携や外部

資金の獲得・管理等の多様化・複雑化する研究推進業務に対応す

るために、人員の拡充・再配置を含めた体制の強化を図る。 

「独立行政法人改革等に関する基本的な方針」（平成 25 年 12

月閣議決定）に基づく DONET の移管に対応するため、国立研究

開発法人海洋研究開発機構との間でクロスアポイントメント制

度等を利用した連携を進め、DONET、S-net、陸域の基盤的地震観

測網の一元的な管理運営体制を構築する。 

 

究者の登用や他の研究機関との連携を通じて、多様

な人材の確保と研究力の向上を図り、防災科学技術

研究の中核研究機関として最適な研究推進体制が構

築できるような組織運営を行う。 

また、経営諮問会議等の開催により、外部からの

客観的・専門的かつ幅広い視点での助言・提言を得

ることで、現行事業運営の課題を把握し、その解決

を図る。また、事業運営の効率性、透明性の確保に

努める。 

「研究開発成果の最大化」に向けて、他の機関と

の連携や外部資金の獲得・管理等の多様化・複雑化

する研究推進業務に対応するために、人員の拡充・

再配置を含めた体制の強化を図る。 

 

 （２）内部統制 

 

理事長によるマネジメント強化に向け、理事長の指示が全役

職員に伝達される仕組みやリスク管理等を含む内部統制システ

ムを整備・運用し、PDCA サイクルによる継続的な業務改善を行

う。また、内部統制が有効に機能していることを内部監査等によ

りモニタリングするとともに、監事を補佐する体制の整備を行

い、監事による監査機能を充実する。 

 

(２)内部統制 

 

「独立行政法人の業務の適正を確保するための体制等の整備

について」（平成 26 年 11 月 28 日総管査第 322 号。総務省行政

管理局長通知）等を踏まえ、理事長のリーダーシップの下、業務

に係る戦略を策定し、PDCA サイクルに基づき、その継続的改善

を推進する。その際、国の政策との関係、他機関との連携強化の

取組、研究の成果が活用されるまでの道筋等を明らかにする。 

中長期目標の達成を阻害するリスクを把握し、組織として取

り組むべき重要なリスクの把握と対応を行う。このため、経営諮

問会議等の開催により、外部からの客観的・専門的かつ幅広い視

点での助言・提言を得ることで、現行事業運営の課題を把握し、

その解決を図る。また、事業運営の効率性、透明性の確保に努め

るとともに、法令遵守等、内部統制の実効性を高めるため、所内

のイントラネット等を活用し理事長による運営方針等の周知を

(２)内部統制 

 

「独立行政法人の業務の適正を確保するための体

制等の整備について」（平成 26年 11月 28日総管査

第 322 号。総務省行政管理局長通知）等を踏まえ、

理事長のリーダーシップの下、業務に係る戦略を策

定し、PDCAサイクルに基づき、その継続的改善を推

進する。その際、国の政策との関係、他機関との連

携強化の取組、研究の成果が活用されるまでの道筋

等を明らかにする。 

中長期目標の達成を阻害するリスクを把握し、組

織として取り組むべき重要なリスクの把握と対応を

行う。このため、経営諮問会議等の開催により、外

部からの客観的・専門的かつ幅広い視点での助言・

提言を得ることで、現行事業運営の課題を把握し、
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行うなど、日頃より職員の意識醸成を行う等の取組を継続する。 

監事による監査機能を充実するために、監査室を設置すると

ともに内部監査等により内部統制が有効に機能していることを

モニタリングし、適正、効果的かつ効率的な業務運営に資する助

言を理事長等に提示する。また、職員を対象とした内部統制に関

する研修を実施するなど、職員の意識醸成教育及び意識向上を

積極的に進める。 

 

その解決を図る。また、事業運営の効率性、透明性

の確保に努めるとともに、法令遵守等、内部統制の

実効性を高めるため、所内のイントラネット等を活

用し理事長による運営方針等の周知を行うなど、日

頃より職員の意識醸成を行う等の取組を継続する。 

監事による監査機能を充実するために、監査室を

設置するとともに内部監査等により内部統制が有効

に機能していることをモニタリングし、適正、効果

的かつ効率的な業務運営に資する助言を理事長等に

提示する。また、職員を対象とした内部統制に関す

る研修を実施するなど、職員の意識醸成教育及び意

識向上を積極的に進める。 

 

 （３）研究開発等に係る評価の実施 

 

「独立行政法人の評価に関する指針」（平成 26 年９月２日総

務大臣決定、平成 27 年５月 25 日改定）等に基づき、研究開発

の特性等を踏まえて防災科研の自己評価等を実施し、その結果

を研究計画や資源配分に反映させ、研究開発成果の最大化及び

適正、効果的かつ効率的な業務運営を図る。また、研究開発課題

については外部有識者による評価を実施し、その結果を踏まえ

て研究開発を進める。 

なお、評価に当たっては、それぞれの目標に応じて別に定める

評価軸及び関連指標等を基本として評価する。 

(３)研究開発等に係る評価の実施 

 

「独立行政法人の評価に関する指針」（平成 26 年９月総務大

臣決定、平成 27年５月改定）等に基づき、研究開発の特性等を

踏まえて国の施策との整合性、社会的ニーズ、研究マネジメン

ト、アウトカム等の視点から自己評価等を実施し、各事業の計

画・進捗・成果等の妥当性を評価する。その評価結果は研究計

画、予算・人材等の資源配分に反映させ、「研究開発成果の最大

化」並びに適正、効果的かつ効率的な業務運営を図る。 

また、研究開発課題については外部有識者による評価を効果

的・効率的に実施し、その結果を踏まえて研究開発を進める。 

なお、評価業務に当たっては、評価作業の負担の軽減に目指

し、効率的な運営を行う。 

(３)研究開発等に係る評価の実施 

 

「独立行政法人の評価に関する指針」（平成 26 年

９月総務大臣決定、平成 27 年５月改定、平成 31 年

３月 12日改定）等に基づき、研究開発の特性等を踏

まえて国の施策との整合性、社会的ニーズ、研究マ

ネジメント、アウトカム等の視点から自己評価等を

実施し、各事業の計画・進捗・成果等の妥当性を評

価する。その評価結果は研究計画、予算・人材等の

資源配分に反映させ、「研究開発成果の最大化」並び

に適正、効果的かつ効率的な業務運営を図る。 

また、研究開発課題については外部有識者による

評価を効果的・効率的に実施し、その結果を踏まえ

て研究開発を進める。 

なお、評価業務に当たっては、評価作業の負担の

軽減に目指し、効率的な運営を行う。 
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Ⅱ―２ 

業務の効率化 

２．業務の効率化 

 

（１）経費の合理化・効率化 

 

防災科研は、管理部門の組織の見直し、調達の合理化、効率的

な運営体制の確保等に引き続き取り組むことにより、経費の合

理化・効率化を図る。 

運営費交付金を充当して行う事業は、新規に追加されるもの、

拡充分は除外した上で、法人運営を行う上で各種法令等の定め

により発生する義務的経費等の特殊要因経費を除き、平成 27年

度を基準として、一般管理費（租税公課を除く。）については毎

年度平均で前年度比３％以上、業務経費は毎年度平均で前年度

比１％以上の効率化を図る。新規に追加されるものや拡充され

る分は翌年度から効率化を図ることとする。ただし、人件費の効

率化については、次項に基づいて取り組む。 

なお、経費の合理化・効率化を進めるに当たっては、研究開発

成果の最大化との整合にも留意する。 

２．業務の効率化 

 

(１)経費の合理化・効率化 

 

防災科研は、管理部門の組織の見直し、調達の合理化、効率的

な運営体制の確保等に引き続き取り組むことにより、経費の合

理化・効率化を図る。 

運営費交付金を充当して行う事業は、新規に追加されるもの、

拡充分は除外した上で、法人運営を行う上で各種法令等の定め

により発生する義務的経費等の特殊要因経費を除き、平成 27年

度を基準として、一般管理費（租税公課を除く。）については毎

年度平均で前年度比３％以上、業務経費は毎年度平均で前年度

比１％以上の効率化を図る。新規に追加されるものや拡充され

る分は翌年度から効率化を図ることとする。ただし、人件費の効

率化については、次項に基づいて取り組む。 

なお、経費の合理化・効率化を進めるに当たっては、「研究開

発成果の最大化」との整合にも留意する。 

２．業務の効率化 

 

(１)経費の合理化・効率化 

 

防災科研は、管理部門の組織の見直し、調達の合

理化、効率的な運営体制の確保等に引き続き取り組

むことにより、経費の合理化・効率化を図る。 

運営費交付金を充当して行う事業は、新規に追加

されるもの、拡充分は除外した上で、法人運営を行

う上で各種法令等の定めにより発生する義務的経費

等の特殊要因経費を除き、平成 27 年度を基準とし

て、一般管理費（租税公課を除く。）については毎年

度平均で前年度比３％以上、業務経費は毎年度平均

で前年度比１％以上の効率化を図る。新規に追加さ

れるものや拡充される分は翌年度から効率化を図る

こととする。ただし、人件費の効率化については、

次項に基づいて取り組む。 

なお、経費の合理化・効率化を進めるに当たって

は、「研究開発成果の最大化」との整合にも留意する。 

 

 （２）人件費の合理化・効率化 

 

給与水準については、国家公務員の給与水準を十分配慮し、手

当を含め役職員給与の在り方について厳しく検証したうえで、

防災科研の業務の特殊性を踏まえた適正な水準を維持するとと

もに、検証結果や取組状況を公表するものとする。また、適切な

人材の確保のために必要に応じて弾力的な給与を設定できるも

のとし、その際には、国民に対して納得が得られる説明に努める

(２)人件費の合理化・効率化 

 

給与水準については、国家公務員の給与水準を十分配慮し、手

当を含め役職員給与の在り方について厳しく検証したうえで、

防災科研の業務の特殊性を踏まえた適正な水準を維持するとと

もに、検証結果や取組状況を公表するものとする。また、適切な

人材の確保のために必要に応じて弾力的な給与を設定できるも

のとし、その際には、国民に対して納得が得られる説明に努める

(２)人件費の合理化・効率化 

 

給与水準については、国家公務員の給与水準を十

分配慮し、手当を含め役職員給与の在り方について

厳しく検証したうえで、防災科研の業務の特殊性を

踏まえた適正な水準を維持するとともに、検証結果

や取組状況を公表するものとする。また、適切な人

材の確保のために必要に応じて弾力的な給与を設定
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ものとする。 

 

ものとする。 

 

できるものとし、その際には、国民に対して納得が

得られる説明に努めるものとする。 

 

 （３）契約状況の点検・見直し 

 

「独立行政法人における調達等合理化の取組の推進につい

て」（平成 27年５月 25日総務大臣決定）に基づく取組を着実に

実施することとし、契約の公正性、透明性の確保等を推進し、業

務運営の効率化を図る。 

また、共同調達については、茨城県内の複数機関が参画してい

る協議会等を通じて、参画機関と引き続き検討を行い拡充に努

める。 

 

(３)契約状況の点検・見直し 

 

「独立行政法人における調達等合理化の取組の推進につい

て」（平成 27年５月 25日総務大臣決定）を踏まえ、防災科研の

締結する契約については、原則として一般競争入札などによる

こととし、公正性、透明性を確保しつつ、厳格に手続きを行う。 

 また、一般競争入札などにより契約を締結する場合であっ

ても、真に透明性、競争性が確保されているか、厳格に点検・検

証を行い、過度な入札条件の禁止、応札者に分かりやすい仕様書

の作成、公告期間の十分な確保などを行う。これらの取組を通じ

て経費の削減に取り組む。さらに、調達等合理化計画の実施状況

を含む入札及び契約の適正な実施については、契約監視委員会

の点検などを受け、その結果をホームページにて公表する。 

また、共同調達については、茨城県内の複数機関が参画してい

る協議会等を通じて、参画機関と引き続き検討を行い拡充に努

める。 

 

(３)契約状況の点検・見直し 

 

「独立行政法人における調達等合理化の取組の推

進について」（平成 27年５月 25日総務大臣決定）を

踏まえ、防災科研の締結する契約については、原則

として一般競争入札などによることとし、公正性、

透明性を確保しつつ、厳格に手続きを行う。 

また、一般競争入札などにより契約を締結する場

合であっても、真に透明性、競争性が確保されてい

るか、厳格に点検・検証を行い、過度な入札条件の

禁止、応札者に分かりやすい仕様書の作成、公告期

間の十分な確保などを行う。これらの取組を通じて

経費の削減に取り組む。さらに、調達等合理化計画

の実施状況を含む入札及び契約の適正な実施につい

ては、契約監視委員会の点検などを受け、その結果

をホームページにて公表する。 

また、共同調達については、茨城県内の複数機関

が参画している協議会等を通じて、参画機関と引き

続き検討を行い拡充に努める。 

 

 （４）電子化の推進 

 

電子化の促進等により事務手続きの簡素化・迅速化を図ると

ともに、利便性の向上に努める。 

(４)電子化の推進 

 

「国の行政の業務改革に関する取組方針～行政の ICT 化・オ

ープン化、業務改革の徹底に向けて～」（平成 26年７月 25日総

務大臣決定）を踏まえ、電子化の促進等により事務手続きの簡素

化・迅速化を図るとともに、利便性の向上に努める。所内のイン

(４)電子化の推進 

 

「国の行政の業務改革に関する取組方針～行政の

ICT 化・オープン化、業務改革の徹底に向けて～」

（平成 26 年７月 25日総務大臣決定）を踏まえ、電

子化の促進等により事務手続きの簡素化・迅速化を
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トラネットの活用を図ると共に、ウェブ等を活用した部門横断

的な情報共有体制を整備する。また、震災等の災害時への対策を

確実に行うことにより、業務の安全性、信頼性を確保する。 

図るとともに、利便性の向上に努める。所内のイン

トラネットの活用を図ると共に、ウェブ等を活用し

た部門横断的な情報共有体制を整備する。勤怠管理

システムとの連携を図りつつ、さらに人事システム

及び給与システムの統合構築を図り業務効率化の検

討を進める。その他、当該システムを含めた既存シ

ステムについては統合的なシステム構築の検討を進

める。 

 

Ⅲ 

財務内容の改善に関する

事項 

競争的研究資金等の外部資金の積極的な獲得や施設利用等に

よる自己収入の増加等に努め、より健全な財務内容の実現を図

る。特に、本法人が保有する大規模実験施設については、ニーズ

把握・外部への積極的な働きかけを行い、研究利用の観点から適

当な稼働率目標及び利用料等を設定した具体的な取組方針を早

急に策定し、安定した自己収入の確保に取り組む。 

また、運営費交付金の債務残高についても勘案しつつ予算を

計画的に執行する。必要性がなくなったと認められる保有財産

については適切に処分するとともに、重要な財産を譲渡する場

合は計画的に進める。 

独立行政法人会計基準の改訂等を踏まえ、運営費交付金の会

計処理として、収益化単位の業務ごとに予算と実績を管理する

体制を構築するものとする。 

競争的研究資金等の外部資金の積極的な獲得や施設利用等に

よる自己収入の増加等に努め、より健全な財務内容の実現を図

る。特に、防災科研が保有する大規模実験施設については、ニー

ズ把握・外部への積極的な働きかけを行い、研究利用の観点から

適当な稼働率目標及び利用料等を設定した具体的な取組方針を

策定し、安定した自己収入の確保に取り組む。 

また、運営費交付金の債務残高についても勘案しつつ予算を

計画的に執行する。必要性がなくなったと認められる保有財産

については適切に処分するとともに、重要な財産を譲渡する場

合は計画的に進める。 

独立行政法人会計基準の改訂等を踏まえ、運営費交付金の会

計処理として、収益化単位の業務ごとに予算と実績を管理する

体制を構築するものとする。 

 

競争的研究資金等の外部資金の積極的な獲得や施

設利用等による自己収入の増加等に努め、より健全

な財務内容の実現を図る。特に、防災科研が保有す

る大規模実験施設については、ニーズ把握・外部へ

の積極的な働きかけを行い、研究利用の観点から適

当な稼働率目標及び利用料等を設定した具体的な取

組方針を策定し、安定した自己収入の確保に取り組

む。 

また、運営費交付金の債務残高についても勘案し

つつ予算を計画的に執行する。必要性がなくなった

と認められる保有財産については適切に処分すると

ともに、重要な財産を譲渡する場合は計画的に進め

る。 

独立行政法人会計基準の改訂等を踏まえ、運営費

交付金の会計処理として、収益化単位の業務ごとに

予算と実績を管理する。 

  １．予算（人件費の見積もりを含む）、収支計画及び資金計画 

 

 

（１）予算 

１．予算（人件費の見積もりを含む）、収支計画及び

資金計画 

 

（１）予算 
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（２）収支計画 

（３）資金計画 

 

（２）収支計画 

（３）資金計画 

 

  ２．短期借入金の限度額 

 

短期借入金の限度額は、11 億円とする。短期借入れが想定さ

れる事態理由としては、運営費交付金の受入れの遅延、受託業務

に係る経費の暫時立替等がある。 

 

２．短期借入金の限度額 

 

短期借入金の限度額は、11億円とする。短期借入

れが想定される事態理由としては、運営費交付金の

受入れの遅延、受託業務に係る経費の暫時立替等が

ある。 

 

  ３．不要財産又は不要財産となることが見込まれる財産がある

場合には、当該財産の処分に関する計画 

 

重要な財産を譲渡、処分する計画はない。 

 

３．不要財産又は不要財産となることが見込まれる

財産がある場合には、当該財産の処分に関する計画 

 

重要な財産を譲渡、処分する計画はない。 

 

  ４．前号に規定する財産以外の重要な財産を譲渡し、又は担保に

供しようとするときは、その計画 

 

なし。 

 

４．前号に規定する財産以外の重要な財産を譲渡し、

又は担保に供しようとするときは、その計画 

 

なし。 

 

  ５．剰余金の使途 

 

防災科研の決算において、剰余金が生じた時は、重点的に実施

すべき研究開発業務への充当、職員教育の充実、研究環境の整

備、業務の情報化、広報の充実等に充てる。 

５．剰余金の使途 

 

防災科研の決算において、剰余金が生じた時は、

重点的に実施すべき研究開発業務への充当、職員教

育の充実、研究環境の整備、業務の情報化、広報の

充実等に充てる。 

 

Ⅳ 

その他業務運営に関する

１．国民からの信頼の確保・向上 

 

１．国民からの信頼の確保・向上 

 

１． 国民からの信頼の確保・向上 
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重要事項 （１）コンプライアンスの推進 

 

研究開発活動の信頼性の確保、科学技術の健全性の観点から、

研究不正に適切に対応するため、組織として研究不正を事前に

防止する取組を実施するとともに、管理責任を明確化する。ま

た、万が一研究不正が発生した際の対応のための体制を整備す

る。 

適正な業務運営及び国民からの信頼を確保するため、「独立行

政法人等の保有する情報の公開に関する法律」（平成 13 年法律

第 140 号）及び「個人情報の保護に関する法律」（平成 15 年法

律第 57号）に基づき、適切かつ積極的に情報の公開を行うとと

もに、個人情報の適切な保護を図る取組を行う。 

さらに、上記取組を実施するために、職員への周知徹底等の取

組を行う。 

 

 

 

 

 

（１）研究倫理の確立及びコンプライアンスの推進 

 

研究開発活動の信頼性の確保、科学技術の健全性の観点から、

研究不正に適切に対応するため、理事長のリーダーシップの下、

予算執行及び研究不正防止を含む防災科研における業務全般の

一層の適正性確保に向け、厳正かつ着実にコンプライアンス業

務を推進する。また、コンプライアンス遵守に向けた体制整備

等、ガバナンスの強化を図り、必要に応じて不断の見直しを行

う。 

適正な業務運営及び国民からの信頼を確保するため、適切か

つ積極的に情報の公開を行うとともに、個人情報の適切な保護

を図る取組を推進する。具体的には、「独立行政法人等の保有す

る情報の公開に関する法律」（平成 13年法律第 140号）及び「個

人情報の保護に関する法律」（平成 15年法律第 57号）に基づき、

適切に対応するとともに、職員を対象に定期的に不正防止や個

人保護情報等に係る説明会、ならびに e-ラーニング等を活用し

た理解度調査を実施する。 

（１）研究倫理の確立及びコンプライアンスの推進 

 

研究開発活動の信頼性の確保、科学技術の健全性

の観点から、研究不正に適切に対応するため、理事

長のリーダーシップの下、予算執行及び研究不正防

止を含む防災科研における業務全般の一層の適正性

確保に向け、厳正かつ着実にコンプライアンス業務

を推進する。また、コンプライアンス遵守に向けた

体制整備等、ガバナンスの強化を図り、必要に応じ

て不断の見直しを行う。 

適正な業務運営及び国民からの信頼を確保するた

め、適切かつ積極的に情報の公開を行うとともに、

個人情報の適切な保護を図る取組を推進する。具体

的には、「独立行政法人等の保有する情報の公開に関

する法律」（平成 13 年法律第 140 号）及び「個人情

報の保護に関する法律」（平成 15年法律第 57号）に

基づき、適切に対応するとともに、職員を対象に定

期的に不正防止や個人保護情報等に係る説明会、な

らびに e-ラーニング等を活用した理解度調査を実

施する。 

 

 （２）情報セキュリティ対策の推進 

 

政府機関の情報セキュリティ対策のための統一基準群を踏ま

え、情報セキュリティ・ポリシーを適時適切に見直すとともに、

これに基づき情報セキュリティ対策を講じ、情報システムに対

するサイバー攻撃への防御力、攻撃に対する組織的対応能力の

強化に取り組む。また、対策の実施状況を毎年度把握し、PDCAサ

イクルにより情報セキュリティ対策の改善を図る。 

（２）情報セキュリティ対策の推進 

 

政府機関の情報セキュリティ対策のための統一基準群を踏ま

え、情報セキュリティ・ポリシーを適時適切に見直すとともに、

これに基づき情報セキュリティ対策を講じ、情報システムに対

するサイバー攻撃への防御力、攻撃に対する組織的対応能力の

強化に取り組む。また、対策の実施状況を毎年度把握し、PDCAサ

イクルにより情報セキュリティ対策の改善を図るほか、e-ラー

（２）情報セキュリティ対策の推進 

 

政府機関の情報セキュリティ対策のための統一基

準群を踏まえ、情報セキュリティ・ポリシーを適時

適切に見直すとともに、これに基づき情報セキュリ

ティ対策を講じ、情報システムに対するサイバー攻

撃への防御力、攻撃に対する組織的対応能力の強化

に取り組む。また、対策の実施状況を毎年度把握し、
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 ニング等を活用した情報セキュリティ対策に関する職員の意識

向上を図るための取組を継続的に行う。 

 

PDCA サイクルにより情報セキュリティ対策の改善

を図るほか、e-ラーニング等を活用した情報セキュ

リティ対策に関する職員の意識向上を図るための取

組を継続的に行う。 

 

 （３）安全衛生及び職場環境への配慮 

 

業務の遂行に伴う事故及び災害等の発生を未然に防止し業務

を安全かつ円滑に遂行できるよう労働安全衛生管理を徹底す

る。また、実験施設を利用した業務においては、安全管理計画書

等を作成するなど、安全管理の徹底、事故等の発生防止に一層努

める。 

 

（３）安全衛生及び職場環境への配慮 

 

業務の遂行に伴う事故及び災害等の発生を未然に防止すると

ともに、業務を安全かつ円滑に遂行できるよう労働安全衛生管

理を徹底する。 

実験施設を利用した業務においては、その都度、安全管理計画

書等を作成するなど、安全管理の徹底、事故等の発生防止に一層

努める。また、職員の健康管理においては、ストレスチェックや

健康相談等のメンタルヘルス対策を推進し、職員が安心して職

務に専念できる職場環境づくりを進める。 

 

（３）安全衛生及び職場環境への配慮 

 

業務の遂行に伴う事故及び災害等の発生を未然に

防止するとともに、業務を安全かつ円滑に遂行でき

るよう労働安全衛生管理を徹底する。 

実験施設を利用した業務においては、その都度、

安全管理計画書等を作成するなど、安全管理の徹底、

事故等の発生防止に一層努める。また、職員の健康

管理においては、ストレスチェックや健康相談等の

メンタルヘルス対策を推進し、職員が安心して職務

に専念できる職場環境づくりを進める。 

また、防災科研の果たすべき役割や業務運営の改

善の在り方等については、定期的な意見交換を行う

場を設ける。 

 

 ２．人事に関する事項 

 

研究開発成果の最大化と効率的な業務遂行を図るため、若手

職員の自立、女性職員の活躍等ができる職場環境の整備、充実し

た職員研修、適切な人事評価等を実施する。また、外国人研究者

の受入れを含め優秀かつ多様な人材を確保するため、採用及び

人材育成の方針等を盛り込んだ人事に関する計画を策定し、戦

略的に取り組む。なお、これらの取組については「人材活用等に

関する方針」に基づいて進める。 

２．人事に関する事項 

 

研究開発成果の最大化と効率的な業務遂行を図るため、若手

職員の自立、女性職員の活躍等ができる職場環境の整備、充実し

た職員研修、適切な人事評価等を実施する。また、防災科学技術

の中核的機関として、研究者の流動性向上を目指し、外国人研究

者の受入れを含め優秀かつ多様な人材を確保するため、採用及

び人材育成の方針等を盛り込んだ人事に関する計画を策定し、

戦略的に取り組む。 

２．人事に関する事項 

 

研究開発成果の最大化と効率的な業務遂行を図る

ため、若手職員の自立、女性職員の活躍等ができる

職場環境の整備、充実した職員研修、適切な人事評

価等を実施する。 

また、防災科学技術の中核的機関として、研究者

の流動性向上を目指し、外国人研究者の受入れを含

め優秀かつ多様な人材を確保するため、採用及び人
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 研究者の流動性向上、総合防災研究機関として、これまで以上

に多様なバックグラウンド・専門性を有した研究者の確保に努

める。 

なお、これらの取組については「人材活用等に関する方針」に

基づいて進める。 

 

材育成の方針等を盛り込んだ人事に関する計画を策

定し、戦略的に取り組む。加えて、優秀な研究者が

集まり、定着する環境整備に向け、具体策を検討し、

順次実施する。 

研究者の流動性向上、総合防災研究機関として、

これまで以上に多様なバックグラウンド・専門性を

有した研究者の確保に努める。 

 

 ３．施設・設備に関する事項 

 

業務に必要な施設や設備については、老朽化対策を含め必要

に応じて重点的かつ効率的に更新及び整備する。 

３．施設・設備に関する事項 

 

中長期目標を達成するために業務に必要な施設や設備等につ

いては、老朽化対策を含め必要に応じて重点的かつ効率的に更

新及び整備する。 

 

３．施設・設備に関する事項 

 

中長期目標を達成するために業務に必要な施設や

設備等については、老朽化対策を含め必要に応じて

重点的かつ効率的に更新及び整備する。また、所内

照明の LED（発光ダイオード）化を進める。さらに施

設の品質管理・向上検討チームを設け、防災科研の

有する施設の現状把握や老朽化対策の検討を行う。

さらに雪氷防災実験施設について、フロン規制対応

として冷凍機の更新を行う。 

 

  ４．中長期目標期間を超える債務負担 

 

中長期目標期間を超える債務負担については、防災科学技術

等の研究開発に係る業務の期間が中長期目標期間を超える場合

で、当該債務負担行為の必要性及び資金計画への影響を勘案し、

合理的と判断されるものについて行う。 

 

４．中長期目標期間を超える債務負担 

 

中長期目標期間を超える債務負担については、防

災科学技術等の研究開発に係る業務の期間が中長期

目標期間を超える場合で、当該債務負担行為の必要

性及び資金計画への影響を勘案し、合理的と判断さ

れるものについて行う。 

 

  ５．積立金の使途 

 

５．積立金の使途 
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前中長期目標期間の最終年度における積立金残高のうち、文

部科学大臣の承認を受けた金額については、国立研究開発法人

防災科学技術研究所法に定める業務の財源に充てる。 

前中長期目標期間の最終年度における積立金残高

のうち、文部科学大臣の承認を受けた金額について

は、国立研究開発法人防災科学技術研究所法に定め

る業務の財源に充てる。 

 


